
 

横須賀市環境基本計画（2011～2021） 

令和２年度（2020年度）年次報告書  

 

 

 
 

 

 

 

令和３年度版 

横 須 賀 市

武山小学校 ５年   村上 真菜 さん 

令和３年度 環境ポスターコンクール横須賀市長賞作品 



横須賀市環境基本計画（2011～2021） 令和２年度（2020 年度）年次報告書 

目   次 

 

１ 環境基本計画（2011～2021）について 

（１）環境基本計画（2011～2021）策定の経緯 ···················································  １ 

（２）計画の性格と役割 ······································································  １ 

（３）計画の期間 ············································································  １ 

（４）計画の構成と概要 ······································································  １ 

（５）計画の進行管理 ········································································  １ 

 

２ 施策の実施状況（施策の分野ごとの進捗状況） 

◇基本目標１ 自然環境の保全と創出をはかり、人々がゆたかな自然の恵みを実感できるまちをめざします 

（１）みどりの保全・創出と活用 ·······························································  ３ 

（２）水辺環境の保全・創出と活用 ·····························································  ６ 

（３）生物多様性の保全・再生と活用 ···························································  ７ 

（４）自然災害の防止と抑止 ··································································  ８ 

◇基本目標２ 生活環境の保全・改善をはかり、快適に暮らせるまちをめざします 

（１）生活環境の保全・改善 ··································································  10 

◇基本目標３ 低炭素社会を構築し、地球環境問題に対応したまちの実現をめざします 

（１）地球温暖化対策の推進 ··································································  14 

（２）エネルギー対策の推進 ··································································  16 

◇基本目標４ 循環型社会を形成し、環境負荷が少ないまちの実現をめざします 

（１）ごみの減量化・資源化、適正処理の推進 ···················································  19 

◇基本目標５ 市民、事業者、市の協働により、環境的側面、経済的側面、社会的側面の統合をはかります 

（１）環境教育・環境学習の推進 ·······························································  21 

（２）経済・社会活動との調和·································································  23 

 

３ リーディングプロジェクトの進捗状況 

（１）よこすか里山的環境保全・再生プロジェクト ···············································  24 

（２）よこすか海辺環境保全・再生プロジェクト ·················································  25 

（３）経済と環境の好循環プロジェクト ·························································  26 

 

４ 各分野別計画について 

（１）横須賀市みどりの基本計画について ·······················································  27 

（２）一般廃棄物（ごみ）処理基本計画について ·················································  27 

（３）生活排水処理基本計画について ···························································  29 

（４）横須賀港港湾環境計画について ···························································  30 

（５）低炭素で持続可能なよこすか 戦略プラン（2011～2021）について ····························  31 

（６）横須賀市環境教育・環境学習マスタープランについて ·······································  32 

 

５ 地域別計画の進捗状況 ·································································  33 

 

６ 環境像の達成に向けて ·································································  36 

 

７ 令和２年度施策の実施状況一覧表 ·······················································  38 



 

1 

１ 環境基本計画（2011～2021）について 

 

（１）環境基本計画（2011～2021）策定の経緯 

本市では、1996年（平成８年）に「環境基本条例」を制定し、この中で示す基本方針などを施策レベルで展開

するため、1998年（平成10年）８月に「環境基本計画」を策定し、総合的な環境施策の推進を図ってきましたが、

2010年度（平成22年度）に計画期間が終了するとともに、地球温暖化問題や生物多様性保全など新たな課題への

対応の必要が生じたことから、2011年度（平成23年度）からの「環境基本計画（2011～2021）」を策定しました。 

その後も、東日本大震災が発生したことによるエネルギー施策の見直しや省エネ・節電意識の高まり、地球温

暖化に伴う気候変動の影響への適応など、社会・経済情勢や取り巻く環境の変化に対応するため、2015年（平成

27年）に計画の「中間見直し」を行いました。 

本計画では、自然環境の保全・再生、低炭素社会の構築や循環型社会の形成などにより、魅力ある横須賀の環

境を次世代を担う子どもたちに引き継ぐため、市民、事業者、市のそれぞれが役割分担や協働により、様々な施

策や取り組みを推進していくこととしています。 

 

（２）計画の性格と役割 

本計画は、本市の都市像である「国際海の手文化都市」の実現を目指し、「横須賀市基本構想」に示す様々な施

策の方向を「環境」の分野から支援する計画です。 

また、長期的・総合的観点から、環境に係る各種分野別計画との連携・調整を図るとともに、各種施策及び事

業に横断的に対応し、市民・事業者とのパートナーシップを形成しながら、基本理念の実現に向けて行動するこ

とにより、総合計画の着実な進展を環境面から実現する役割を担います。 

なお、本計画では、「横須賀市みどりの基本計画」、「低炭素で持続可能なよこすか 戦略プラン（2011～2021）」、

「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」などを本計画の分野別計画として位置付け、これらの計画との連携・調整・

整合を図りながら、本計画と一体となって施策を推進することで環境行政全体の推進を図ることとしています。 

 

（３）計画の期間 

本計画の期間は、2011年度（平成23年度）から2021年度（令和３年度）までです。 

 

（４）計画の構成と概要 

〇長期的展望にたち、総合計画に掲げる都市像を踏まえ、環境基本条例の基本理念の実現のための望ましい 

環境像（以下、「環境像」という。）を設定しました。 

○「環境像」の達成に向けて「基本目標」を設定し、その「基本目標」を達成するため、施策展開を図る方向

性として「施策の分野」を設定し、分野ごとに「施策の目標」、「指標」、「施策の項目」、「施策の方向」を示

すとともに、本市を構成する各地域で取り組むべき「施策の方向」を明らかにした「地域別計画」を設定し、

総合的・計画的に計画の推進を図ることとしています。 

○総合的かつ先導的に取り組むべき事項について明らかにし、計画全体を先導し大きな流れを生み出す独自性

のあるシンボル的な事業として「リーディング・プロジェクト」を掲げています。 

○また、パートナーシップによるまちづくりの観点から、市民、事業者、市に求められる役割を明らかにし、

三者の役割分担や協働のもと、計画全体の推進を図ることとしています。 

 

（５）計画の進行管理 

本計画は環境基本条例第11条に基づき、環境の状況及び環境基本計画に基づく施策の実施状況を明らかにする

ため、計画の進行管理を行い、年次報告書を作成・公表します。 

計画の進行管理にあたっては、横須賀市環境審議会及び庁内会議である環境総合政策会議において、施策の進

捗状況や推進に関する意見を求め、計画の点検・評価を行います。 
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図１－２ 環境基本計画の体系図 
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図１－１ 環境基本計画の位置付け 
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２ 施策の実施状況（施策の分野ごとの進捗状況） 

 

本計画に基づく令和２年度の施策の実施状況について、計画の施策体系に基づいて、施策の分野ごとに整理しました。

環境像の達成に向け、取り組みを進めるうえでの目標として、本計画では次の５つの基本目標を掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 

１ 
自然環境の保全と創出をはかり、人々がゆたかな自然の恵みを実感できるまちをめざします 

 

（１）みどりの保全・創出と活用 

施策の目標 ： 自然環境と人々の生活をよりよくしていくための「みどりの量と質の向上」をめざします 

 

≪指標の達成・実施状況≫ 

【指 標】 【達成状況】 【令和２年度実施状況】 

自然とのふれあいの場づくりを積極

的に進めます 
継続 

■「三浦半島国営公園設置促進期成同盟会」による国営公園 

誘致活動（国への要望提出） 

■公園リニューアル 

（バリアフリー化：平和中央公園園路、トイレ） 

（遊具のリニューアル：池田第３公園ほか７公園） 

中央公園、くりはま花の国など公共

の場所からの海や緑への良好な眺望

景観を確保します 

継続 
■猿島や久里浜港周辺の海面やみどりへの眺望を確保するた

め、景観計画に位置付けた眺望景観保全基準を運用 

都市公園の適正配置を検討し、維持

します 
継続 

■今後の都市公園の在り方を検討するため、「（仮称）横須賀

市都市公園の整備・管理の方針」の案を作成 

近郊緑地特別保全地区を現状維持

（２地区、244ha）します 
継続 

■近郊緑地特別保全地区内での土地利用行為の制限等 

■地区内土地所有者からの申し出に基づき4.6haの土地買い取り

（令和２年度末現在：２地区、86.3ha） 

市民緑地を１カ所以上指定し、維持

します 
継続 ■今後、新たな市民緑地の候補を検討 

港湾緑地を11.6haとし、維持します 継続 ■現状の11.1ha（令和２年度末）を維持管理 

みどりの保全のための各種制度を推

進します 
継続 

■「自然林保全制度」に基づく保全契約を継続（全３地区） 

■斜面緑地を土地所有者が継続して持ち続けるため民有樹林地

保全契約に基づき奨励金を交付 

（令和２年度末現在：契約件数116件、契約面積38.2ha） 

緑化推進のための各種制度を推進し

ます 
継続 

■「民有地緑化支援制度」を運用（補助件数：15件） 

■県の「自然保護奨励金制度」の周知及び申告書受付 

（令和２年度奨励金：交付件数５件） 

【表中、「達成状況」の見方について】 

◆「完 了」：計画に掲げる指標を達成し、事業を完了したもの 

◆「継 続」：計画の目標年度（2021年度）に向けて、継続して実施する施策及び達成した目標値の継続的な 

維持と改善を実施しているもの 

◆「未着手」：令和２年度では未着手であるが、計画期間内に検討等を進めるもの 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、施策や取り組みを縮小・中止せざるを得ない状況 

が続きました。 
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公共施設の緑化とみどりの育成に配

慮した維持管理を推進します 
継続 

■「公共施設の緑化及びみどりの育成に配慮した維持管理ガイ

ドライン」の適正な運用 

樹林地の維持管理モデル事業を２カ

所で実施します 
完了 ■樹林地管理モデル事業は平成29年度で事業完了 

里山的環境の保全・活用や再生のモ

デル事業を２カ所で実施し、他地域

への取り組みも検討します 

継続 

■長坂地区での親子田んぼ体験、里山ボランティア育成講習会、

自然体験会、自然観察会などの開催 

■野比モデル地区での活動は、令和元年度で終了 

■野比かがみ田谷戸の市有地の一部での環境再生整備 

 
≪令和２年度の主な施策の進捗状況及び今後の予定≫ 

〔公園・緑地〕 

□「三浦半島国営公園設置促進期成同盟会」による誘致活動を継続的に行っています。 

□公園リニューアル事業として、公園のバリアフリー化や老朽化した遊具のリニューアルなど公園施設を再整備しまし

た。今後も適切な維持管理とともに、自然環境のふれあいの場として公園整備を進めます。 

□自然の魅力を活かした公園・緑地の整備については、自然環境とのふれあいの場として公園整備などを進めるととも

に、都市公園の配置・機能の適正化に向けて「（仮称）横須賀市都市公園の整備・管理の方針」の案を作成しました。

令和３年度での方針作成を目指します。 

□長井海の手公園隣接地活用事業における官民連携整備については、交流拠点機能拡充に向けて公募設置管理制度（Ｐ

－ＰＦＩ）と指定管理者制度等を活用した事業の事業者を選定しました。令和３年度は長井海の手公園の令和５年度

のリニューアルオープンを目指して設計・整備を行います。 

□令和２年度末現在の都市公園の面積は571.6haであり、既に目標値（460.7ha）を達成しています。これは昭和40年代

に都市計画決定された近郊緑地特別保全地区（244.0ha）内での土地の買い取りなどによる都市公園（都市林）の増

加が主なものです。 

□樹林地の維持管理モデル事業は、平成29年度に事業を完了しました。 

 

表２－１ 公園・緑地などのみどりの面積の推移 

名称 
平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 
増減量※１ 

近郊緑地特別保全地区 244.0 244.0 244.0 244.0 244.0 244.0 0.0 

近郊緑地保全区域 1,012.0 1,012.0 1,012.0 1,012.0 1,012.0 1,012.0 0.0 

特別緑地保全地区 0 0 0 0 0 0 0 

保安林  53.4 53.4 53.6 53.6 53.6 53.6 0.0 

自然環境保全地域 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 0.0 

市民緑地 0.6 0.6 0.6 ※3 0.0 0.0 0.0 0.0 

風致地区 1,355.7 1,355.7 1,355.7 1,355.7 1,355.7 1,355.7 0.0 

農業振興地域内農用地 332.2 332.2 332.2 332.2 332.2 332.2 0.0 

市民農園※2 1.7       

都市公園（県立公園含む） 522.0 523.4 536.7 542.9 552.3 571.6 19.3 

港湾緑地 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 0.0 

「緑地協定」の指定（締結） 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 0.0 

   

 

 

 

単位：ha 

※1 前年度比による増減 ※2 平成27年度で閉園し土地は所有者に返却 ※3 市民緑地契約解除による減 
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〔里山〕 

□里山的環境保全・活用事業では、長坂地区での里山ボランティア育成講習会のほか、親子田んぼ体験を実施し、引き

続き、樹林地の管理や谷戸田の再生等を行いました。 

□野比かがみ田谷戸では市有地の一部で自然環境を再生し生物多様性の確保に貢献するとともに、自然観察会の実施に

より良好な自然環境を市民に提供できるよう活用方法の検討を進めています。 

 

〔みどりの基本条例、みどりの制度〕 

□近郊緑地特別保全地区は、「都市緑地法」に基づき、土地利用行為の規制や制限を行い、みどりの保全を図ります。 

□みどりの保全及び緑化の推進については、「みどりの寄附制度」、「市街化区域内における樹林地の保全支援制度」、「自

然林保全制度」、「市民緑地制度」、「民有地緑化支援制度」の５つの制度を運用しています。今後もこれらの制度

の適正な運用とともに、みどりの基本条例に位置付けた各種制度の運用に向けた検討を進めます。また、みどりの基

本条例に基づく制度は一部制度化した内容を見直し、みどりの保全等に更に繋がるよう検討を進めます。 

□「緑化地域制度」及び「地区計画等緑化率条例制度」は、みどりの基本条例やみどりの基本計画に位置付けた施策を

推進する中で今後検討します。 

□「市民緑地制度」は、今後、新たな候補地について検討を続けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）2010年(平成22年)以降のデータについては、従来調査から「手法」と「精度」が異なる 

注２）2015年(平成27年)のデータについては、500m2未満の樹林地を含む 

図２－１ 樹林地・緑被率の経年変化 

 

〔港湾緑地〕 

□横須賀港港湾計画等に基づく港湾緑地等の維持管理及び整備に向けた協議・調整を継続して行います。 

 

〔みどりの基金〕 

□近郊緑地特別保全地区内の土地の買い取り及び里山的環境保全・活用事業などの事業に充当する「みどりの基金」を

充実させる事業として、「みどりのよこすかチャリティークリック」を継続して運用し、協賛企業数の増加やチラシ

作成などにより制度の周知を図ります。 
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（２）水辺環境の保全・創出と活用 

施策の目標 ： 水辺環境の保全と創出をはかり、水に親しめるまちをめざします 

 

≪指標の達成・実施状況≫ 

【指 標】 【達成状況】 【令和２年度実施状況】 

水辺の生物などと共生する多自然型

河川の保全や、環境に配慮した補修

を行います 

継続 

■長沢川及び前耕地川における多孔型ブロックを用いた河床整

備工事（長沢川：面積170.0㎡、前耕地川：73.8㎡） 

■河川親水施設の清掃、除草等による維持管理 

（前田川、関根川、関渡川） 

護岸の改修や海岸の保全対策によ

り、海とふれあえる水際線を整備し

ます 

継続 

■大津海岸での高潮対策事業 

（護岸ブロック延長：38.1ｍ、上部工延長：433.4ｍ） 

■野比海岸や北下浦海岸での侵食対策事業 

（整備延長 野比海岸：116ｍ、北下浦海岸：108ｍ） 

10,000メートルプロムナードの整備

を推進します 
継続 ■10,000メートルプロムナード活性化協議会の開催 

砂浜など注１の再生・整備を１カ所で

行います 
継続 

■追浜地区で整備した浅海域について市民団体等の協力を得な

がら整備後の経過の観察 

注１ 砂浜などには浅海域を含む 

 
≪令和２年度の主な施策の進捗状況及び今後の予定≫ 

〔河川環境〕 

□長沢川及び前耕地川での多孔型ブロックを用いた河床整備工事とともに、前田川、関根川、関渡川では清掃及び除草

による適切な維持管理を行いました。 

□河川親水環境整備事業への協力として、横須賀市地域水質保全協議会の前田川水質調査の現地指導と生物指標による

環境評価を行いました。今後も専門的指導や団体への支援を行います。 

 
〔海域環境〕 

□大津海岸高潮対策事業、野比海岸侵食対策事業、北下浦海岸侵食対策事業による海岸整備を進めました。 

□東京湾岸自治体環境保全会議を通じて東京湾の水質改善に関する諸施策の推進を国に要請しました。 

□海域環境に影響を与える河川からの流入水質について、浄化センターの適正な水質管理を行いました。 

□天神島臨海自然教育園において、自然観察会や天神島ガイドツアーなどを実施しました。 

 
〔水とのふれあい〕 

□10,000メートルプロムナードが活気ある魅力的な道となるよう、10,000メートルプロムナード活性化協議会を開催し

ました。 

□天神島臨海自然教育園の海洋生物調査、三浦半島の河川水生動物相調査として前田川や田越川河口の生物調査などを

実施しました。引き続き、海岸域や河川の水質や生物調査を実施します。 

□横須賀港浅海域保全・再生事業については、追浜地区で整備した浅海域の整備後の経過観察を市民団体等の協力を得

ながら実施（四季に１回）し、利活用に向けた検討を進めています。特に、東京湾側の港湾区域については、「横須

賀港港湾環境計画」に基づき、長期的かつ総合的な視点から東京湾の貴重な自然環境の適切な管理・保全とともに、

市民が海にふれあえる場の創出を進めます。 
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（３）生物多様性の保全・再生と活用 

施策の目標 ： 生物多様性の保全と再生をはかり、多様な生物が生息、生育および繁殖することができる環境 

をめざします 

 

≪指標の達成・実施状況≫ 

【指 標】 【達成状況】 【令和２年度実施状況】 

生物多様性保全のための戦略を策定

します 
継続 

■新たなみどりの基本計画等の策定時に生物多様性地域戦略を

盛り込むことを視野に継続して検討 

■天神島臨海自然教育園での海洋生物調査及び海浜性昆虫など

の調査 

公共施設における自然植生などの保

全を推進します 
継続 

■光の丘水辺公園での生態系復元事業（植物及び昆虫） 

■天神島臨海自然教育園及び馬堀自然教育園での動植物の昼夜

観測によるモニタリング 

３カ所で実施するエコツアーをサポ

ートするとともに、新たな実施地区

の検討を行います 

継続 

■４か所（猿島、観音崎、大楠・西海岸、長井・荒崎）のフィ

ールドにおけるエコツアー（189回実施、延べ2,978人参加) 

※コロナ禍の影響で実施は猿島、観音崎のみ 

 

≪令和２年度の主な施策の進捗状況及び今後の予定≫ 

〔生物多様性〕 

□生物多様性地域戦略は、みどりの基本計画の見直しの際に今後の方向性について検討し、必要な項目を追加した具体

的なアクションプラン作成を目指します。 

□野比かがみ田谷戸の植物・昆虫・水生生物調査、天神島臨海自然教育園及び馬堀自然教育園での動植物の昼夜観測に

よるモニタリングを行いました。今後も各種調査を継続して実施し、その結果をホームページなどで公開します。 

□令和２年度は、特定外来生物であるクリハラリス（タイワンリス）4,937頭及びアライグマ294頭、外来生物であるハ

クビシン186頭を捕獲しました。今後も法令及び計画に基づき、特定外来生物等の防除を行います。 

 

 

図２－２ 特定外来生物等の捕獲実績 
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〔生物とのふれあい〕 

□「光の丘水辺公園」において、水辺公園友の会と協力して植物及び昆虫を調査しました。 

□長坂地区での里山ボランティア講習会のほか、親子田んぼ体験、自然体験会、自然観察会などを開催しました。今後

も里山再生活動とともに、長坂地区での田んぼ学校プログラムを継続します。 

□エコツアーは猿島、観音崎、大楠・西海岸、長井・荒崎の４か所のフィールドのうち、猿島、観音崎で合計189回実

施し、延べ2,978人が参加しました（コロナ禍の影響で猿島、観音崎のみ実施）。また、昨年度に引き続き、ＳＵＰ

やシーカヤックなどの小学生向けの夏のエコツアーを14回実施し、190人が参加しました。 

 

表２－２ エコツアー開催回数と参加者数 

 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

猿島 
開催回数（回） 757 493 172 

参加者数（人） 17,578 11,443 2,708 

観音崎 
開催回数（回） 17 14 17 

参加者数（人） 316 240 270 

大楠・西海岸 
開催回数（回） 34 25 0 

参加者数（人） 860 765 0 

長井・荒崎 
開催回数（回） 2 2 0 

参加者数（人） 54 38 0 

合計 
開催回数（回） 810 534 189 

参加者数（人） 19,198 12,486 2,978 

 

 

（４）自然災害の防止と抑止 

施策の目標 ： 自然の多様な特性に配慮し、安心して暮らせる環境を創出します 

 

≪指標の達成・実施状況≫ 

【指 標】 【達成状況】 【令和２年度実施状況】 

樹林地の維持管理モデル事業を２カ

所で実施します 
完了 ■樹林地管理モデル事業は平成29年度で事業完了 

防災拠点となる公園を１カ所新規整

備します 
完了 ■平成25年度に「佐原２丁目公園」を供用開始 

雨水浸透施設の整備を推進します 継続 

■浸水被害軽減を目的とした雨水浸透枡の設置を促進 

■平和中央公園の整備及びよこすか海岸通りの舗装補修工事に

おける透水性舗装 

治水対策を推進します 継続 ■降雨時の浸水防止のための雨水排水施設の整備 

海岸保全施設の充実をはかります 継続 
■大津海岸での高潮対策事業 

■野比海岸及び北下浦海岸での侵食対策事業 

 

≪令和２年度の主な施策の進捗状況及び今後の予定≫ 

 〔自然災害の未然防止〕 

□樹林地の維持管理モデル事業は、平成29年度に事業を完了しました。 

□一定規模以上の防災工事または地すべり対策を施工する市民に対する工事費用の助成・相談を行うとともに、土砂災

害防止や自然災害への市民の理解と関心を深めるため「防災パネル展」を開催しました。 
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□降雨時の浸水を防止するための雨水排水施設、浸水被害を軽減するための雨水浸透桝の設置を推進・促進するととも

に、平和中央公園やよこすか海岸通りの整備・補修時に透水性舗装を行いました。 

□自然災害の軽減や防止となる大津海岸高潮対策事業、野比海岸侵食対策事業、北下浦海岸侵食対策事業による海岸整

備を進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３ 横須賀市内で発生したがけ崩れの件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－４ 雨水整備面積率の推移 

注）雨水整備面積率：雨水排除のために下水道の整備が必要な全体の面積のうち, 

整備が完了した面積の割合を指します 

 

 

〔自然災害の被害の軽減〕 

□防災拠点となる「佐原２丁目公園」については、平成25年度に整備が完了し、供用を開始しました。 

□神奈川県が指定した土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）及び洪水浸水想定区域（想定最大規模）に基づき、土

砂災害ハザードマップ及び洪水ハザードマップを新たに作成・公表・配布しました。 

□電気自動車（ＥＶ）の蓄電機能を活用した二次災害の減災体制を構築するため、事業者のＥＶ用充電器設置に対する

補助やＥＶ導入に対する補助を行いました。今後も各活動や補助制度の運用を実施していきます。 

（件） 

（年度）
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基本目標

２ 
生活環境の保全・改善をはかり、快適に暮らせるまちをめざします 

 

（１）生活環境の保全・改善 

施策の目標 ： 空気や水のきれいさなどを確保し、健康で快適に暮らせる生活環境を維持します 

 

≪指標の達成・実施状況≫ 

【指 標】 【達成状況】 【令和２年度実施状況】 

大気汚染・有害大気汚染物質などに

係る環境基準の達成・維持をめざし

ます注１ 

継続 

■大気汚染（常時監視項目） 

４地点で延べ15項目を測定し、全項目で基準を達成 

■有害大気汚染物質 

２地点で延べ８項目を測定し、全項目で基準を達成 

■ダイオキシン類 

４地点で測定し、全地点で基準を達成 

水質・土壌などに係る環境基準の達

成・維持をめざします注２ 
継続 

■水質 

河川：13地点で延べ110項目を測定し、104項目で基準を達成

（全項目達成は９地点） 

海域：５地点で延べ164項目を測定し、158項目で基準を達成 

   （全項目達成は０地点） 

■地下水質 

13地点で延べ229項目を測定し、223項目で基準を達成（全項

目達成は７地点） 

■ダイオキシン類 

河川３地点、地下水４地点、土壌４地点で測定し、全地点で

基準を達成 

騒音・振動に係る環境基準などの達

成・維持をめざします注３ 
継続 

■騒音 

９地点で測定し、８地点で基準を達成 

■振動 

９地点で測定し、全地点で昼夜ともに要請限度以下 

悪臭に係る臭気指数の達成・維持を

めざします 
継続 ■測定調査なし（測定を伴う苦情の発生なし） 

市内の歴史的・文化的遺産の実情を

踏まえ、周知、啓発、保全、活用に

努めます 

継続 

■レンガドック活用イベントの開催支援（コロナ禍の影響によ

り中止） 

■史跡環境の保全として、三浦安針墓、夏島貝塚などの草刈清

掃など（草刈清掃：延べ15回、園内清掃：延べ８回） 

■新規指定重要文化財の指定：３件 

生活排水処理率97％注４をめざします 継続 ■生活排水処理率：95.3％ 

合流式下水道の改善100％注５をめざ

します 
完了 ■合流式下水道の改善：100％（平成25年度で事業完了） 

注１ 大気汚染に係る環境基準について微小粒子状物質（ＰＭ2.5）は長期基準と短期基準の両方、他の項目は長期的評価による 

注２ 中小河川は、ＢＯＤ５mg/Lを基準とする 

注３ 振動については要請限度で評価 

注４ 計画処理区域内人口に対する生活排水処理人口（下水道人口と合併処理浄化槽人口の合計）の割合 

注５ 合流式下水道の区域面積に対する改善区域面積の割合（分流式下水道並みの汚濁負荷とする合流式下水道緊急改善事業） 
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≪令和２年度の主な施策の進捗状況及び今後の予定≫ 

〔大気環境〕 

□大気汚染（常時監視項目）、有害大気汚染物質及び大気中のダイオキシン類については、全てで環境基準を達成して

います。 

□光化学オキシダントは、指標から除外していますが、国の環境基準との比較では全測定局で環境基準を達成していま

せん（県内全ての測定局においても環境基準を達成していません）。 

□光化学スモッグの原因となる光化学オキシダントは、工場・事業場、自動車などから排出された窒素酸化物や炭化水

素から二次的に発生すると考えられています。依然として光化学スモッグ注意報が発令される状況にあり、越境汚染

などの問題もあることから広域での取り組みが必要です。 

引き続き、大気汚染・有害物質などに係る環境基準の達成・維持に向けた取り組みを実施します。 

 

表２－３ 光化学スモッグ注意報発令日数の推移 

年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

横須賀市 1（0） 2（0） 2（0） 1（0） 0（0）

神奈川県 6（0） 8（0） 8(13） 6（0） 2（0）

注）（ ）内は被害届出者数 

 

表２－４ 大気汚染（常時監視項目）の状況 

              項 目 

測定地点 
二酸化窒素 浮遊粒子状物質 微小粒子状物質 二酸化硫黄 一酸化炭素 

一般環境 

追浜行政センター 〇 〇 〇 〇 ― 

久里浜行政センター 〇 〇 〇 〇 ― 

西行政センター 〇 〇 〇 ― ― 

自動車 

排出ガス 
小川町交差点 〇 〇 〇 ― 〇 

注）○：環境基準を達成  ×：環境基準を達成していない  ―：測定機の設置なし 

 

表２－５ 有害大気汚染物質の状況 

            項 目 

測定地点 
ベンゼン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 

追浜行政センター分館 〇 〇 〇 〇 

横須賀市役所 〇 〇 〇 〇 

注）○：環境基準を達成  ×：環境基準を達成していない 

 

表２－６ ダイオキシン類の状況 

               項 目 

測定地点 
ダイオキシン類 

追浜行政センター分館 〇 

横須賀市役所 〇 

久里浜行政センター 〇 

西行政センター 〇 

注）○：環境基準を達成  ×：環境基準を達成していない 
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〔水質・土壌〕 

□水質、地下水質及び土壌のダイオキシン類については、おおむね環境基準を達成しています。今後も継続して測定を

行うとともに、良好な状態を維持するため、特定施設の設置等に伴う指導や工場等への立ち入り検査を行います。 

□水質については、環境基準を達成しなかった項目がありますが、有害物質等の検出によるものではありませんでした。 

□公共下水道については、下水道事業計画区域における整備・普及を促進し、下水道未接続家屋の所有者への個別訪問

などにより指導・啓発を行い、汚水処理人口普及率は98.7％、水洗化人口率は96.2％となっています。 

□合併処理浄化槽の普及については、啓発、指導のほか設置者に対する補助制度があり、５基の設置に対して補助を行

いました。生活排水処理率は95.3％となっています。 

表２－７ 水質（ＢＯＤ、ＣＯＤ）の状況 

種  別 調査対象 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

 

 

公共用水域 

水質測定計画 

 

河  川 

鷹 取 川  ○ ○ 〇 

平 作 川  ○ ○ 〇 

松 越 川  ○ ○ 〇 

海  域 

（東京湾） 

夏 島 沖  ○ ○ 〇 

大 津 湾  ○ ○ 〇 

浦 賀 港 内 ○ ○ 〇 

久里浜港内  ○ ○ 〇 

海域（相模湾） 小 田 和 湾 ○ ○ 〇 

 

 

 

市が独自 

に測定 

 

 

河  川 

和 田 川  ○ ○ 〇 

野 比 川  ○ ○ 〇 

長 沢 川  ○ ○ 〇 

津 久 井 川 ○ ○ 〇 

川 間 川  ○ × 〇 

竹   川  ○ ○ 〇 

芦 名 川  ○ ○ 〇 

前 田 川  ○ ○ 〇 

関 根 川  ○ ○ 〇 

久 留 和 川 ○ ○ × 

○：環境基準（環境指標）を達成、×：環境基準（環境指標）を達成していない 

注１）河川はＢＯＤ、海域はＣＯＤで評価 

注２）市が独自に測定した河川は、環境基準の設定がないため、ＢＯＤ：5mg/Lを環境指標としている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５ 生活排水処理率の推移 

 

毎月１回 

測定 

年６回 

測定 
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〔化学物質〕 

□産業廃棄物焼却施設・最終処分場から排出されるダイオキシン類、排ガス、燃え殻、ばいじんについては、事業者が

実施する分析結果の確認を行うとともに、施設の維持管理状況を調査しました。 

□ダイオキシン類等汚染防止対策指針に基づき、横須賀市廃棄物焼却施設の解体工事における届出（工事計画４件、計

画変更５件、終了報告３件）に対して事前指導を行いました。 

□横須賀市ごみ処理施設（エコミル）では、バグフィルター等によるダイオキシン類の削減を行いました。 

□食の安全については、市内で水揚げされた魚介類のＰＣＢ及び水銀の含有量を調査しています。 

 

〔騒音・振動、その他の生活環境〕 

□主要道路沿道の騒音・振動については、騒音は市内９地点、振動は９地点で測定し、環境基準超過戸数及び割合を算

出し評価しました。 

□飲食業の深夜営業による騒音については、夜間パトロールを行い規制基準の遵守を指導し、工場などからの悪臭につ

いては、悪臭防止法に基づく調査や県条例に基づく許可申請時に規制基準遵守を指導しました。今後も主要道路沿道

の騒音・振動測定とともに、苦情のあった深夜営業の飲食店の騒音に対してパトロールを行います。 

□空き地、空き家対策では、調査指導を継続して行うとともに、ホームページなどに啓発記事を掲載して適正な管理（雑

草の草刈りなど）を周知・指導しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－６ 騒音・振動の環境基準などの達成割合 

 

〔歴史的・文化的環境〕 

□歴史的文化遺産の保全と継承を目指して三浦安針墓及び夏島貝塚の草刈清掃、また、大塚復元古墳、千代ヶ崎砲台跡

の園内清掃を行いました。 

□本市に残る近代化遺産の保全と活用を図るため、旧横須賀海軍工廠関連施設確認調査などを行いました。 

□産業遺産である浦賀のレンガドックの実験的活用イベントの開催支援はコロナ禍の影響で中止しました。 

□埋蔵文化財調査、新指定重要文化財調査の結果について、市役所展示コーナーや生涯学習センターで公表・展示しま

した。引き続き、文化遺産の調査、維持管理とともに、埋蔵文化財包蔵地に関する情報の収集・公開を行います。 
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基本目標

３ 
低炭素社会を構築し、地球環境問題に対応したまちの実現をめざします 

 

（１）地球温暖化対策の推進 

施策の目標 ： 日常生活、事業活動において、地球温暖化への影響を認識し、地域から貢献を行います 

 

≪指標の達成・実施状況≫ 

【指 標】 【達成状況】 【令和２年度実施状況】 

市の公用車に低公害車の100％導入

をめざします（消防のポンプ車など

特殊車輌を除く） 

継続 
■市の公用車の低公害車導入率 

83.7％ 

横須賀市域における温室効果ガスの

排出量を基準年度（1990年度（平成

２年度））に比べて20％削減するこ

とをめざします 

継続 

■令和元年度の市域の温室効果ガス排出量 

約1,801千トン（二酸化炭素換算、以下同じ） 

■基準年度（1990年度（平成２年度））比 

30.0％減（エネルギー転換部門を除いた場合は14.0％減） 

市の事務・事業から排出される温室

効果ガス排出量を基準年度（2008年

度（平成20年度））に比べて５％削

減することをめざします 

継続 

■令和２年度の温室効果ガス排出量 

約59,355トン 

■基準年度（2008年度（平成20年度））比 

9.8％減 

ＥＶ（電気自動車）をはじめとする 

次世代自動車用の充電設備の事業所・

共同住宅等への設置を推進します 

継続 ■民間事業者等への充電器設置費補助（４件、７基） 

市内に生産工場を持つ企業とのタイ

アップにより、ＥＶ（電気自動車）

の導入促進のための先進的施策を進

めていきます 

継続 

■次世代自動車を活用した先進的な取り組みを行う事業者等の

認定 

■日産自動車株式会社との連携協定「横須賀ＥＶ創生project」

に基づき、共同住宅と事業所（通勤車両・事業用車両）の 

ＥＶ充電器設置に向けて重点的にＰＲ 

 

≪令和２年度の主な施策の進捗状況及び今後の予定≫ 

〔温室効果ガスの削減〕 

□市域における温室効果ガス排出量は、国、県等の統計データを基に横須賀市の社会・経済指数等で按分して算定するもの

が多く、翌々年度に把握可能となるため、令和２年度の温室効果ガス削減量は把握できていませんが、令和元年度におけ

る市域の温室効果ガス排出量は約1,801千トンで、基準年度（1990年度（平成２年度））と比較して30.0％の削減となり、既に

指標を達成しています。 

□火力発電所の長期計画停止などによるエネルギー転換部門の減少が全体の温室効果ガスの減少に大きく影響してい

ます。なお、市域の温室効果ガス排出量からエネルギー転換部門を除いた数値は14.0％減となっています。 

□令和２年度の市の事務事業からの温室効果ガス排出量は約59,355トンで基準年度（2008年度（平成20年度））と比較

して9.8％の削減となり、既に指標を達成しています。前年度との比較では約2,578トン、約4.5％の増となりました

が、令和２年３月に新たに稼働した横須賀ごみ処理施設（エコミル）において、梅雨の時期に雨で濡れたごみを燃焼

するためのエネルギー消費に伴う温室効果ガス排出量の増が主な原因となっています。引き続き、環境配慮への取り

組みやＹＥＳ（横須賀市環境マネジメントシステム）の運用を継続・維持するための取り組みを推進します。 

□横須賀市地球温暖化対策地域協議会との協力・連携により、市域での温暖化対策の取り組みを推進（コロナ禍の影響

で一部の事業・活動を中止）したほか、ＹＥＳ（横須賀市環境マネジメントシステム）により市役所の施設・各課で

の省エネルギーの取り組みを推進しました。 
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□調達関係では、「横須賀市グリーン購入基本方針」に基づき、市の公用車に低公害車を導入したほか、物品等のグリ

ーン購入を推進しました。 

□温室効果ガス吸収源としてのみどりの取り組みとして、「公共施設の緑化及びみどりの育成に配慮した維持管理ガイ

ドライン」に基づく緑化推進とともに、開発行為での緑化の指導、地区計画の導入、緑化協定の締結、また、市民に

対しては民有地緑化のための補助金を交付しました。 

□横須賀市では2050年（令和32年度）までに市域の二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「横須賀市ゼロカーボンシティ」

を令和３年１月に宣言し、また、海藻類が吸収する二酸化炭素を排出量と相殺するブルーカーボン事業の検討に着手

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

図２－７ 市域における種類別温室効果ガス排出量の推移 

 

〔気候変動適応策の推進〕 

□平成31年４月に本市の地球温暖化対策実行計画である「低炭素で持続可能なよこすか 戦略プラン」を「地域気候変

動適応計画」としても位置付け、近年課題となっている地球温暖化が要因とされる気温上昇や局地的大雨などの気候

変動に対する適応策を推進しています。 

□降雨時の浸水防止対策として、雨水排水施設の整備、雨水浸透桝の設置指導、透水性舗装の整備を行ったほか、高潮

対策・侵食対策として護岸や離岸堤を整備しています。 

□熱中症やデング熱等の感染症対策については、広報紙やポスターなどによる広報活動や啓発、また、蚊の捕獲による

ウイルス検査の結果などの情報を公開・提供しています。 

□新たな区域指定等による新たな土砂災害ハザードマップ及び洪水ハザードマップを作成・公表・配布しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－８ 横須賀市の平均気温の変化 

気温(℃) 

(年) 
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※各年の年間発生回数を示す（全国のアメダスによる観測値を1300地点あたりに換算した値） 

図２－９ [アメダス]１時間降雨水量50ｍｍ以上の年間発生回数（気象庁ホームページから） 

 

〔都市交通に係る環境負荷の軽減〕 

□電気自動車（ＥＶ）充電器を設置した民間事業者等に設置費を補助（４件、７基）するとともに、家庭用電気自動車

（ＥＶ）を購入した市民に対して奨励金を交付しました（21件）。 

□次世代自動車を活用した先進的な取り組みを行う事業者等の認定（２件）、また、日産自動車株式会社との連携協定

「横須賀ＥＶ創生project」に基づき、共同住宅と事業所（通勤車両用）のＥＶ充電器設置に向けたＰＲを重点的に

行いました。 

□渋滞軽減と円滑な交通流を確保するための路線整備（国道357号、市内環状線など）を進めています。今後も国道357

号等の早期整備の要望活動や道路整備に伴う街路樹の植栽などを進めます。 

 

（２）エネルギー対策の推進 

施策の目標 ： 日常生活、事業活動において、環境にやさしいエネルギー利用を推進します 

 

≪指標の達成・実施状況≫ 

【指 標】 【達成状況】 【令和２年度実施状況】 

省資源・省エネルギーに取り組む家

庭や企業などの増加をはかります 
継続 

■「横須賀市地球温暖化対策地域協議会」のプロジェクトチー

ム事業、節電啓発事業、広報活動への支援（コロナ禍の影響

により一部中止） 

■広報よこすかや市のホームページで節電をはじめ省エネルギ

ーの取り組みなどの情報を提供 

公共施設における再生可能エネルギ

ーの導入を進めます 
継続 

■横須賀ごみ処理施設（エコミル）におけるごみ焼却時に発生

する廃熱により発電した電気の施設内利用及び売電 

■都市公園における太陽光発電設備の設置 

（大津１丁目公園ほか２公園） 

市域における太陽光発電などの再生

可能エネルギーの普及促進をはかり

ます 

継続 

■「横須賀市地球温暖化対策地域協議会」が実施する太陽光発

電システムや各種高効率給湯機などの設備や機器を設置・購

入した市民に対して、市内協力事業者の商品券等と交換でき

るエコポイントを交付する「よこすかエコポイント」事業へ

の支援（申請件数：929件、交付件数：600件） 

 

(年) 
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≪令和２年度の主な施策の進捗状況及び今後の予定≫ 

〔省エネルギー対策〕 

□市民、事業者、団体などで組織する「横須賀市地球温暖化対策地域協議会」の温暖化対策の取り組みや活動の支援（事

務局事務、補助金の支出等）を行いました（コロナ禍の影響により一部中止しました）。 

□夏季や冬季における省エネルギーの取り組みの紹介、クールビズやウォームビズの推奨などにより、省エネルギーの

取り組みを促進しました。 

□電気自動車（ＥＶ）の普及については、家庭用電気自動車を購入した市民へ21件、電気自動車用充給電設備（ＰＣＳ）

を設置した市民へ１件、計22件の奨励金を交付しました。 

□「横須賀市地球温暖化対策地域協議会」が実施する省エネルギー設備・機器を購入した市民に市内協力事業者のポ 

イントを付与する「よこすかエコポイント」事業については929件の申請があり、予定件数を超えたため抽選を実施 

し、600件に対してエコポイントを交付しました。 

 

【参考】太陽光発電システム導入に対する支援 

再生可能エネルギーの１つである太陽光発電システムについては、市域での普及促進のため、2003年度（平成15年

度）から設備導入に対する支援を行っています。その間、社会・経済状況や普及状況などにより支援の制度変更を行っ

てきましたが、2015年度（平成27年度）からは「よこすかエコポイント事業」単独で支援を行っています（図２－10

の注１～注４参照）。なお、「よこすかエコポイント事業」における太陽光発電システムの交付件数は減少傾向にあり、

これは国の再生可能エネルギーの固定価格買取制度（ＦＩＴ）の買取期間終了後に売電ができなくなることや売電単価

が下がりつつあることなどが要因と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）平成23年度までは「戸建住宅用太陽光発電システム」補助分 

注２）平成24年度は「戸建住宅用太陽光発電システム」補助分と「共同住宅太陽光発電システム」設置費補助分 

注３）平成25年度～平成26年度は「よこすかエコポイント」交付分のうち太陽光発電システム交付分と 

「共同住宅太陽光発電システム」設置費補助分 

注４）平成27年度～令和２年度は「よこすかエコポイント」交付分のうち太陽光発電システム交付分 

図２－10 太陽光発電システムの補助・交付対象累積設備容量と補助・交付件数 

 

 

 

補助・交付件数（件） 累積設備容量（kW） 

注1                  注2   注3               注4 

 

(年度) 
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表２－８ よこすかエコポイント対象機種別交付件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）平成26年度～平成28年度は全機種8,000ポイント（8,000円分） 

平成29年度からは①②③は8,000ポイント（8,000円分）、④～⑩は5,000ポイント（5,000円分） 

注）②と④は平成26年度から、⑩は平成28年度から、③及び⑤～⑨は平成29年度から対象機種に追加 

注）⑧は令和２年度から対象外 

 

〔再生可能エネルギーの利用〕 

□公共施設では、これまでウェルシティ市民プラザのコージェネレーション設備稼働による需給電力の削減を進め、令

和２年度は市内公園に太陽光発電時計を設置（大津１丁目公園ほか２園）しました。 

□また、よこすか近代遺産ミュージアム「ティボディエ邸」の高効率給湯器やトップランナー変圧器、横須賀スタジア

ムナイター設備のＬＥＤ照明、大津中学校のインバーター制御エレベータなどを採用しました。 

□令和２年３月から本稼働を開始した横須賀ごみ処理施設「エコミル」では、ごみ焼却時に発生する廃熱により発電し

た電気を施設内で利用するとともに、固定価格買取制度（ＦＩＴ）により余剰電力を売電しています。 

□市施設の屋根を太陽光発電事業者に貸し出し（協定を締結）、民間の太陽光発電事業に協力しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象機種 平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

①太陽光発電システム 109 50 39 33 36 

②家庭用燃料電池システム（エネファーム） 127 112 113 114 119 

③定置用リチウムイオン蓄電システム － 35 56 50 44 

④HEMS 25 32 11 6 6 

⑤電気ヒートポンプ給湯機 － 48 24 18 22 

⑥潜熱回収型ガス給湯機 － 322 351 377 373 

⑦潜熱回収型石油給湯機 － 0 0 1 0 

⑧ガスエンジン給湯機 － 0 0 0 － 

⑨ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 － 1 1 2 0 

⑩電動バイク 2 1 0 0 0 

合計 263 601 595 601 600 
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基本目標 

４ 
循環型社会を形成し、環境負荷が少ないまちの実現をめざします 

 

（１）ごみの減量化・資源化、適正処理の推進 

施策の目標 ： ごみの減量化・資源化、適正処理を推進し、循環型社会を形成します 

 

≪指標の達成・実施状況≫ 

【指 標】 【達成状況】 【令和２年度実施状況】 

ごみの発生抑制などにより排出量の

削減をめざします 
継続 

■ごみの排出量 

125,488トン（前年度比約4.4％減） 

焼却量を2009年度（平成21年度）に

比べ約15％注１削減することをめざし

ます 

継続 
■ごみ焼却量 

85,394トン（基準年度比約18.5％減） 

発生したごみを極力資源化し、資源

化率約42％注１をめざします 
継続 

■資源化率 

33.5％（前年度比2.1ポイント増） 

埋立量を2009年度（平成21年度）に

比べて約60％注１削減することをめざ

します 

継続 
■埋立量 

663トン（基準年度比89.0％減） 

注１ 「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」での「一般廃棄物」の目標値であり、「産業廃棄物」を含みません 

※一般廃棄物（ごみ）処理基本計画は平成29年３月に見直ししましたが、この年次報告書では上記指標に対する実施状況を記載して

います。なお、現在進めている新たな環境基本計画策定の中で、一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に合わせて指標を見直します。 

 

≪令和２年度の主な施策の進捗状況及び今後の予定≫ 

〔ごみの減量化の推進〕 

□「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」に掲げた施策を実施するとともに、「横須賀市三浦市ごみ処理広域化基本計画」

に基づき施設整備を行い、令和２年３月から横須賀ごみ処理施設「エコミル」が本稼働し、三浦市とのごみ処理広域

化を開始しました。 

□ごみの排出量は４分別収集（燃せるごみ、缶・びん・ペットボトル、容器包装プラスチック、不燃ごみ）を開始した

2001年（平成13年）４月から大きく減少し、2020年度（令和２年度）では125,488トンとなっています。 

なお、ごみの分別については、横須賀市ごみ処理施設の本稼働に伴い、令和２年１月から容器包装プラスチック以外

のプラスチックなどを「燃せるごみ」に区分変更しました。  

□市民１人当たりの１日のごみの排出量（集団資源回収を除く）は731ｇで、昨年度より27ｇ、3.6％減少しました。 

□ごみの焼却量は85,394トンで、基準年度比で約18.5％減少し、指標を達成しています。令和２年1月からこれまで 

「不燃ごみ」としていた容器包装プラスチック以外のプラスチック類やゴム類等を「燃せるごみ」として焼却するこ 

ととしたため、これらによる焼却量が増加しましたが、令和２年度は前年度に比べて「ごみの焼却量」全体では減少 

しました。 

□ごみダイエット推進員を対象としたごみ処理施設の見学会及び町内会・自治会を対象としたごみトークはコロナ禍の

影響で中止しました。 

□家庭から排出される生ごみ減量化のため、家庭用生ごみ等減量化処理器を購入した市民に補助金を交付しました（交

付件数：160基） 

□事業系ごみ排出事業者に対して適正排出の指導・啓発を行いました。 
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                   表２－９  １人１日排出量                   単位：ｇ 

※ 住民基本台帳法の改正により、平成24年度以降の人口には外国人住民を含みます 

※ 排出量及び増減量は、端数処理された数値を記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－11 ごみ排出量等の推移 

〔ごみの資源化の推進〕 

□資源化率は2020年度（令和２年度）では33.5％で、全国平均である19.6％（令和元年度）を大きく上回り、県内平均の24.1％ 

（令和元年度）と比べても9.4ポイント高い数値となっていますが、指標を達成できていません。 

□リサイクルプラザでは分別収集した資源ごみを圧縮・梱包し、再資源化を推進しています。なお、コロナ禍の影響によりアイ

クルフェア、再生家具の提供は中止、リサイクル体験教室は実施回数を削減し、施設見学の参加者数も減少しました。 

□市の施設（３か所）に小型充電式電池の回収箱を設置し、広域認定事業者によるリサイクル処理を行っています。 

□町内会・自治会に対しては、集団資源回収での回収量に応じた奨励金を交付しました（実施団体：499団体）。 

□令和元年11月から、事業系剪定枝(枝草)の資源化を開始しました。 

表２－10 資源化率の比較 

 

 

 

 

 

 

 

〔ごみの適正処理の推進〕 

□埋立量は2020年度（令和２年度）では663トンで、基準年度比で89.0％減少し、指標を達成しています。令和２ 

年１月に容器包装プラスチック以外のプラスチックやゴム類等を燃せるごみに変更したことで、埋立量が大幅 

に削減されました。 

□ポイ捨て防止条例、ごみの持ち帰りの徹底、路上禁煙地区について、「広報よこすか」やポスターなどで周知し

ました。 

□産業廃棄物については、排出事業者、処理事業者、処理施設に対する監視・指導を実施しました。 

□不法投棄については、警察との合同パトロール、啓発ポスターやパネル展による周知などを実施しました。今後も

各施策の実施とともに、フェイスブックを利用した清掃ボランティア掲示板を活用した様々な清掃活動情報の発信、

ポイ捨てごみ清掃を企画して参加者を募るなど環境美化運動の輪を広げます。 

年度 

区分 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和２年度前年度比 

増減量 増減割合 

１人１日排出量（ｇ/人・日） 743 742 740 758 731 △27 △3.6％ 

集団資源回収を含む１人１日排出量 896 890 881 895 864 △31 △3.4％ 

            

年度 

 区分 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和２年度前年度比 

増減量 

資 源 化 率 31.9％ 31.8％ 31.4％ 33.5％ 2.1ポイント  

県 内 平 均 24.4％ 24.3％ 24.1％ - - 

全 国 平 均 20.2％ 19.9％ 19.6％ - - 
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基本目標

５ 
市民、事業者、市の協働により、環境的側面、経済的側面、社会的側面の統合をはかります 

 

（１）環境教育・環境学習の推進 

施策の目標 ： 環境教育・環境学習の場を確保し、地球環境、地域環境にやさしい人づくりを進めます 

 

≪指標の達成・実施状況≫ 

【指 標】 【達成状況】 【令和２年度実施状況】 

社会教育分野における環境学習を推

進します 
継続 

■指定管理者やボランティア団体による自然観察会などの開催 

■「横須賀かんきょうフォーラム」の開催（コロナ禍の影響によ

り中止） 

環境教育指導者登録数、派遣回数お

よび受講者の増加をはかります 
継続 

■派遣回数：７回、派遣人数：延べ15人、受講者数：延べ424人 

（コロナ禍の影響により減少） 

環境に関する知識や経験を深める場

や機会を設け人材育成をはかります 
継続 

■市民協働モデル事業「学区の自然を再発見、小学校向け環境

体験事業」（令和元年度協働事業終了）を「学区の自然環境

体験」として事業化 

■市民協働モデル事業「外来生物バスターズモデル事業」によ

る外来生物の駆除活動及び駆除マニュアルの作成 

■本市ホームページ「よこすかの環境教育・環境学習」で環境

教育・環境学習関連情報を紹介 

■地球温暖化、節電・節水、ごみの減量化・資源化について絵

本や手作り紙芝居などを用いて学ぶ「エコ育集会」を保育園

で実施 

■市内小学校を対象とした猿島自然観察会の実施（コロナ禍の

影響により縮小）（令和２年度実施校：１校、４クラス） 

■人材育成講座の開催（コロナ禍の影響により中止） 

環境学習に活用できる教材や情報を

提供します 
継続 

■教育研究所と教育情報センターが連携し、環境教育推進のた

めデータベース活用を推進（インターネット、教育イントラ

ネット上に情報を公開 イントラネット上の情報を整備） 

 

≪令和２年度の主な施策の進捗状況及び今後の予定≫ 

〔環境教育・環境学習の推進のための体制づくり〕 

□太陽光発電等の新エネルギー施設を活用した環境学習、指定管理者やボランティア団体による自然観察会のほか、三

浦半島の自然に関する小学校への出前授業、教職員に対する理科基礎技術講座（４回）などを行いました。 

□国が認定した環境カウンセラー等をはじめ、市民活動団体・市内企業等を環境教育指導者として登録し、指導者によ

る授業を希望する学校に派遣する環境教育指導者等派遣事業を実施しましたが、コロナ禍の影響により派遣回数等は

減少しました（派遣回数：７回、派遣人数：延べ15人、受講者数：延べ424人）。 

□教育研究所と教育情報センターとが連携し、環境情報をデータベース化し、環境教育等に活用しました。 

□環境教育・環境学習の支援として、小学生向け環境学習冊子「よこすかのかんきょう」を希望する学校に配付したほ

か、「よこすかＥＣＯ通信」を学校への配付とともに、市関連施設で配架しました（年４回）。 

□市民協働モデル事業として令和元年度までの３年間で実施した「学区の自然を再発見、小学校向け環境体験事業」を

令和２年度に「学区の自然環境体験」として事業化しました（参加校５校、実施回数19回、受講者数延べ1,024人）。 

□市民協働モデル事業「外来生物バスターズモデル事業」では、外来生物の駆除活動とともにマニュアルを作成しまし

た（駆除活動：18回、駆除マニュアル10種類）。 
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□市のホームページ「よこすかの環境教育・環境学習」では環境教育・環境学習関連情報、「よこすかの環境保全活動」

では市民団体等の環境活動を紹介しています。 

□人材育成講座として、市内環境活動者向け講座及び教員向け講座を開催する予定でしたが、コロナ禍の影響により中

止しました。 

 

〔環境教育・環境学習の機会の充実〕 

□絵本や手作り紙芝居などを使って地球温暖化、節電・節水、ごみの減量化・資源化を学ぶ「エコ育集会」を保育園で 

実施しました。 

□小学校を対象とした猿島自然観察会を実施しましたが、コロナ禍の影響により例年よりも実施回数等が減少しました。

また、自然・人文博物館での自然観察会や夏休み企画は縮小して実施しました。 

□市民を対象とした「横須賀かんきょうフォーラム」や「環境月間イベント」はコロナ禍の影響で中止しましたが、コ

ミュニティセンターでの環境教育講座などは実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－12 環境教育指導者登録数及び指導者の派遣回数 
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（２）経済・社会活動との調和 

施策の目標 ： 環境と経済の好循環をはかり、社会的な側面との統合をめざします 

 

≪指標の達成・実施状況≫ 

【指 標】 【達成状況】 【令和２年度実施状況】 

環境ナビゲーションシステムの活用

による環境配慮を推進します 
継続 

■環境ナビゲーションシステムを開発事業者等に配付し、環境

配慮の実践を促進（大規模開発がなかったためＣＤ－ＲＯＭ

配付の実績なし） 

市民・事業者の環境活動の取り組み

を推進・支援します 
継続 

■中小企業者又は個人事業主に対する横須賀市ＩＳＯ等認証取

得促進補助事業 

■河川や沿岸海域等の水質浄化を推進している「横須賀市地域

水質保全協議会」への補助金の交付 

■市民協働モデル事業「外来生物バスターズモデル事業」によ

る外来生物の駆除活動及び駆除マニュアルの作成 

市の公共事業において、率先して環

境への配慮を実践します 
継続 

■国際式典でのフェアトレードコーヒーの提供（コロナ禍の影

響により中止） 

■ボランティアによる花いっぱい推進事業 

市内に生産工場を持つ企業とのタイ

アップにより、ＥＶ（電気自動車）

の導入促進のための先進的施策を進

めていきます 

継続 

■次世代自動車を活用した先進的な取り組みを行う事業者等を

認定 

■日産自動車株式会社との連携協定「横須賀ＥＶ創生project」

に基づき、共同住宅と事業所（通勤車両用）のＥＶ充電器設

置に向けて重点的にＰＲ 

商店街における環境配慮の取り組み

を推進します 
継続 

■商店街共同施設整備・補修・撤去事業補助として街路灯照明

46基を省エネ電灯（ＬＥＤ）に交換 

 

≪令和２年度の主な施策の進捗状況及び今後の予定≫ 

〔環境と調和した経済活動の推進〕 

□大規模開発事業者との協議の際に、環境ナビゲーションシステムを開発事業者等に配付し、環境配慮の実践を促進し

ています（大規模開発がなかったためＣＤ－ＲＯＭ配付の実績なし）。 

□商店街への省エネルギー設備導入については、街路灯照明を省エネ電灯（ＬＥＤ）に交換しました（46基）。 

□事業者に対する電気自動車（ＥＶ）購入（補助件数：４件、４台）や充電器設置（４件、７基）の補助を行いました。

また、中小企業者又は個人事業主に対する横須賀市ＩＳＯ等認証取得促進補助事業（補助件数：２件）、次世代自動車を活

用した先進的な取り組みを行う事業者の認定（２件）などを行いました。今後も環境配慮に取り組む市民、事業者への支援

策や経済的な活動の支援を行います。 

 

〔環境と調和した社会活動の推進〕 

□河川や沿岸海域等の水質浄化を推進している「横須賀市地域水質保全協議会」への補助金の交付と水質環境調査への

参加、公益財団法人かながわ海岸美化財団と連携した海岸清掃などを実施したほか、市役所前公園花壇及び追浜地

区・久里浜地区でのボランティアによる「花いっぱい事業」を推進しました。 

□市民団体や学校等の環境活動を表彰する「横須賀いいね★エコ活動賞」を実施しました。なお、市内の小中学生から

環境ポスターを募集して市内企業の協賛を受けて実施する「環境ポスターコンクール」はコロナ禍の影響により中止

しました。 

□国際式典でのフェアトレードコーヒーの提供は、コロナ禍の影響により式典を中止しました。 
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３ リーディングプロジェクトの進捗状況 

 

（１）よこすか里山的環境保全・再生プロジェクト 

 

 

 

本市におけるみどりの保全・再生と市民協働が一体となったモデル事業を進めるための、「里山的環境の保全・再生」

を軸とした施策を展開するプロジェクトです。 

短期的な取り組みでは、代表的な里山的環境としてモデル地区を選定し、維持管理・活用のできる場を確保・再生し、

土地所有者（樹林地、田畑など）や市民、ＮＰＯ法人、学校、事業者、市（行政）など多様な主体の参画により維持管

理体制の構築や手法の検討を行います。また、参画した学校や企業による環境教育への活用など地域活性効果のある取

り組みについても検討します。 

中・長期的には、上記のモデル事業での実績を踏まえ、本市の里山的環境の保全・再生のため、維持管理の具体的手

法や留意事項、活用メニュー、流域ごとの特性を踏まえた取り組みなどを検討し、他地域へ発展していくことを目指し

ます。 

 

 

 

本プロジェクトの推進にあたり、このモデル事業では、市民、事業者、市の連携によって地域主導で水田や雑木林な

どの手入れを継続的に行うことで、里山的な環境や風景を残すとともに、人々が身近な自然とふれあうなど多様な体験

の場として活用することを目的としています。 

これまでにモデル事業実施地区として野比地区と長坂地区の２か所を選定し、モデル地区での活動や運営のため、里

山活動連絡会（野比・長坂）を開催したほか、横須賀市里山活動推進協議会を設立しました。 

令和２年度は、長坂地区での小学校５年生を対象とした田んぼ学校プログラムを実施しました。 

また、長坂地区では市民等の参加イベントとして、自然体験会、自然観察会、収穫祭などのほか、里山活動の担い手

育成のための里山ボランティア育成講習会を実施しました（野比モデル地区での活動は令和元年度で終了しました）。 

このほか、野比かがみ田谷戸の市有地の一部で環境再生整備を継続しました。 

令和３年度も里山再生活動の継続とともに、市民が参 

加したくなるようなイベント（自然体験会など）や里山 

ボランティア育成講習会を開催します。 

また、野比かがみ田谷戸では、環境再生を継続して行 

うとともに、公開手法の一つである自然観察会を開催す 

るなど、市民がふれあえる身近な自然環境の場として活 

用していきます。 

プロジェクトの概要 

図３－１ 保全・再生された里山的環境のイメージ 

令和２年度の進捗状況と今後の予定 
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（２） よこすか海辺環境保全・再生プロジェクト 

 

 

 

本市における海辺環境の保全・再生と市民協働が一体となったモデル事業を進めるためのプロジェクトです。 

具体的には、先導的に取り組みが必要な地域を東京湾内湾とし、市、市民、ＮＰＯ法人、事業者などとの協働により、

海辺の保全・再生及び利活用について計画を立案するとともに、各主体の役割分担を明確にします。 

こうした計画に基づいた施策の展開に当たっては、まず、海岸の侵食対策、合流式下水道の改善、海浜地の清掃など

を中心に取り組みを進め、更には、砂浜再生のための各種施策や下水の高度処理導入の準備を進めることで、干潟や藻

場などの浅海域の保全・再生を推進し、海の自浄能力を高めることを目指します。 

また、海辺に関するイベントの開催や環境教育・環境学習としての活用を図り、観光客も含めた交流人口増加や美化

活動など、ふれあいの場の創出を推進します。 

 

 

 

砂浜再生のための追浜地区での浅海域の整備は、平成 

30年度に完了しました。 

令和２年度は、本プロジェクトに関連する主な施策と 

して、海岸の侵食対策や高潮対策事業の推進、自然観察 

会の開催、海浜の美化活動などを実施しました。 

 令和３年度も引き続き、これらの事業を推進します。 

また、追浜地区の浅海域については、現在、経過観察 

を行いながら、今後の利活用に向けての検討を進めてい 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロジェクトの概要 

令和２年度の進捗状況と今後の予定 

図３－２ 保全・再生された海辺環境のイメージ 
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（３） 経済と環境の好循環プロジェクト 

 

 

 

経済と環境が持続的に向上する「持続可能なまち」の実現を目指し、地球温暖化対策や資源循環の推進と市民協働が

一体となったモデル事業を進めるため、「地域版ポイント制度」のような「楽しみ（経済的なメリットなど）」を軸とし

た施策を展開するプロジェクトです。 

具体的には、低炭素化（高効率照明や機器の導入など）やグリーン化（緑化など）などに取り組む商店街を支援しま

す。また、最寄りの公共交通機関から商店街や観光施設などへのアクセス性を二酸化炭素の排出量に配慮したシェアサ

イクル事業や電気自動車（ＥＶ）の充電ステーションの整備などを進めます。 

こうした個々の取り組みは単独でも効果がありますが、更に取り組みを地域全体の活性化に繋げるため、「地域版ポ

イント制度」のような、取り組みによりメリットをもたらし、楽しんで環境施策に取り組むことができるような制度を

検討・実施します。 

 

 

 

本プロジェクトは「低炭素で持続可能なよこすか 戦略プラン（2011～2021）」における重点プロジェクトである「経

済活動と環境活動の連携による地域活性化プロジェクト」と関連したプロジェクトです。 

本市が支援する横須賀市地球温暖化対策地域協議会が実施する「よこすかエコポイント事業」では、太陽光発電シス

テム、家庭用燃料電池システム、定置用リチウムイオン蓄電システム、ＨＥＭＳ、各種高効率給湯機、電動バイクのい

ずれかを設置・購入した市民に対して、市内協力事業者の商品券等と交換できるエコポイントを交付しています。令和

２年度は応募件数が当初予定数を超えたため抽選を行い、600件に対してエコポイントを交付しました。 

また、平成30年２月から市民や観光客等の周遊性向上を図る 

ために開始したハローサイクリング（シェアサイクル事業）は、

相互乗り捨て可能で、令和２年度はヴェルニー公園などのステ

ーションを６か所から11か所に増設し、延べ1,836台の利用が 

ありました。 

商店街に対する支援としては、商店街共同施設整備・補修・

撤去事業補助として街路灯照明46基を省エネ電灯（ＬＥＤ） 

に交換しました。 

電気自動車（ＥＶ）の普及については、家庭用電気自動車及

び住宅への電気自動車充給電設備（ＰＣＳ）導入者に対して奨

励金を交付（ＥＶ：21件、ＰＣＳ：１件）するとともに、民間

事業者と共同住宅における充電設備及び事業用ＥＶの購入に対

する補助（充電設備は４件７基、ＥＶは４件４台）を行いまし

た。 

令和３年度も引き続き、横須賀市地球温暖化対策地域協議会

を通じて、環境にやさしい再生可能エネルギーの導入促進や省

エネルギーへの意識向上を目的として、太陽光発電システムや

省エネ設備・機器などを設置・購入した市民を対象に「よこす 

かエコポイント」事業を支援します。 

 

プロジェクトの概要 

令和２年度の進捗状況と今後の予定 

図３－３ 経済と環境の好循環の推進イメージ 
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4 各分野別計画について 

 

４－１ 横須賀市みどりの基本計画について 

（１）計画の概要 

「都市緑地法」第４条及び「みどりの基本条例」第９条に基づく緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する基本計

画であり、「みどりの保全」、「緑化の推進」、「都市公園の整備」に関する施策を総合的に実施するため、その目標と

目標実現のための施策などを明らかにし、効果的、効率的にみどりを保全・創出することを目的としています。 

なお、令和２年度から３年度にかけて計画の見直しを行っています。 

（２）計画の目標等 

①基本理念：人と自然が共生し、「みどりに親しめるまち横須賀」を育み、未来へ引き継ぐ 

②みどりの将来像：多様なみどりが身近に存在し、それらがネットワークされた「みどりの中の都市」 

③みどりの将来像の実現に向けた目標：みんなの力で「みどりの量を維持・向上させるとともに質を高めます」 

（３）環境基本計画との主な関連事業 

  □みどりの基本条例に規定した制度（みどりの寄附制度、市街化区域内における樹林地の保全支援制度、自然林保

全制度、市民緑地制度、民有地緑化支援制度）の運用 

□近郊緑地特別保全地区、保安林など法令等により保全された地区や天然記念物及びビオトープなどの「みどり」

は適切な措置による現状維持 

□ふるさと納税などの寄附のほか、みどりのよこすかチャリティークリック（協賛企業４社）による土地の買い取

りのための「みどりの基金」事業の運用 

□公園リニューアル事業及び長寿命化対策として老朽化した遊具のリニューアル（整備） 

□「公共施設の緑化及びみどりの育成に配慮した維持管理ガイドライン」の適正な運用 

□緑化推進のための緑地協定や市役所前公園花壇及び地域の花いっぱい推進事業など 

 

４－２ 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画について 

（１）計画の概要 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条に基づき、長期的視点に立った本市の一般廃棄物の処理の基本方針

となる計画であり、「一般廃棄物の発生量および処分量の見込み」、「一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する

事項」、「分別して収集するものとした一般廃棄物の種類および分別の区分」、「一般廃棄物の適正な処理およびこれを

実施する者に関する基本的事項」などを定めた計画です（平成29年３月に計画見直し）。 

なお、令和４年度からの新たな「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を策定中です。  

（２）計画の目標等 

①基本理念は：未来へつなぐ“循環型都市よこすか”の創造 

②５つの基本方針：「発生抑制（リデュース）」、「再使用（リユース）」、「再生利用（リサイクル）」、「熱回収（サー 

マルリサイクル）」、「適正処分」 

③計画の目標：表４－１のとおり 

（３）環境基本計画との主な関連事業 

  □「家庭用生ごみ等減量化処理機購入補助」などのごみの減量化施策や「集団資源回収の促進」、「使用済小型家電

の回収」などのごみの資源化施策 

□令和２年３月から本稼働した横須賀ごみ処理施設「エコミル」等におけるごみの適正処理の推進及び三浦市との

ごみ処理広域化の開始 

□リサイクルプラザでの分別収集した資源ごみの圧縮・梱包による再資源化の推進 

□小型充電式電池の回収箱を設置し、広域認定事業者によるリサイクル処理 
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表４－１ ごみの発生・排出量及び処理・資源化量の目標（平成29年３月見直し）と実績 

       年度 

区分 

平成27年度実績 

（基準年度） 

令和３年度目標値 

（平成29年３月見直し） 
令和２年度実績 

発生・排出量 

（うち集団資源回収） 

138,355t 

(24,262t) 

123,000t 

(23,000t) 

125,488t 

(19,347t) 

焼却量 93,409t 82,400t 85,394t 

埋立量 5,352t 1,700t 663t 

資源化量 45,197t 44,000t 42,056t 

資源化率 32.7％ 36％ 33.5％ 

１人１日排出量 

（集団資源回収除く） 
750g 695g 731g 

※環境基本計画での指標は、次期環境基本計画策定時に一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に合わせて見直します 

                 表４－２ ごみ等の種類別排出量           単位：トン 

        年度 

  区分 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和２年度前年度比 

増 減 増減割合 

燃せるごみ 89,399 88,469 87,213 88,862 84,395 △4,467 △5.0％ 

不燃ごみ 5,090 5,105 5,034 4,449 1,292 △3,157 △71.0％ 

資源ごみ※ 14,462 14,390 14,270 14,053 16,035 1,982 14.1％ 

 

缶・びん・ペットボトル 6,621 6,522 6,311 6,171 6,304 133 2.2％ 

容器包装プラスチック 7,724 7,746 7,835 7,747 7,268 △479 △6.2％ 

枝草・乾電池等 110 111 115 122 2,449 2,327 1,907.4％ 

その他 7 1 9 13 14 1 7.7％ 

粗大ごみ 2,900 2,986 3,140 3,829 4,419 590 15.4％ 

小    計 111,851 110,950 109,657 111,193 106,141 △5,052 △4.5％ 

集団資源回収 23,029 22,091 20,881 20,106 19,347 △759 △3.8％ 

合    計 134,880 133,041 130,538 131,299 125,488 △5,811 △4.4％ 

※資源ごみの缶は缶や金属素材、びんはガラス製品、ペットボトルはプラスチック原料等、容器包装プラスチックは 

化学原料等、紙類は再生紙に再利用されています 

                 表４－３  収集等形態別排出量            単位：トン 

         年度 

  区分 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和２年度前年度比 

増 減 増減割合 

定日収集 81,214 80,196 78,663 79,641 80,120 479 0.6％ 

 

燃せるごみ 62,004 61,084 59,769 61,557 65,305 3,748 6.1％ 

不燃ごみ 4,870 4,852 4,755 4,176 1,246 △2,930 △70.2％ 

缶・びん・ペットボトル 6,617 6,516 6,305 6,165 6,302 137 2.2％ 

容器包装プラスチック 7,723 7,744 7,834 7,743 7,267 △476 △6.1％ 

許可収集 20,435 20,443 20,611 20,192 18,007 △2,185 △10.8％ 

乾電池等収集 110 111 115 122 157 35 28.7％ 

粗大ごみ等収集 982 969 976 1,124 1,255 131 11.7％ 

臨時収集 799 817 816 904 616 △288 △31.9％ 

直接搬入 8,311 8,414 8,476 9,210 5,986 △3,224 △35.0％ 

小    計 111,851 110,950 109,657 111,193 106,141 △5,052 △4.5％ 

集団資源回収 23,029 22,091 20,881 20,106 19,347 △759 △3.8％ 

合    計 134,880 133,041 130,538 131,299 125,488 △5,811 △4.4％ 
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４－３ 生活排水処理基本計画について 

（１）計画の概要 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条に基づき、公共用水域の水質の改善を目標に、市民に対する啓発、

生活排水処理施設の整備の推進など、本市の生活排水処理の全般的な対策について策定する計画です。 

なお、令和４年度からの新たな「生活排水処理基本計画」を策定中です。 

（２）計画の目標等 

①基本理念：未来へつなぐ“きれいな水環境のまち”の創造 

②生活排水処理の基本方針： 

ア 生活排水の処理は下水道を基本とし、下水道事業計画区域外においては合併処理浄化槽とします。 

イ 下水道処理開始区域内における未接続家屋を対象に下水道に接続するよう啓発、指導します。 

ウ 下水道事業計画区域外及び下水道事業計画区域内であっても当分の間下水道の整備が見込めない地域 

の単独処理浄化槽およびし尿くみ取り便槽の使用者に対して、合併処理浄化槽へ転換するよう啓発、 

指導します。 

③生活排水処理率の目標は97％としています。 

（３）環境基本計画との主な関連事業 

□下水道事業計画区域における整備・普及を促進し、下水道未接続家屋の所有者への個別訪問などにより指導・啓 

発を行い、令和２年度末現在、汚水処理人口普及率は98.7％、公共下水道へ接続した水洗化人口率は96.2％ 

□合併処理浄化槽の普及については、啓発、指導のほか設置者に対する補助制度により生活排水処理率は95.3％ 

表４－４ 年度別公共下水道整備状況 

年度 
行政面積 

（ha） 

行政人口 

Ａ(千人) 

市街化面積 

Ｂ(ha) 

処理人口 

Ｃ(千人) 

処理面積 

Ｄ(ha) 

普及率※ 

Ｃ/Ａ(%) 

平成30年度 10,082 402.2 6.627 393.3 5,860 97.8 

令和元年度 10,082 398.5 6.627 389.8 5,860 97.8 

令和２年度 10,082 394.5 6.627 386.3 5,887 97.9 

※行政人口（A）及び処理人口（C）を端数処理しているため計算結果に誤差があります（資料：上下水道局） 

表４－５ 年度別浄化槽設置状況             単位：基 

年度 
   人槽 

型式 
5～10 11～20 21～50 51～100 

101～

200 

201～

300 

301～

500 

501～

1,000 

1,001 

以上 
合計 

平成 

30年度 

単独処理 4,669 319 322 52 24 4 4 0 0 5,394 

合併処理 993 23 37 12 12 4 4 4 4 1,093 

計 5,662 342 359 64 36 8 8 4 4 6,487 

令和 

元年度 

単独処理 4,618 316 319 51 24 4 4 0 0 5,336 

合併処理 1,009 23 39 11 11 4 4 3 4 1,108 

計 5,627 339 358 62 35 8 8 3 4 6,444 

令和 

２年度 

単独処理 4,565 309 317 51 24 4 4 0 0 5,274 

合併処理 1,038 23 39 12 12 4 4 3 4 1,139 

計 5,603 332 356 63 36 8 8 3 4 6,413 

表４－６ し尿・浄化槽汚泥収集量実績 

区 分 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

し 尿 世 帯 数           （世帯） 403 373 356 

浄 化 槽 基 数           （ 基 ） 6,487 6,444 6,413 

収    集    量 （ kL ） 13,181 12,910 12,649 

 し尿 2,004 2,074 1,815 

 浄化槽汚泥 11,177 10,836 10,834 
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４－４ 横須賀港港湾環境計画について 

（１）計画の概要 

本計画及び横須賀港港湾計画（「港湾法」第３条の３に基づき、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する

地域の保全に関する事項を定めた計画。以下、「港湾計画」という。）の分野別計画として、横須賀港沿岸域の環境の

あり方と実施していく施策や取り組みについて、市民との協働により策定した計画です。横須賀港沿岸域の利用と環

境の調和を図り海の魅力を向上させるとともに、貴重な自然を未来に引継ぎ、東京湾の再生に寄与することを目指し

ています。 

また、港湾計画における主要な方針である「環境施策の充実と推進」を補完する実践的・具体的な行動計画を備え

た体系としています。 

（２）計画の目標等 

①基本理念：市民との協働による「エコタウンポート」の形成 

②５つの基本方針：「市民協働による推進」、「利用と環境の調和」、「快適な生活環境の形成」、「海の環境再生」、「活 

力あるまちの創造」 

③５つの「基本目標」と16の「推進施策」： 

横須賀港港湾環境計画では、横須賀港を３つのエリア（再生、活生、共生）に区分し、それぞれの地域の環境特

性を生かした基本方針を設定したうえで、様々な施策や取り組みを推進していくこととしています。「基本理念」、

「基本方針」「エリアの考え方」からなる「基本構想」を実現させるため、「基本理念」や「基本方針」に基づいた

施策や取り組みを「行動計画」と位置付け、それを進めるに当たっては、「できることを、できることから、継続

して」を基本的な考え方としています。 

この基本的な考え方を踏まえた上で、横須賀港を13の地区に区分し、地区ごとの地域特性により横須賀港全体で

の取り組みを推進するための「基本目標」を定め、本計画全体の「基本方針」及び行動計画における「基本目標」

に基づき、目標の達成に向けて推進していくべき施策や取り組みを「推進施策」として位置付けています。 

 

図４－１ 計画の体系図 

◆５つの「基本目標」 

ア 多様な主体（市民、市民活動団体、学校等）との協働による取り組みを進めます 

イ 市民等が海を身近に感じ、海に親しめる機会を創出します 

ウ 市民が安心して暮らせるまち、市民が憩える水辺空間を創出します 

エ 水質・底質及び生物多様性・生態系の保全・再生を進めます 

オ 横須賀の資源（景観・歴史、ブランドなど）を活かした海の魅力の発信を進めます 

 

（３）環境基本計画との主な関連事業 

□横須賀港浅海域保全・再生事業については、追浜地区で整備した浅海域の整備後の経過観察を市民団体等の協力

を得ながら実施（四季に１回）し、利活用に向けた検討を推進 

□「横須賀港港湾環境計画」に基づき、長期的かつ総合的な視点から東京湾の貴重な自然環境の適切な管理・保全

とともに、市民が海にふれあえる場の創出を推進 
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４－５  低炭素で持続可能なよこすか 戦略プラン（2011～2021）について 

（１）計画の概要 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条第１項に基づき、市の事務・事業に関し、温室効果ガス排出量の削

減などの措置（市役所事務事業編）を定めるとともに、市域の自然的・社会的条件に応じた温室効果ガス排出抑制な

どを行うための施策に関する事項（市域施策編）を定めた計画です。 

なお、平成31年４月には気候変動適応法に基づく地域気候変動適応計画としても位置付けました。 

（２）市域施策編の基本的事項 

①温室効果ガスの削減目標： 

市域における温室効果ガス排出量を令和３年度 

（2021年度）に基準年度（平成２年度（1990年度）） 

比で20％削減（令和元年度の温室効果ガス排出 

量は1,776千トンで基準年度比31.0％削減） 

  ②計画の体系：右図（図４－２のとおり） 

（３）市役所事務事業編の基本的事項 

  ①温室効果ガスの削減目標 

市の事務・事業から排出される温室効果ガス排 

 出量を令和３年度に基準年度（2008年度（平成 

20年度））比で５％削減（令和２年度の温室効 

果ガス排出量は59,355トンで基準年度比9.8％ 

削減） 

  ②計画の体系（５つの施策の方針） 

ア 再生可能エネルギーの導入・省エネルギーの推進 

イ 低炭素型都市の構築 

ウ 循環型都市の形成 

エ 地球温暖化適応型都市の構築 

オ 市民・事業者・行政が連携して取り組める環境の醸成 

（４）環境基本計画との主な関連事業 

①市域施策編について                     

□横須賀市地球温暖化対策地域協議会との連携（よこすかエコポイント事業、よこすか節電チャレンジ、ワット

モニター・省エネナビ貸し出しなど節電・温暖化対策の普及啓発事業、協議会ニュースの発行など広報事業） 

□市民・民間事業者に対する電気自動車（ＥＶ）購入及びＥＶ用充給電設備（ＰＣＳ）等設置の奨励金・補助金 

□「よこすかエコポイント事業」は当初予定数を超える929件の申請があったため抽選を行い、600件に対して  

エコポイントを交付しました。 

※市域における温室効果ガス排出量は、国、県等の統計データを基に本市の社会・経済指数等で按分して算定す

るものが多く、翌々年度に把握可能となります。 

②市役所事務事業編について 

 □ＹＥＳ（横須賀市環境マネジメントシステム）による市役所の施設・各課での省エネルギーの取り組みの推進 

図４－２ 市域施策編の施策体系 
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４－６ 横須賀市環境教育・環境学習マスタープランについて 

（１）計画の概要 

「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律（現行法：環境教育等による環境保全の取組の

促進に関する法律）」第８条に基づき、「持続可能な社会づくり」を目指して、市民、事業者、市などが各主体の役割

に応じた環境教育・環境学習を連携・協働しながら推進し、その活動を実践・促進することを目的として策定した計

画です。 

（２）計画の目標等 

①基本目標 

環境教育・環境学習の場を確保し、地球環境、地域環境にやさしい人づくりを進めます 

②４つの基本方針 

ア 環境に興味・関心を持ち、自らが行動する「人づくり」を進めます 

イ あらゆる人が参加・利用できる「機会づくり・場づくり」を進めます 

ウ 環境を知ることのできる「情報提供・普及啓発」を進めます 

エ 実践するための各主体間の「連携・協働」を進めます 

（３）環境基本計画との主な関連事業 

□「人づくり」では「環境教育指導者等の派遣」事業 

□「機会づくり・場づくり」では「横須賀いいね★エコ活動賞」や「環境体験事業」の実施、コミュニティセンタ 

ーや博物館、生涯学習センターの市民大学等での環境関連講座の開催 

□「情報提供・普及啓発」では「ホームページによる環境学習プログラム」公開、「よこすかＥＣＯ通信」の発行 

□「連携・協働」では「環境教育・環境学習ネットワーク会議」開催、市民協働モデル事業「学区の自然を再発見、 

小学校向けの環境体験事業」の事業化のほか「外来生物バスターズモデル事業」の実施 
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5 地域別計画の進捗状況 

 

本計画では、各地域における特性や課題に対応する 

ため、市域を４つの地域（北、東、南、西）に区分し、 

それぞれの特性や課題などを整理し、重点的に取り組 

むべき課題と施策の項目を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－１ 北地域（追浜、田浦行政センター地区） 

（１）北地域特有の環境に関する現状 

東側（東京湾側）は広大な埋立地を中心とした工業地帯が広がり、西側には谷戸や斜面緑地が多く存在しますが、

平成27年度に実施した緑被率調査では、本地域の緑被率は48.8％であり、市域の中でも緑の少ない地域となっていま

す（全市域では54.5％）。また、熱帯夜における平均気温が市域の中でも比較的高く、ヒートアイランド化が進んで

いる状況にあります。 

交通の状況としては、三浦半島と横浜方面を連絡する交通が国道16号に集中し、通過交通と生活交通の混在による

交通渋滞や安全確保が問題となっています。 

こうした状況から、谷戸地域における自然災害への対応やヒートアイランド対策としての緑化の推進、交通流の改

善などの取り組みが必要とされています。 

（２）北地域における主な施策の実施状況 

令和２年度は、自然災害に関する施策として、 

急傾斜地崩壊対策工事を５件実施しました。 

追浜中学校前及び夏島貝塚通りで地域の花いっ 

ぱい推進事業を実施し、緑化の推進を図りました。   

水辺環境の保全と創出について、追浜地区で整  

備した浅海域は、現在、経過観察を行いながら、

今後の利活用についての検討を進めています。 

交通流の改善としては、広域連絡機能を強化し、 

都市の活力を維持発展させるため、都市間・地域

間相互を連絡する国道357号（八景島～夏島）の

工事を着工するとともに、夏島以南の延伸ルート

案の検討を行いました。 

また、公園の維持補修において、横須賀スタジ 

アムの老朽化したナイター照明のＬＥＤ化を行い 

ました。 

 

 

 

 

 

 

図５－１ 地域区分図 

図５－２ 北地域の概要 
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５－２ 東地域（本庁及び逸見、衣笠、大津行政センター地区） 

（１）東地域特有の環境に関する現状 

本市の中で最も人口が多い地域であり、本庁地区を中心として商業の中心地域です。また、主に東京湾側に市街地

が形成され、中心市街地をはじめ丘陵上部、海岸部、谷戸部など広範囲に住宅が形成されている一方で、汐入町や富

士見町などの地域では本市特有の景観を作り出している斜面緑地や谷戸が多く存在します。 

海岸線を見ると人工海岸が主ですが、走水などには自然海岸が残され、また、東京湾側の沖合には自然島である猿

島があります。 

北地域と同様、自然災害への対応のほか、市街地における緑化の推進、海とのふれあいの場の創出などの取り組み

のほか、人口・商業が集中していることから、まちの美化に関する取り組みも求められています。 

（２）東地域における主な施策の実施状況 

令和２年度は、自然災害に関する施策として、 

急傾斜地崩壊対策工事を22件のほか、大津海岸で 

高潮対策事業などを実施しました。 

市役所前公園花壇花いっぱい推進事業において、 

花のボランティアが花壇に花苗を植え付けて維持 

管理する活動を行い、緑化の推進を図りました。 

公園リニューアル事業として、５公園において 

遊具を設置したほか、３公園に太陽光発電時計を 

設置しました。 

生物多様性や自然環境に関する施策として、猿 

島公園でエコツアーや小学校を対象とした体験型 

環境学習の「猿島自然観察会」を実施しました。 

                                    

５－３ 南地域（浦賀、久里浜、北下浦行政センター地区） 

（１）南地域特有の環境に関する現状 

自然の丘陵と海岸線が残る観音崎や武山周辺の丘陵など自然環境がゆたかな地域ですが、一部の海岸では砂浜の侵

食が進み、岩盤や護岸の基礎が露出している地域も見られます。また、野比の海辺にはイソギク、ハマボッス、テリ

ハノイバラなどが自生し、渓流にはホタル、トウキョウサンショウウオなどの多様な生物が確認されています。 

その他、本地域の特徴として、浦賀周辺に歴史的・文化的遺産が数多く残された地域ですが、海岸の保全や生物多

様性に関する施策、歴史的・文化的遺産の活用などに関する施策が必要となっています。 

（２）南地域における主な施策の実施状況 

令和２年度は、自然災害に関する施策として、急傾斜地崩壊対策工事を14件、海岸の保全に関する施策として、野 

比海岸、北下浦海岸で侵食対策事業を実施したほか、観音崎や久里浜海岸などで海浜の美化活動を推進しました。 

生物多様性に関する施策として、エコツアーフィ 

ールド（観音崎、走水低砲台跡）において、エコツ 

アーを実施し、里山的環境保全・活用事業について 

は、野比かがみ田谷戸（野比５丁目）の市有地の一 

部で環境再生整備を継続しました。 

公園リニューアル事業として、３公園に遊具を設 

置し、また、久里浜１丁目公園、久里浜１丁目第２ 

公園の整備に向け、設計業務を行うとともに、一部 

工事に着手しました。 

久里浜雨水バイパス沿い、神明小学校前などにお 

いて、地域の花いっぱい推進事業を実施し、緑化の 

推進を図りました。 

 

図５－３ 東地域の概要 

図５－４ 南地域の概要 
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５－４ 西地域（西行政センター地区） 

（１）西地域特有の環境に関する現状 

大楠山・武山を峰にして展開される丘陵地からなる地形であり、西側は相模湾に面しています。平成27年度に実施

した緑被率調査では、全市域の緑被率54.5％のうち西地域は72.7％であり、最もみどりゆたかな地域です。 

また、河川では松越川、竹川、前田川などを有し、海岸線では長者ヶ崎から佐島にかけて砂浜が続き、笠島、天神

島、荒崎海岸には岩礁が残されていることから、こうした自然ゆたかな環境を保全することが最も重要な課題となっ

ています。 

（２）西地域における主な施策の実施状況 

令和２年度は、自然災害に関する施策として急傾斜地崩壊対策工事を１件のほか、みどりの保全に関する施策とし

て、近郊緑地特別保全地区における土地利用行為の制限や三浦半島国営公園の誘致活動などを実施しました。 

生物多様性に関する施策では、天神島臨海自然教育園の管理・運営事業において、自然観察会及び天神島ガイドツ

アーなどを実施しました。 

里山的環境保全・活用事業については、長坂地区（長坂５丁目）で小学校５年生を対象とした田んぼ学校プログラ

ムを実施し、市民等が参加できるイベントとして自然体験会や自然観察会、収穫祭などを開催しました。また、里山

活動の担い手育成のための里山ボランティア育成講習会を実施しました。 

市内の４つのエコツアーフィールドのうち、西地域にある大楠・西海岸、長井・荒崎では、コロナ禍の影響により

エコツアーは中止しました。 

公園リニューアル事業として、２公園に遊具を設 

置しました。 

長井海の手公園隣接地活用事業における官民連携に 

よる整備及び管理運営について、Ｐａｒｋ-ＰＦＩや指 

定管理者制度などを組み合わせた手法を導入し、事業 

者の公募・選定を行い、市と共同事業体（全９社）は 

基本協定を締結しました。 

交通流の改善としては、三浦半島中央道路の早期整 

備のための要望活動を実施したほか、国土交通省から 

連結許可を受け、横浜横須賀道路と市道坂本芦名線を 

接続する「（仮称）横須賀ＰＡスマートインターチェ 

ンジ」の整備を進めています。 

今後、西地区における防災、観光、産業の振興に寄 

与することが期待されます。 

 

図５－５ 西地域の概要 
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6 環境像の達成に向けて 

 

令和２年度の指標の達成状況、施策の実施状況を踏まえ、目標年度に向けた展望を以下に示します。 

 

 

【みどりの保全・創出と活用】 

都市公園の面積は571.6haで、既に目標値（460.7ha）を達成しています（要因は近郊緑地特別保全地区における土地

の買い取りなどによる都市林の増加が主なもの）が、今後も適切な維持管理とともに、自然環境のふれあいの場として

の公園整備を進めることが重要です。野比かがみ田谷戸（野比５丁目）の市有地の一部では、里山的環境の再生・活用

や生物多様性を確保するとともに、人々が身近な自然にふれあえる場と機会を創出します。 

なお、「みどりの基本条例」に基づく制度は、「横須賀市みどりの基本計画」と連携しながら着実に運用します。 

【水辺環境の保全・創出と活用】 

多自然川や10,000メートルプロムナードなど海とふれあえる水際線の整備とともに、平成30年度に追浜地区で整備し

た浅海域について今後は経過観察を行いながら利活用について検討を進めます。 

そのほか、河川や海域環境に関しては、ハード整備・ソフト事業ともに推進を図っていますが、特に、東京湾側の海

域（港湾区域）は「横須賀港港湾環境計画」に基づき、長期的かつ総合的な視点から貴重な自然環境を適切に管理・保

全するとともに、市民が海にふれあえる場を創出します。 

【生物多様性の保全・再生と活用】 

エコツアーは４か所のフィールド（猿島、観音崎、大楠・西海岸、長井・荒崎）で着実に推進しています（令和２年

度はコロナ禍の影響で猿島、観音崎でのみ実施）。ツアー実施に向けた体制として「横須賀エコツアー連絡会議」（平成

23年度）の設置、「横須賀エコツアーサポート協会」(平成26年度)の設立・運営を支援してきましたが、今後も新たな

フィールドでのツアー実施の取り組みを進めます。 

【自然災害の防止と抑止】 

雨水排水施設整備事業や大津海岸高潮対策事業などにより、災害対策に関するハード整備を進めています。今後も災

害防止や被害の軽減のための施策を着実に推進します。 

 

 

 

【生活環境の保全・改善】 

水質については、全体的には概ね指標を達成し、良好な状態にあります。今後も工場等に対する排水基準遵守の徹底、

処理区域内の下水道未接続世帯に対する接続の指導、処理区域外での合併処理浄化槽への設置換え等の促進など、指標

に掲げた目標値を達成するため、更なる水質の改善に向けて下水の高度処理等、必要な整備に努めます。 

騒音については、幹線道路沿道において指標を達成していない地点があるため、道路の改修や運転モラルに対する啓

発などの幅広い取り組みを進めます。 

振動については、昼夜ともに全地点で指標を満足し、ダイオキシン類については、全地点で指標を達成しています。

今後もこれらを維持できるよう施策を実施します。 

歴史的・文化的遺産については、周知、啓発等に関する様々な施策を進めていますが、今後も歴史的・文化的環境の

保全と継承を図るため、これらの施策を継続して実施します。 

 

 

 

【地球温暖化対策の推進】 

横須賀市では、2050年（令和32年）までに市域の二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「横須賀市ゼロカーボンシテ

ィ」を令和３年１月に宣言し、また、海藻類が吸収する二酸化炭素を排出量と相殺するブルーカーボン事業の検討に

着手しました。今後も再生可能エネルギーや省エネルギーに関する施策とともに、新たな施策を検討・展開します。 

基本目標１ 自然環境の保全と創出をはかり、人々がゆたかな自然の恵みを実感できるまちをめざします 

基本目標２ 生活環境の保全・改善をはかり、快適に暮らせるまちをめざします 

基本目標３ 低炭素社会を構築し、地球環境問題に対応したまちの実現をめざします 
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また、市役所の事務事業からの温室効果ガス排出量についても、市役所が一事業者として排出量削減のために取り組

む必要があり、今後も横須賀市環境マネジメントシステム（ＹＥＳ）に基づく省エネルギーの推進や再生可能エネルギ

ーの導入など温室効果ガスの削減に向けた取り組みを推進します。 

【エネルギー対策の推進】 

公共施設をはじめ市域における再生可能エネルギーの導入や市民・事業者への再生可能エネルギー普及促進のための

支援とともに、省エネルギーの推進により既存のエネルギーの有効利用を図ります。 

 

 

【ごみの減量化・資源化、適正処理の推進】 

ごみの排出抑制、資源化、適正処理については、「ごみの資源化率」は指標値42％に対して31％前後が続いています

が全国・県内平均と比較しても高い水準で推移しています。今後も資源化率の向上や横須賀ごみ処理施設「エコミル」

の本稼働に伴い、適切なごみ処理を進めます。 

「ごみの埋立量」は横須賀ごみ処理施設「エコミル」の本稼働に伴い、令和２年１月からこれまで不燃ごみとして排

出されていた容器包装プラスチック以外のプラスチックなどを「燃せるごみ」に区分変更したことで、令和２年度は埋

立量が大幅に削減されました。 

指標の達成に向けて、減量化・資源化策を着実に進めるとともに、市民・事業者におけるごみの排出抑制活動やレジ

袋削減のための取り組みを継続して推進するとともに、ごみ処理の有料化などの手法も検討します。 

 

 

【環境教育・環境学習の推進】 

子どもから大人まで、また、市民、事業者、市など様々な立場において、環境に対する知識と理解を深め、主体的な

環境保全活動への取り組みを進めています。 

人材の育成については、今後も相互交流を生かした人材育成講座の開催、環境学習の場と機会の提供として小学校を

対象とした「環境体験事業」の実施、市民大学などの学習機会を提供する生涯学習センター、コミュニティセンターな

どで各種講座を開催します。 

また、市民協働モデル事業を令和２年度に事業化した「学区の自然環境体験事業」のほか、市民協働モデル事業とし

て「外来生物バスターズモデル事業」を実施し、外来生物に関する作業やマニュアルづくり、学校での授業を行いまし

た（令和２年度まで）。 

今後も環境教育・環境学習の推進のため、人材の育成、場の提供や整備などの施策を体系的に進めます。 

【経済・社会活動との調和】 

公共事業における環境配慮や電気自動車（ＥＶ）などの普及促進、日産自動車株式会社との連携協定「横須賀ＥＶ創

生project」に基づき、ＥＶ充電器設置を進めるなど、様々な取り組みにより更なる電気自動車（ＥＶ）の普及促進を

図ります。また、市民公益活動団体への補助など、活動に対する支援を行います。 

 

－令和２年度 未実施（未着手）の施策等－ 

令和２年度現在で未実施（未着手）となっている施策（事業）は以下のとおりです。 

〇みどりの創出 

【施策の方向】  都市緑地法に規定された緑化の推進に関する未運用制度の導入の必要性を検討します 

【具体的施策】  「緑化地域制度」及び「地区計画等緑化率条例制度」の検討（環境政策部自然環境共生課） 

【未実施の理由等】将来的に検討予定であるが令和２年度は実績なし 

〇水とのふれあいの推進 

【施策の方向】  海とみどりが調和した潤いのある海辺空間を創出するため、水際線に緑地などを整備します 

【具体的事業】  港湾環境整備事業（みなと振興部港湾整備課） 

【未実施の理由等】休止（隣接する県道整備に合わせて整備を実施するため、県の今後の整備実施待ち) 

基本目標４ 循環型社会を形成し、環境負荷が少ないまちの実現をめざします 

基本目標５ 市民、事業者、市の協働により、環境的側面、経済的側面、社会的側面の統合をはかります 
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また、計画における重点施策は太字で表記しています。 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の防止のため中止等となった事業については、事業を「■中止」、
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

自然林保全制度
（環境政策部自然環境共生課）

・保全契約の継続
・自然林の保全状況が確認できた土地所有者に奨励金を
交付

全３地区

市民緑地制度
（環境政策部自然環境共生課）

新たな市民緑地の候補地を検討 令和２年度実績なし

樹林地管理モデル事業
（環境政策部自然環境共生課）

平成29年度で事業完了

イ　近郊緑地特別保全地区における既指定地の適正な保全

近郊緑地特別保全地区の既指定地
区の土地利用制限の継続
（環境政策部自然環境共生課）

・近郊緑地特別保全地区内での土地利用行為の制限等
・地区内土地所有者からの申し出に基づき、土地買取りを
行い指定地区を保全

土地利用申請件数：３件
（うち不許可処分：３件）
買取面積：4.6ha
買取額：7,965万円

みどりの寄附制度
（環境政策部自然環境共生課）

樹林地等の寄附 寄附件数：１件、0.065ha

市街化区域内における樹林地の保
全支援制度
（環境政策部自然環境共生課）

斜面緑地を土地所有者が継続して持ち続けるため、契約に
基づき奨励金を交付

・契約件数：116件(前年度比で３
件減）
・契約面積：38.2ha（0.4ha減）
・奨励金額：148万円（前年比で
10万円増）

樹林地管理モデル事業
（環境政策部自然環境共生課）

平成29年度で事業完了

みどりの基金の充実
（環境政策部自然環境共生課）

・基金の積立
・みどりのよこすかチャリティークリック

・基金積立金 1,350万円
・基金充当金　2,098万円
・基金残高：１億5,482万円
・協賛企業：４社

県の自然保護奨励金の積極的な運
用
（環境政策部自然環境共生課）

「自然保護奨励金交付制度」（県の事業）の周知及び奨励
金交付申告書の受付事務

自然保護奨励金実績
　件数：５件
　交付面積：79,725.99㎡

　　　

斜面緑地の実態を踏まえた保全の
在り方の検討
（環境政策部自然環境共生課）

平成25年度で事業完了

生産緑地地区の保全
（経済部農業振興課）

生産緑地保全状況の確認 生産緑地
　168地区、25.1ha

緑被率調査に関する業務
（環境政策部自然環境共生課）

パンフレットを各行政センター、市政情報コーナー、事務室
で配布するとともに、他のみどり政策事業とともにパネルを
展示

地区計画の決定等
（都市部都市計画課）

湘南国際村地区地区計画の変更

地区計画の決定・緑地協定の締結
（環境政策部自然環境共生課）

市街地の良好なみどり環境を確保するため、住民間で締結
する緑地の保全・緑化に関する緑地協定の指導、認可

令和２年度実績なし

「適正な土地利用の調整に関する
条例」による緑化指導
（環境政策部自然環境共生課）

「適正な土地利用の調整に関する条例」による開発行為等
に対する緑化の指導

指導件数：33件

計画の体系：1－（１）－①みどりの保全

ウ　民有地の樹林地や斜面緑地の保全のため、市民と市の協働による保全・維持管理の仕組みづくり

ク　みどりの「量」の把握のため、「緑被率」調査の実施及び結果の活用

ケ　市街化区域の開発事業地における地区計画の導入や緑地協定を締結するなど緑地の保全

ア　みどりを守る制度の検討・運用、地域制緑地の新規指定及び既指定地区での適切な指導・誘導の推進

エ　緑地保全のための基金の充実、新たな財源確保策の検討

オ　神奈川県の「自然保護奨励金交付制度」の積極的運用

カ　斜面緑地の保全・維持・管理のあり方の検討

キ　市街化区域内の生産緑地地区の適切な保全
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

農業振興地域内における優良な農
業生産機能の保全等
（経済部農業振興課）

環境保全機能を兼ね備えている農業振興地域の保全・保
護

河川維持補修事業(樹木等管理)
（土木部河川・傾斜地課）

河川等剪定委託 ・剪定：3,001本
・除草：1,866㎡

樹林地管理モデル事業
（環境政策部自然環境共生課）

平成29年度で事業完了

三浦半島国営公園の誘致
（環境政策部公園建設課）

「三浦半島国営公園設置促進期成同盟会」による国営公園
誘致活動を実施（国への要望提出）

歩車道整備事業（道路沿道の緑化
等）
（土木部道路建設課）

平成30年度で事業完了

公共施設緑化ガイドラインに関する
業務
（環境政策部自然環境共生課）

ガイドラインの適正な運用に向け、庁内掲示板により広く周
知
　

報告件数：15課から21件
（新規植栽９件、伐木20件）

地区計画の決定等
（都市部都市計画課）

湘南国際村地区地区計画の変更

地区計画の決定・緑地協定の締結
（環境政策部自然環境共生課）

市街地の良好なみどり環境を確保するため、住民間で締結
する緑地の保全・緑化に関する緑地協定の指導、認可

令和２年度実績なし

「適正な土地利用の調整に関する
条例」による緑化指導
（環境政策部自然環境共生課）

「適正な土地利用の調整に関する条例」による開発行為等
に対する緑化の指導

指導件数：33件

民有地緑化支援制度
（環境政策部自然環境共生課）

民有地（住宅・事業所等）における道路面緑化、駐車場緑
化、屋上緑化、壁面緑化等の緑化行為に対し、補助金を交
付

補助件数等：15件、497.5㎡、
753千円（道路面緑化：15件、
484.2㎡、駐車場緑化：１件（道路
面緑化と併用）、13.3㎡)

緑化施設整備計画認定制度
（環境政策部自然環境共生課）

平成29年度で事業廃止
（平成29年６月の都市緑地法の改正により制度廃止）

緑化地域制度
（環境政策部自然環境共生課）

「みどりの基本条例」及び「みどりの基本計画」に位置付け
た施策を推進する中で、必要に応じて制度導入を検討（予
定）

令和２年度実績なし

サ　河川流域・集水域にある樹林地の適正な保全

コ　農業振興地域内にある農用地の確保及び農業振興地域整備計画の推進

ウ　市街化区域の開発事業地での地区計画の導入や緑地協定の締結などによる緑化の推進

エ　民有地における緑化推進のための制度などの検討・運用による市民・事業者などへの緑化の支援

シ　樹林地の維持管理に関する体験型のモデル事業の実施、樹林地の保全などについて学ぶ機会の創出

ス　三浦半島に残された自然環境を保全・活用する三浦半島国営公園の誘致活動の推進

計画の体系：１－（１）－②みどりの創出

ア　環境に配慮したみどりゆたかな道路空間の整備

イ　公共施設における指針などに基づく積極的な緑化の推進
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

公園リニューアル事業
（環境政策部公園建設課）
（環境政策部公園活用推進担当）

・公園のバリアフリー化
・長寿命化対策として老朽化した遊具のリニューアル

・公園のバリアフリー化
　平和中央公園園路、トイレ
・遊具のリニューアル
　池田第３公園ほか７公園

三浦半島国営公園の誘致
（環境政策部公園建設課）

「三浦半島国営公園設置促進期成同盟会」による国営公園
誘致活動（国への要望提出）

都市公園の配置・機能の適正化検
討事業
（環境政策部公園建設課）
（環境政策部公園活用推進担当）

・長井海の手公園交流拠点機能拡充事業
・本市の都市公園の今後のあり方（都市公園の魅力向上や
維持管理の効率化）の検討

・Ｐ－ＰＦＩと指定管理者制度等を
活用した事業の事業者を選定
・「（仮称）横須賀市都市公園の
整備・管理の方針」の案を作成

港湾緑地の維持
（みなと振興部港湾管理課）

港湾緑地の適正な維持管理 港湾緑地：11.1ha
（令和２年度末）

グリーンバンク
（環境政策部公園管理課）

家庭で不要になった樹木を希望者に配布（指定管理者の
管理事業）

・受入：２件、48本
・配布：33件、48本

工場立地法に基づく工場敷地の緑
地等の面積率の届出の受理
（経済部企業誘致・工業振興課）

工場立地法に基づく特定工場の新設等に伴う届出提出に
際し、生産施設面積率、緑地面積率、環境施設面積率等
が法準則及び市準則条例に適用するように指導

届出受理：３件

市役所前公園花壇花いっぱい推進
（環境政策部公園管理課）

市役所前公園花壇の85㎡に花のボランティアがしょうぶ園
で種から育てた四季折々の花苗の植え付け及び維持管理

・活動日：通年
・参加人数：90人

地域の花いっぱい推進
（環境政策部公園管理課）

・〔追浜地域〕 追浜中学校前400㎡、 夏島貝塚通り沿い300
㎡をボランティアで活動
・〔久里浜地域〕花壇面積：941㎡、区画数71区画のうち、80
㎡・８区画をボランティアで活動
・しょうぶ園で指定管理者の自主事業として花づくり講習会
を開催

〔追浜地域〕
　ボランティア延べ30人
〔久里浜地域〕
　ボランティア12人
　講習会：９月～12月の９日間開
　催、延べ30人参加

「適正な土地利用の調整に関する
条例」による緑化指導
（環境政策部自然環境共生課）

「適正な土地利用の調整に関する条例」による開発行為等
に対する緑化の指導

指導件数：33件

民有地緑化支援制度
（環境政策部自然環境共生課）

民有地（住宅・事業所等）における道路面緑化、駐車場緑
化、屋上緑化、壁面緑化等の緑化行為に対し、補助金を交
付

補助件数等：15件、497.5㎡、
753千円（道路面緑化：15件、
484.2㎡、駐車場緑化：１件（道路
面緑化と併用）、13.3㎡)

緑化施設整備計画認定制度
（環境政策部自然環境共生課）

平成29年度で事業完了（平成29年６月の都市緑地法の改
正により制度廃止）

佐原2丁目公園整備事業
（環境政策部公園建設課）

平成25年度で事業完了（供用開始）

地区計画等緑化率条例の検討
（環境政策部自然環境共生課）

「みどりの基本条例」及び「みどりの基本計画」に位置付け
た施策を推進する中で、必要に応じて制度導入を検討（予
定）

令和２年度実績なし

「緑化重点地区」の方針に基づく緑
化推進
（環境政策部公園管理課）

・町内花壇：88団体（自治会・町内会）に花苗等を配付
・地域の花いっぱい
　〔追浜地域〕 追浜中学校前400㎡、 夏島貝塚通り沿い
300㎡をボランティアで活動
　〔久里浜地域〕花壇面積：941㎡、区画数71区画のうち、80
㎡・８区画をボランティアで活動

〔追浜地域〕
　ボランティア延べ30人
〔久里浜地域〕
　ボランティア12人

「緑化重点地区」の方針に基づく緑
化推進
（土木部道路建設課）

道路沿道等の緑化 令和２年度実績なし

ケ　新市街地や緑化の向上が望まれる既成市街地でのみどりの創出の積極的な推進

ク　市民参加の花の育成による暮らしに花のある空間づくりの推進

コ　スポーツを通じた交流拠点となる公園の整備

サ　都市緑地法に規定された緑化の推進に関する未運用制度の導入の検討

シ　緑化重点地区を指定することによる市街地の建築物敷地内における緑化の推進

オ　ゆたかな自然とふれあえる場の創出のための自然の魅力を生かした公園・緑地の整備

カ　グリーンバンク事業（家庭で不要になった樹木を希望者に配布）の活用による樹木の有効利用の積極的な推進

キ　規模に応じた工場敷地内の緑化の推奨及び今後整備される一定規模以上の工場の敷地内の緑化面積の確保
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

緑被率調査に関する業務
（環境政策部自然環境共生課）

パンフレットを各行政センター、市政情報コーナー、事務室
で継続して配布するとともに、他のみどり政策事業とともに
パネルを展示

谷戸地域等住環境対策事業
（都市部まちなみ景観課）

平成29年度で事業完了

農業体験
（経済部農業振興課）

■中止
夏季は７月11日（土）、冬季は１月16日(土)に予定

市民農園の管理運営
（経済部農業振興課）

平成27年度で事業完了（「横須賀市行政改革プラン」に基
づき閉園）

街並み景観形成推進事業
（都市部まちなみ景観課）

・景観条例に基づき景観協議や宅地造成、中高層建築物
の建設に伴う協議において、みどりの配置や道路等からの
見え方について協議
・景観計画に位置付けた眺望景観保全基準に基づく建築
物等の高さの制限により、海やみどりへの眺望を確保

環境保全・自然保護のための指導
者および団体の育成事業
（環境政策部自然環境共生課）

自然環境に係る活動団体が情報交換を行うための「自然環
境活動団体交流会」（情報提供のみ）
■中止
自然環境講演会

里山的環境保全・活用事業
（環境政策部自然環境共生課）

・横須賀市里山活動推進協議会、里山活動連絡会の運営
及び開催
・長坂地区（長坂５丁目）において田んぼ学校を実施
・長坂地区で親子田んぼ体験、里山ボランティア育成講習
会、自然体験会、自然観察会などを開催
・野比かがみ田谷戸（野比５丁目）の市有地の一部で環境
再生整備を継続

・田んぼ学校（荻野小５年23人）
・親子田んぼ体験（138人）
・フォトコンテスト（12人32作品）
・里山でヨガ（18人）
・リースづくり（39人）
・門松づくり（35人）
・自然観察会（４コース69人）

景観重要樹木の活用
（都市部まちなみ景観課）

景観重要樹木に関するデジタルアーカイブの整備

公園リニューアル事業
（環境政策部公園建設課）

・公園のバリアフリー化を実施
・長寿命化対策として老朽化した遊具のリニューアルを実施

・公園のバリアフリー化
　平和中央公園園路、トイレ
・遊具のリニューアルを実施
　池田第３公園ほか７公園

三浦半島国営公園の誘致
（環境政策部公園建設課）

「三浦半島国営公園設置促進期成同盟会」による国営公園
誘致活動（国への要望提出）

都市公園の配置・機能の適正化検
討事業
（環境政策部公園建設課）
（環境政策部公園活用推進担当）

・長井海の手公園の交流拠点機能拡充に向け、Ｐ－ＰＦＩと
指定管理者制度等を活用した事業の事業者を選定
・本市の都市公園の今後のあり方（都市公園の魅力向上や
維持管理の効率化）を検討するうえで、「（仮称）横須賀市
都市公園の整備・管理の方針」の案を作成

河川施設の改修における環境への
配慮
（土木部河川・傾斜地課）

長沢川等の河床において多孔型ブロックを用いた河床整
備工事

・長沢川： 面積170.0m2

・前耕地川：面積 73.8m2

透水性舗装事業
（土木部河川・傾斜地課）

透水性舗装 令和２年度実績なし

計画の体系　：　１－（２）－①河川環境の保全と創出

ア　治水機能の向上及び自然景観、周辺環境、生態系に配慮した河川環境の保全の推進

ア　農業体験学習の実施及び市民農園などを通じた土とふれあう機会の増加

ウ　環境保全に関する指導者の育成及び自然保護団体の育成

エ　里山的環境を保全・再生するための仕組みづくりを検討及び運用によるみどりとふれあう機会の創出

オ　市民に親しまれている樹木や景観上重要な樹木の指定及び保全

カ　ゆたかな自然とふれあえる場を創出するための自然の魅力を生かした公園・緑地の整備

イ　海やみどりへの良好な眺望確保のため、景観計画や景観条例の制度活用による建築行為等での景観誘導

ス　みどりの「量」の把握のための「緑被率」の調査の実施及び調査結果の活用

セ　谷戸地域のみどりの再生に関する検討の推進

計画の体系：１－（１）－③みどりとのふれあいの推進
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

河川親水環境の整備事業への協力
（教育総務部博物館運営課）

・横須賀市地域水質保全協議会の前田川水質調査の現地
指導と生物指標による環境評価
・河川・傾斜地課主催「前田川リバーウォッチング」における
講師協力予定であったが荒天のため事業中止
・自然環境共生課とともに野比かがみ田谷戸の小河川及び
水田の生物調査と環境評価

河川愛護事業
（土木部河川・傾斜地課）

市民団体、企業等が道路や公園などの美化活動などを行
い、市がその支援を行う「横須賀市まちかど里親制度」のボ
ランティアに対する物品貸与等

ボランティア：11団体

前田川リバーウォッチング
（土木部河川・傾斜地課）

■中止
７月25日に予定

有用微生物培養液を活用した悪臭
対策
（土木部河川・傾斜地課）

令和元年度で事業終了

港湾海岸侵食対策事業
（野比海岸）
（みなと振興部港湾整備課）

海岸侵食対策として、離岸堤を整備 整備延長：116ｍ

漁港海岸侵食対策事業
（北下浦海岸）
（みなと振興部水産振興課）

漁港海岸侵食対策として、離岸堤を整備 整備延長：108ｍ

横須賀港浅海域保全・再生事業
（みなと振興部港湾整備課）

市民団体等の協力を得ながら整備後の経過を観察 四季に１回

海浜地清掃事業
（資源循環部資源循環推進課）

公益財団法人かながわ海岸美化財団と連携し、東京湾側８
海岸、相模湾側６海岸を清掃

清掃実績：361回、105,315kg

クリーンアップ大作戦inはしりみず
（みなと振興部港湾企画課）

■中止
例年、 近隣小中学生を中心としたボランティアが海浜地
（走水伊勢町海岸）を清掃

砂浜美化ボランティア活動の推進
（みなと振興部港湾管理課）

里親ボランティアが各地の海浜地を清掃 清掃実施：８回

天神島臨海自然教育園における自
然環境関連事業の実施
（教育総務部博物館運営課）

・「自然教育園だより」を改め「博物館だより」の発行
・「ウミウシの観察」、「潮だまりの生き物」、「夜の昆虫観察」
など自然観察会
・園内解説「天神島ガイドツアー」
・ハマオモト訪花昆虫調査、横須賀高校ＳＳＨ魚類調査
・園内ガイドマップ「天神島冒険図鑑（改訂版）」を刊行

・「博物館だより」の発行：年２回
・自然観察会：年３回
・「天神島ガイドツアー」：年９回

横須賀港浅海域保全・再生事業
（みなと振興部港湾整備課）

市民団体等の協力を得ながら整備後の経過を観察 四季に１回

海水浴場の水質検査
（健康部保健所生活衛生課）

■縮小（令和２年度海水浴場未開設）
海水浴場における開設前、開設中の水質検査
・調査時期：５月、１日２回、２日間
・調査対象：海水浴場１か所（長浜）
・検査項目：ふん便性大腸菌群数、Ｏ157、ＣＯＤ、
　　　　　　　ｐＨ、透明度、油膜の有無、気温、水温

水質判定結果：「適」（水質判定
基準による）

街並み景観形成推進事業
（都市部まちなみ景観課）

景観計画に位置付けた眺望景観保全基準に基づく建築物
等の高さの制限により、海やみどりへの眺望を確保

ア　横須賀の特色のひとつである海岸景観を考慮した海岸の侵食対策及び砂浜などの再生

イ　市民、事業者、市の協働による海域環境の美化の推進

ウ　自然海岸などの保全による沿岸植物や海岸動物などが生息する生態系の保持

エ　横須賀の特色のひとつである海岸・海域環境を地域住民の意向をくみ取りながらの適切な保全

カ　海やみどりへの良好な眺望確保のため、景観計画や景観条例の制度活用による建築行為等での景観誘導

オ　海水浴場の水質検査の実施

イ　河川環境の維持管理などを進めるため、市民、事業者、市の協働による河川の美化活動の積極的な展開

ウ　有用微生物群（EM）の活用による河川環境の保全

計画の体系：１－（２）－②海域環境の保全と創出
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

東京湾岸自治体環境保全会議によ
る東京湾の水質改善に係る合同施
策
（環境政策部環境管理課）

・東京湾の水質改善に関する諸施策の推進を国へ要請
・ホームページで啓発活動を実施
・東京湾水質一斉調査への参加
・東京湾水質調査報告書の作成

公共下水道整備の推進・生活排水
対策の推進
（上下水道局技術部計画課）

下水道事業計画区域内の公共下水道の整備及び普及推
進

汚水処理人口普及率：98.7％

東京湾・相模湾の水質保全
（上下水道局技術部水再生課）

・浄化センターの水質管理を適切に実施
・浄化センターの放流水質の詳細は、上下水道局ホーム
ページで公表

令和２年度の放流水質：全ての
項目で排水基準値に適合

工場・事業場汚濁負荷量調査
（環境政策部環境管理課）

総量規制対象工場の汚濁負荷量を報告させるとともに、汚
濁負荷量の測定、総量規制基準の遵守を指導

総量規制対象工場：８事業場

ＹＲＰ「光の丘水辺公園」の生態系
復元事業への協力
（教育総務部博物館運営課）

自然環境共生課及び水辺公園友の会と協力して「光の丘
水辺公園」の植物及び昆虫を調査

野比「かがみ田谷戸」の保全・再生
事業への協力
（教育総務部博物館運営課）

自然環境共生課と協力して「かがみ田谷戸」の植物、昆
虫、水生動物を調査

相模湾の海洋生物および沿岸生物
調査事業
（教育総務部博物館運営課）

・天神島臨海自然教育園内の海洋生物調査
・天神島臨海自然教育園内の海浜性昆虫及び海浜植物へ
の訪花昆虫を調査
・市民団体「相模湾海洋生物研究会」との協力による相模
湾産魚類・貝類及び水中画像の収集
・横須賀高校ＳＳＨ事業との連携による三浦半島沿岸の魚
類相調査とオニカマスに関する論文発表

身近な自然の保全とふれあい推進
事業
（環境政策部自然環境共生課）

・自然環境調査（ホタル、クサフグの産卵）
・自然観察会の開催（鷹取山）
※春の観察会（水辺公園）は中止

港湾環境整備事業
（みなと振興部港湾整備課）

【未実施】休止（隣接する県道整備に合わせて整備を実施
するため、県道を整備する神奈川県の今後の整備実施待
ち)

港湾海岸高潮対策事業
（大津海岸）
（みなと振興部港湾整備課）

海岸高潮対策として、護岸ブロック及び上部工を整備 ・護岸ブロック延長：38m
・上部工延長：433.4m

10,000メートルプロムナード整備事
業
（経営企画部企画調整課）

・各部局間の調整
・10,000メートルプロムナード活性化協議会を開催

横須賀港浅海域保全・再生事業
（みなと振興部港湾整備課）

市民団体等の協力を得ながら整備後の経過を観察 四季に１回

河川親水施設の維持管理
（土木部河川・傾斜地課）

前田川、関根川、関渡川の清掃及び除草 ・前田川

清掃127,080m2、除草8,140m2

・関根川

清掃32,760m2、除草9,375m2

・関渡川

清掃22,500m2、除草4,875m2

エ　自然とのふれあいを通じた人々の交流を促すための海とみどりを生かした10,000メートルプロムナードの整備・活用の推進

オ　市民の暮らしにやすらぎと潤いを提供するための横須賀独自の自然、歴史、文化と調和した海辺の環境形成

カ　河川や海辺などの親水施設の充実

キ　河川や沿岸から排出される汚濁負荷量の低減及び赤潮の発生が見られる東京湾の水質改善

計画の体系：１－（２）－③水とのふれあいの推進

ア　水辺環境に関する調査・研究、普及啓発、人材育成機能などの向上

イ　海とみどりが調和した潤いのある海辺空間を創出するための水際線の緑地などの整備

ウ　港湾海岸の高潮対策事業の推進及び老朽化した護岸の改修
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

ため池の維持管理
（経済部農業振興課）

市内10か所に点在するため池の施設維持管理 ・除草、清掃、流入水路清掃委
託：９か所
・ネットフェンス、ウッドデッキの修
繕：３か所
・門扉、看板、ベンチ修繕：５か
所
・人道橋修繕：１か所
・土砂清掃委託：１か所

水質の監視
（環境政策部環境管理課）

・公共用水域水質測定計画に基づく類型指定水域の調査
（毎月１回）
　　河川：３地点、海域：５地点
・類型指定水域以外の中小河川調査（年６回）
　　10河川、10地点
・地下水質調査（年１回）
　　13地点
・ダイオキシン類調査
　　水質 河川：３地点（年１回）
　　地下水：４地点（年１回）
　　底質 河川：３地点（年１回）
　　土壌：４地点（年１回）

・公共用水域
　河川：13地点で延べ110項目を
測定し104項目で基準を達成（全
項目達成は９地点）
　海域：５地点で延べ164項目を
測定し158項目で基準を達成（全
項目達成は０地点）
・地下水質
　13地点で延べ229項目を測定
し223項目で基準を達成（全項目
達成は７地点）
・ダイオキシン類
　河川、地下水、土壌の全地点
で基準を達成

ゴルフ場農薬調査
（環境政策部環境管理課）

１ゴルフ場について水質調査結果を確認 ３地点、３回分

三浦半島の河川水生動物相調査
（教育総務部博物館運営課）

・前田川、田越川河口域の水生動物相調査
・横須賀市地域水質保全協議会の前田川上流域の水質及
び水生動物相調査の実施協力

身近な自然の保全とふれあい推進
事業
（環境政策部自然環境共生課）

・自然環境調査（ホタル、クサフグの産卵）
・自然観察会の開催（鷹取山）

三浦半島の自然保全調査事業
（教育総務部博物館運営課）

・自然環境共生課との協力による野比かがみ田谷戸の植
物、昆虫、水生生物を調査
・植生調査成果の「神奈川植物誌2018」に関連し、県立生
命の星地球博物館と連携した巡回企画展示の開催による
自然環境保全の教育普及活動

鳥獣保護管理対策事業
（環境政策部自然環境共生課）

特定外来生物等の防除 捕獲頭数
・アライグマ：294頭
・クリハラリス（タイワンリス）：
　4,937頭
・ハクビシン：186頭

企画提案型市民協働モデル事業
「外来生物バスターズモデル事業」
の実施
（環境政策部自然環境共生課）

・外来生物の駆除活動
・展示解説（小学校含む）
・駆除マニュアルの作成

・駆除活動：18回、11か所（対象
は12種）
・展示解説：24か所
・駆除マニュアル：10種

計画の体系：１－（３）－①生物多様性の保全・再生

ア　動植物などの調査・研究を進めることによる生物多様性の保全・再生施策への活用

イ　市民・事業者・市の協働による生物多様性の保全・再生に適したすぐれた自然環境の保全

ウ　生態系に被害を及ぼす特定外来生物等の排除

キ　自然環境に配慮したため池の維持管理

ク　水質・土壌等に係る有害物質等の定期的な調査及び生物相調査等を行い、市域の水環境特性の把握と調査結果の公表
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

天神島臨海自然教育および馬堀自
然教育園の管理事業
（教育総務部博物館運営課）

・天神島臨海自然教育園及び馬堀自然教育園の保全管理
・開園日に１日２～３回の巡回・清掃作業
・園内動植物の昼夜観測によるモニタリング
・台風による被害対応並びに海岸地形変化の調査
・園内樹木の適正な生育環境の創造を目的とした伐採事業

生物多様性保全・再生の基本となる
戦略の策定
（環境政策部自然環境共生課）

生物多様性地域戦略については、新たなみどりの基本計
画等の策定時に盛り込むことを視野に今後も継続して検討

ＹＲＰ「光の丘水辺公園」の生態系
復元事業への協力
（教育総務部博物館運営課）

自然環境共生課及び水辺公園友の会と協力して「光の丘
水辺公園」の植物及び昆虫を調査

野比「かがみ田谷戸」の保全・再生
事業への協力
（教育総務部博物館運営課）

自然環境共生課と協力して「かがみ田谷戸」の植物、昆
虫、水生動物を調査

相模湾の海洋生物および沿岸生物
調査事業
（教育総務部博物館運営課）

・天神島臨海自然教育園内の海洋生物調査
・天神島臨海自然教育園内の海浜性昆虫及び海浜植物へ
の訪花昆虫を調査
・市民団体「相模湾海洋生物研究会」との協力による相模
湾産魚類・貝類及び水中画像の収集
・横須賀高校ＳＳＨ事業との連携による三浦半島沿岸の魚
類相調査とオニカマスに関する論文発表

身近な自然の保全とふれあい推進
事業
（環境政策部自然環境共生課）

・自然環境調査（ホタル、クサフグの産卵）
・自然観察会の開催（鷹取山）
※春の観察会（水辺公園）は中止

全国水生生物調査への協力
（環境政策部自然環境共生課）

例年環境省が実施している全国水生生物調査に対し、市
民団体が調査に協力（市は国と団体間の連絡調整）

令和２年度実績なし

博物館だよりの発行
（教育総務部博物館運営課）

「博物館だより」を発行し、来館・来園者及び市内小学校に
配布

秋号、春号の年２回（各250部）
発行

博物館研究報告（自然）の発行
（教育総務部博物館運営課）

博物館研究報告（自然）を刊行し、相模湾から初記録となる
ホシダカラ亜成貝の記録及びイッサイフシエラガイの採集
記録に関する報告、希少なシダ植物ミズオオバコの報告な
どを掲載

第68号を発刊

河川親水施設の維持管理
（土木部河川・傾斜地課）

前田川、関根川、関渡川の清掃及び除草 ・前田川

　清掃127,080m2、除草8,140m2

・関根川

　清掃32,760m2、除草9,375m2

・関渡川

　清掃22,500m2、除草4,875m2

ため池の維持管理
（経済部農業振興課）

市内10か所に点在するため池の施設維持管理 ・除草、清掃、流入水路清掃委
託：９か所
・ネットフェンス、ウッドデッキの修
繕：３か所
・門扉、看板、ベンチ修繕：５か
所
・人道橋修繕：１か所
・土砂清掃委託：１か所

ア　生物の生息状況などに係る調査の実施、環境教育・環境学習や自然観察会などへの活用

イ　河川や海辺などの親水施設の充実

ウ　自然環境に配慮したため池の維持管理

エ　生物多様性保全と市民のふれあいの機会の創出・活用の両立を進めるための里山的環境の保全・再生やエコツーリズムの取
組の推進

オ　生物多様性保全・再生の基本的指針となる戦略の策定

計画の体系：１－（３）－②生物とのふれあいの推進

エ　生物多様性の保全の観点から地域の貴重な自然環境の保全
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

横須賀エコツアー推進事業
（環境政策部自然環境共生課）

・横須賀エコツアー連絡会議の開催
・横須賀エコツアーサポート協会によるエコツアー実施団体
への支援及び会議の開催
・夏の小学生向けエコツアーの開催
■縮小
猿島、観音崎、大楠・西海岸、長井・荒崎の４つのフィール
ドのうち、エコツアーを猿島、観音崎でのみ実施

・エコツアー
　189回開催、延べ2,978人参加
・夏の小学生向けエコツアー
　３プログラム、14回開催、190人
参加

里山的環境保全・活用事業
（環境政策部自然環境共生課）

・横須賀市里山活動推進協議会、里山活動連絡会の運営
及び開催
・長坂地区（長坂５丁目）において田んぼ学校を実施
・長坂地区で親子田んぼ体験、里山ボランティア育成講習
会、自然体験会、自然観察会などを開催
・野比かがみ田谷戸（野比５丁目）の市有地の一部で環境
再生整備を継続

・田んぼ学校（荻野小５年23人）
・親子田んぼ体験（138人）
・フォトコンテスト（12人32作品）
・里山でヨガ（18人）
・リースづくり（39人）
・門松づくり（35人）
・自然観察会（４コース69人）

既成宅地防災工事助成事業
（土木部河川・傾斜地課）

一定規模以上の防災工事を施工する市民に対して工事費
用の助成及び相談

既成宅地防災工事助成実績
　工事費助成：12件
　設計費助成：11件
　地質調査費助成：７件

既成宅地地すべり対策工事助成事
業
（土木部河川・傾斜地課）

一定規模以上の地すべり対策を施工する市民に対して工
事費用の助成及び相談

令和２年度実績なし

急傾斜地崩壊対策事業
（土木部河川・傾斜地課）

県事業である急傾斜地崩壊対策事業において、受益者負
担金を市が代わりに負担することで工事を促進

・新規指定なし
・急傾斜地崩壊対策事業件数：
77件
・急傾斜地崩壊危険区域：426区
域

地域防災計画推進事業
（市民部危機管理課）

・地域防災計画資料編を改訂
・国土強靭化地域計画の策定を検討するため、横須賀市
防災会議を３月１日～８日に開催（書面開催）
・令和３年３月に国土強靭化地域計画を策定し公表

防災パネル展の開催
（土木部河川・傾斜地課）

土砂災害防止に対する市民の理解と関心を深めるため「防
災パネル展」を開催

期間：令和２年６月22日～26日
場所：市役所１階展示コーナー

活断層パンフレットの実費販売
（土木部河川・傾斜地課）

平成30年度で販売終了

谷戸地域等住環境対策事業
（都市部まちなみ景観課）

平成29年度で事業完了

雨水排水設備の整備
（上下水道局技術部計画課）

降雨時の浸水を防止するため、雨水排水施設の整備を推
進

雨水整備面積率：62.6％

雨水浸透桝の設置指導
（上下水道局技術部給排水課）

排水設備の計画確認申請時に浸水被害軽減を目的とした
雨水浸透桝の設置を促進

透水性舗装整備の推進
（環境政策部公園建設課）

透水性舗装 平和中央公園：2,599.66㎡

透水性舗装整備の推進
（土木部道路建設課）

透水性舗装 よこすか海岸通り歩道改良舗装
その他工事：974㎡（透水性イン
ターロッキングブロック舗装）
14㎡（透水性溶接スラグ舗装）

透水性舗装整備の推進
（土木部道路補修課）

透水性舗装 令和２年度実績なし

透水性舗装整備の推進
（上下水道局技術部水道管路課）

透水性舗装 令和２年度実績なし

透水性舗装整備の推進
（上下水道局技術部下水道管渠課）

透水性舗装 令和２年度実績なし

ア　既成宅地におけるがけ崩れや地すべりを防止するための防災工事の助成

計画の体系：１－（４）－①自然災害の未然防止

イ　急傾斜地崩壊対策の推進

ウ　日頃からそれぞれの立場で自然災害への備えができるように市民・事業者に対する自然災害の未然防止に関する情報提供

エ　自然災害の未然防止につながる谷戸地域の住環境整備に向けた施策の推進

オ　浸水対策及び雨水浸透施設の普及・指導
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

透水性舗装整備の推進
（上下水道局技術部水道施設課）

透水性舗装 令和２年度実績なし

みどりの寄附制度
（環境政策部自然環境共生課）

樹林地等の寄附 寄附件数：１件、0.065ha

市街化区域内における樹林地の保
全支援制度
（環境政策部自然環境共生課）

斜面緑地を土地所有者が継続して持ち続けるため、契約に
基づき奨励金を交付

・契約件数：116件(前年度比で３
件減）
・契約面積：38.2ha（0.4ha減）
・奨励金額：148万円（前年比で
10万円増）

樹林地管理モデル事業
（環境政策部自然環境共生課）

平成29年度で事業完了

港湾海岸高潮対策事業
（大津海岸）
（みなと振興部港湾整備課）

海岸高潮対策として、護岸ブロック及び上部工を整備 ・護岸ブロック延長：38.1m
・上部工延長：433.4m

港湾海岸侵食対策事業
（野比海岸）
（みなと振興部港湾整備課）

海岸侵食対策として、離岸堤を整備 離岸堤延長：116ｍ

漁港海岸侵食対策事業
（北下浦海岸）
（みなと振興部水産振興課）

漁港海岸侵食対策として、離岸堤を整備 離岸堤延長：108ｍ

「土地利用基本計画」策定事業
（都市部開発指導課）

土地利用の調整に関する指針に基づき、活断層上やその
周辺での一定の開発行為、建築行為等を抑制するための
基準づくりについて、平成22年３月まで検討を行った結果、
当面基準作りは困難と判断したため、事業未実施（未着手）

活断層上やその周辺の建築物にお
ける安全性の確保
（都市部都市計画課）

既知の活断層上で横須賀市土地利用調整条例第９条に基
づく大規模土地利用行為のあった場合に対応

令和２年度実績なし

市街地における適正な土地の高度
利用に関する条例運用事務
（都市部都市計画課）

追浜駅前市街地再開発事業及び若松町１丁目地区市街
地再開発事業について、オープンスペースの確保を行う都
市計画変更等告示

佐原２丁目公園整備事業
（環境政策部公園建設課）

平成25年度に事業完了（供用開始）

電気自動車普及促進事業
（経済部企業誘致・工業振興課）

・民間事業者への充電器補助
・民間事業者へのEV導入費補助
・次世代自動車を活用した先進的な取り組みを行う事業者
等認定
・共同住宅と事業所（通勤車両・事業用車両）のEV充電器
設置に向けて重点的にPR

・充電器補助：４件、７基
・EV導入費補助：４件、４台
・事業者等認定：２件

災害予防対策事業
（市民部危機管理課）

・神奈川県が指定した土砂災害特別警戒区域（急傾斜地
の崩壊）に基づき、対象区域の土砂災害ハザードマップを
新たに作成・公表し、市民に配布
・神奈川県が指定した洪水浸水想定区域（想定最大規模）
に基づき、対象区域の洪水ハザードマップを新たに作成・
公表し、市民に配布

・土砂災害ハザードマップ：
25,000部作成
・洪水ハザードマップ：40,000部
作成

内水による浸水ハザードマップ
（上下水道局技術部計画課）

浸水の危険性が高い地区（５地区）について、横須賀市上
下水道局が独自にハザードマップを作製し、横須賀市上下
水道局ホームページにおいて公表

カ　民有地の樹林地や斜面緑地の保全のための市民と市の協働による保全、維持管理の仕組みづくりの推進

エ　EV（電気自動車）の蓄電機能を活用した二次災害の減災体制の構築

オ　集中豪雨などによる浸水被害および土砂災害被害を軽減するため、ハザードマップの作成・公表

キ　高潮、波浪などによる被害防止のための護岸等の整備による越波や浸水の防止

計画の体系：１－（４）－②自然災害の被害の軽減

ア　活断層に起因する地震や活断層の動きに影響のある大規模地震の発生に対応するための活断層上やその周辺における建築
物の安全性の確保

イ　土地の高度利用の際のオープンスペースの拡充の推進

ウ　災害時の避難、救護活動などに役立つような公園の整備
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

低公害車の情報提供
（環境政策部環境企画課）

関係団体から提供される低公害車の情報を庁内関係機関
に通知

令和２年度実績なし

ごみ収集車購入事業
（資源循環部資源循環総務課）

ごみ収集車の更新時に低公害車を導入 導入台数：８台

市公用車の低公害車導入状況
（環境政策部環境企画課）

全庁における低公害車の導入状況を把握 低公害車導入率（全部局）：
83.7％

公用車の低公害車導入
（総務部総務課）

「横須賀市グリーン購入基本方針」によるリース車両を新規
導入

導入台数
・軽自動車：６台
・普通乗用車：２台

公用車の低公害車導入
（上下水道局経営部総務課）

公用車の更新時に「横須賀市グリーン購入基本方針」に基
づき低公害車を導入

導入台数：７台

有害大気汚染物質調査
（環境政策部環境管理課）

・大気中の有害大気汚染物質調査（毎月実施）
　　２か所（追浜行政センター分館、横須賀市役所）
・大気中のダイオキシン類の調査（年２回実施）
　　４か所（追浜行政センター分館、横須賀市役所、
　　久里浜行政センター、西行政センター）

・有害大気汚染物質調査
　延べ８項目を測定し全項目で
基準を達成
・ダイオキシン類の調査
　全地点で基準を達成

公共施設におけるアスベスト含有建
材除去
（都市部公共建築課）

・公郷中学校ほか１校昇降機設置建築その他工事等に伴
うアスベスト含有仕上塗材の除去
・大津中学校昇降機設置建築その他工事等に伴うアスベ
スト含有成形板等の除去

・仕上塗材の除去：６件
・成形板等の除去：20件

工場・事業場の事前規制および立
入検査
（環境政策部環境管理課）

・大気汚染防止法に基づき、ばい煙発生施設等の設置な
どに伴う事前指導
・大気汚染防止法、県条例などに基づく立入検査

・設置届：３件（４施設）
・変更届：１件（１施設）
・立入検査実施：延べ180件

ばい煙の排出量調査
（環境政策部環境管理課）

平成26年度に国の直営事業に移管
（調査結果は環境省のホームページにおいて公表）

季節大気汚染対策
（環境政策部環境管理課）

ボイラー使用の適正管理、暖房温度の適正化、アイドリン
グストップなどについてポスターにより啓発

一般環境および自動車排出ガス常
時監視
（環境政策部環境管理課）

・一般環境大気測定局での大気汚染物質の毎時間濃度の
測定
　３局（追浜、久里浜、西の各行政センター）
　１局（池上コミュニティセンター：令和３年１月から）
・自動車排出ガス測定局での大気汚染物質の毎時間濃度
の測定
　１局（小川町交差点）
・一般環境大気測定局での微小粒子状物質の成分分析
　１局（追浜行政センター）

・一般環境大気測定局
　延べ11項目を測定し全項目で
基準を達成
・自動車排出ガス測定局
　延べ４項目を測定し全項目で
基準を達成

アイドリング・ストップの推進
（環境政策部環境管理課）

・啓発ポスターを指定事業所、駐車場管理者、安全運転管
理者会加入事業所、市内タクシー業界等に配布
・環境管理課カウンターにおいて、パンフレットを配架

オ　一般環境大気測定および自動車排出ガス測定により、地域の実情に応じた監視網を形成し、監視結果を公表

計画の体系：２－（１）－①大気環境の保全・改善

ア　市自らが率先した自動車使用の自粛や低公害車の導入など

イ　有害大気汚染物質などの汚染状況を把握するための調査

ウ　工場・事業場に対して、立ち入り検査などによる排出基準の遵守の徹底と大気汚染防止の指導

エ　冬期における大気汚染物質等の低減に向けた取り組みの推進

カ　マイカー利用の抑制や、エコドライブの周知など、市民や事業者に対する啓発の推進
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

工場・事業場の事前規制および立
入検査
（環境政策部環境管理課）

・水質汚濁防止法に基づき、水質関係特定施設等の設置
などに伴う事前指導
・水質汚濁防止法、県条例などに基づく立入検査

・設置届：４件
・変更届：２件
・立入検査件数：28件

水質汚濁防止対策
（上下水道局技術部水再生課）

・下水道法及び市条例に基づき、事業場排水の監視・指導
・事業場に対する立入検査（排水調査）

・規制対象事業場数：275件
・特定事業場：214件
・非特定事業場：61件
・事業場に対する立入検査（排
水調査）件数：延べ112件

公共下水道の整備
（上下水道局技術部計画課）

下水道事業計画区域における公共下水道の整備、普及を
促進

汚水処理人口普及率：98.7％

下水道への接続の促進
（上下水道局技術部給排水課）

下水道処理開始区域内において、未接続家屋の所有者に
対し戸別訪問を行い接続工事の指導、啓発

合流式下水道の改善
（上下水道局技術部下水道管渠
課）

平成25年度で事業完了
（合流式下水道の改善：100％）

高度処理の導入
（上下水道局技術部計画課）

平成27年度に導入検討は完了し、導入に向け準備中

水質の監視
（環境政策部環境管理課）

・公共用水域水質測定計画に基づく類型指定水域の調査
（毎月１回）
　　河川：３地点、海域：５地点
・類型指定水域以外の中小河川調査（年６回）
　　10河川、10地点
・地下水質調査（年１回）
　　13地点
・ダイオキシン類調査
　　水質 河川：３地点（年１回）
　　地下水：４地点（年１回）
　　底質 河川：３地点（年１回）
　　土壌：４地点（年１回）

・公共用水域
　河川：13地点で延べ110項目を
測定し104項目で基準を達成（全
項目達成は９地点）
　海域：５地点で延べ164項目を
測定し158項目で基準を達成（全
項目達成は０地点）
・地下水質
　13地点で延べ229項目を測定
し223項目で基準を達成（全項目
達成は７地点）
・ダイオキシン類
　河川、地下水、土壌の全地点
で基準を達成

ゴルフ場農薬調査
（環境政策部環境管理課）

ゴルフ場の水質調査結果を確認 １ゴルフ場：３地点、３回分

三浦半島の河川水生動物相調査
（教育総務部博物館運営課）

・相模湾海洋生物研究会と協力して前田川の水生動物相
調査
・横須賀市地域水質保全協議会の平作川上流域の水質及
び水生動物相調査の協力

東京湾岸自治体環境保全会議によ
る東京湾の水質改善に係る合同施
策
（環境政策部環境管理課）

・東京湾の水質改善に関する諸施策の推進を国へ要請
・ホームページでの啓発活動
・東京湾水質一斉調査への参加
・東京湾水質調査報告書の作成

東京湾・相模湾の水質保全
（上下水道局技術部水再生課）

・浄化センターの水質管理を適切に実施
・浄化センターの放流水質の詳細は、上下水道局ホーム
ページで公表

令和２年度の放流水質：全ての
項目で排水基準値に適合

工場・事業場汚濁負荷量調査
（環境政策部環境管理課）

総量規制対象工場の汚濁負荷量を報告させるとともに、汚
濁負荷量の測定、総量規制基準の遵守を指導

総量規制対象工場：８事業場

公共下水道整備の推進・生活排水
対策の推進
（上下水道局技術部計画課）

下水道事業計画区域における公共下水道の整備、普及を
促進

水道処理人口普及率：98.7％

計画の体系：２－（１）－②水・土壌環境の保全・改善

ア　工場・事業場に対して定期的に排水調査を行い、排水基準の遵守と水質汚濁防止の指導

イ　下水道整備を進めるとともに、各家庭の下水道への接続の推進

ウ　現在ある合流式下水道の雨天時放流負荷量を、汚水専用管布設、雨水滞水池の設置などによる削減

エ　下水の高度処理施設の導入の検討

オ　水質・土壌等に係る有害物質等の調査を定期的に実施するとともに、生物相調査等を行い、市域の水環境特性の把握に努
め、調査結果を公表

カ　河川や沿岸から排出される汚濁負荷量の低減に努めるとともに、しばしば赤潮の発生が見られる東京湾の水質改善
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

土壌汚染対策
（環境政策部環境管理課）

土壌汚染対策法及び県条例に基づく土壌調査等の指導 ・土壌汚染対策法に基づく届
出：23件
・県条例に基づく届出：63件

環境保全型農業推進事業
（経済部農業振興課）

緑肥作物を導入した有機質な土づくりの推進に対する補
助

有用微生物培養液を活用した悪臭
対策
（土木部河川・傾斜地課）

令和元年度で事業終了

海水浴場の水質検査
（健康部保健所生活衛生課）

■縮小（令和２年度海水浴場未開設）
海水浴場における開設前、開設中の水質検査
・調査時期：５月、１日２回、２日間
・調査対象：海水浴場１か所（長浜）
・検査項目：ふん便性大腸菌群数、Ｏ157、ＣＯＤ、
　　　　　　　ｐＨ、透明度、油膜の有無、気温、水温

水質判定結果：「適」（水質判定
基準による）

合併処理浄化槽の設置促進
（資源循環部資源循環推進課）

下水道事業計画区域外における合併処理浄化槽への設
置換えに対して設置費用の一部を補助

・補助実施基数：５基
・生活排水処理率：95.3％

廃棄物焼却施設・最終処分場の維
持管理指導
（資源循環部廃棄物対策課）

廃棄物焼却施設・最終処分場から排出されるダイオキシン
類について、事業者が実施する分析検査の確認を行うとと
もに、施設の維持管理状況の調査

・廃棄物焼却施設
　調査対象：１か所
　検査項目：排ガス、燃え殻、ば
いじん、放流水中のダイオキシ
ン類
・最終処分場
　調査対象：３か所
　検査項目：放流水、地下水中
のダイオキシン類

大気基準適用施設および水質基準
対象施設の排出制限に係る指導等
（環境政策部環境管理課）

・「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、事業場に対
して立ち入り検査を実施するとともに、事業者が実施する分
析検査の結果の確認
・横須賀市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキ
シン類等汚染防止対策指針に基づき、廃棄物焼却施設の
解体工事等における届出書の提出に対する事前指導

・ダイオキシン類対策特別措置
法
　大気基準適用施設：６事業場
　水質基準対象施設：５事業場
・届出件数
　工事計画：４件
　計画変更：５件
　終了報告：３件

ダイオキシン類削減等に対処したご
み処理施設の整備、管理の適正化
（資源循環部広域処理センター）

横須賀ごみ処理施設において、バグフィルター等によるダ
イオキシン類の削減対策

ダイオキシン類調査結果（基準
値:0.005ｎg－TEQ/㎥Ｎ以下）
・１号炉 （２回）
　0.0011ｎg－TEQ/㎥Ｎ
　0.0000062ｎg－TEQ/㎥Ｎ
・２号炉（２回）
　0.000013ｎg－TEQ/㎥Ｎ
　0.000022ｎg－TEQ/㎥Ｎ
・３号炉（２回）
　0.0000096ｎg－TEQ/㎥Ｎ
　0.000030ｎg－TEQ/㎥Ｎ

コ　海水浴場の水質検査の実施

キ　有害物質の使用状況調査、土壌調査などの指導、土壌汚染対策法に基づく指定区域の監視・指導

ク　農薬・化学肥料の使用量や使用法に配慮した環境にやさしい農業の推進

ケ　有用微生物群（ＥＭ）を活用した河川環境の保全

サ　下水道事業計画区域外において、合併処理浄化槽への転換の啓発、指導

計画の体系：２－（１）－③化学物質対策の推進

ア　産業廃棄物焼却施設などの設置者に対して、排出基準や維持管理基準の遵守の徹底を指導し、ダイオキシン類対策を推進

イ　市のごみ処理施設について、ダイオキシン類の削減などに対処した施設整備・管理の適正化
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

魚介類中の有害物質調査
（健康部保健所生活衛生課）

■中止
市内で水揚げされた魚介類について、食品の安全性確保
のために有害物質の含有量を調査(国の定める暫定的基
準値を参考とする）

水質の監視
（環境政策部環境管理課）

・公共用水域水質測定計画に基づく類型指定水域の調査
（毎月１回）
　　河川：３地点、海域：５地点
・類型指定水域以外の中小河川調査（年６回）
　　10河川、10地点
・地下水質調査（年１回）
　　13地点
・ダイオキシン類調査
　　水質 河川：３地点（年１回）
　　地下水：４地点（年１回）
　　底質 河川：３地点（年１回）
　　土壌：４地点（年１回）

・公共用水域
　河川：13地点で延べ110項目を
測定し104項目で基準を達成（全
項目達成は９地点）
　海域：５地点で延べ164項目を
測定し158項目で基準を達成（全
項目達成は０地点）
・地下水質
　13地点で延べ229項目を測定
し223項目で基準を達成（全項目
達成は７地点）
・ダイオキシン類
　河川、地下水、土壌の全地点
で基準を達成

ゴルフ場農薬調査
（環境政策部環境管理課）

ゴルフ場の水質調査結果を確認 １ゴルフ場：３地点、３回分

有害大気汚染物質調査
（環境政策部環境管理課）

・大気中の有害大気汚染物質調査（毎月実施）
　　２か所（追浜行政センター分館、横須賀市役所）
・大気中のダイオキシン類の調査（年２回実施）
　　４か所（追浜行政センター分館、横須賀市役所、
　　久里浜行政センター、西行政センター）

・有害大気汚染物質調査
　延べ８項目を測定し全項目で
基準を達成
・ダイオキシン類の調査
　全地点で基準を達成

近代化遺産の保存と活用
（教育総務部生涯学習課）

・旧横須賀海軍工廠関連施設（Ａ-41）確認調査
・旧海軍砲術学校前護岸調査
・米が浜砲台遺構確認
・(株)住友重機械工業横須賀製造所浦賀工場測量調査

浦賀港周辺地区再整備事業
（都市部まちなみ景観課）

■中止
浦賀の魅力創出を目指したレンガドック活用イベントの開
催支援

周辺の自然環境と一体となった指
定文化財の適正管理
（教育総務部生涯学習課）

・草刈清掃（三浦安針墓、夏島貝塚）
・園内清掃（大塚復元古墳、千代ヶ崎砲台跡）

・草刈清掃：延べ15回
・園内清掃：延べ８回

新指定重要文化財の指定
（教育総務部生涯学習課）

新指定重要文化財の指定 指定件数：３件

市民文化資産等保存振興事業
（文化スポーツ観光部文化振興課）

市民文化遺産等の保存と有効な活用を図るため、市民文
化資産管理者へ管理奨励金を交付

交付件数：16件

説明板の設置、鑑賞の場の設定に
よる市民と文化財とのふれあいの増
進
（教育総務部生涯学習課）

新規設置及び補修 令和２年度実績なし

埋蔵文化財包蔵地の情報提供や
保護措置、事前相談の実施
（教育総務部生涯学習課）

・「適正な土地利用行為の調整に関する条例」に基づき、
文化財の保護について開発行為を実施する事業者との協
議
・生涯学習課窓口やホームページ等で埋蔵文化財包蔵地
に関する情報を提供

協議件数：33件

埋蔵文化財の適切な保存
（教育総務部生涯学習課）

埋蔵文化財包蔵地で開発行為等が計画された際に、埋蔵
文化財保護のための試掘・確認調査

試掘・確認調査：６件

ウ　食の安全の観点からの魚介類中の有害化学物質調査

エ　有害化学物質などに関する大気・水質などの調査を実施し、情報の公開など、リスクコミュニケーションの推進

計画の体系：２－（１）－④歴史的・文化的環境の保全と継承

ア　近代化遺産の保全と活用

イ　横須賀の歴史・文化・自然に関する貴重かつ重要な文化的遺産を未来へ継承していくための保全と活用の推進

ウ　埋蔵文化財の保護・保存のために、その所在・範囲に関する資料を作成し、市民および開発事業者などへの周知の推進、ま
た、展示会や報告書の刊行による発掘調査記録の公開
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

埋蔵文化財発掘調査速報展の開
催、試掘結果の公表
（教育総務部生涯学習課）

埋蔵文化財速報展を実施し、近年の主な埋蔵文化財調
査、新指定重要文化財調査の結果を速報として公表

市役所展示コーナー：
　11月２日～11月６日
生涯学習センター：
　11月９日～11月30日

文化財保護団体への活動費補助の
交付
（教育総務部生涯学習課）

郷土芸能の保護育成を目的とする文化財保護団体に対し
活動費補助金を交付

交付件数：１件（横須賀市民俗
芸能保存協会に８万円を交付）

民俗芸能ミニイベントの開催等によ
る市民への啓発促進
（教育総務部生涯学習課）

■中止
　民俗芸能イベント

伝統的芸能行事等の継承のための
後継者育成
（教育総務部生涯学習課）

神奈川県民俗芸能保存協会に対し、地元で開催される郷
土芸能の情報を提供

史跡地の保護や文化財調査の促
進、文化財の保護に係る補助の実
施
（教育総務部生涯学習課）

・国有文化財の管理（「三浦安針墓」の見廻り看視の実施）
・国、県、市指定重要文化財管理者に対し、文化財管理奨
励金を交付

奨励金交付件数：24件

史跡や歴史的町並み、原風景の保
存
（教育総務部生涯学習課）

千代ケ崎砲台跡等の史跡の除草・清掃等

道路に面する地域の騒音振動測定
（環境政策部環境管理課）

・主要道路沿道９地点において、騒音及び振動を測定し、
環境基準超過戸数及び割合を算出・評価
・測定結果を要請限度及び環境基準（騒音のみ）と比較す
ることによって状況を把握し、集計データを道路管理者あ
てに送付

・騒音
　９地点で測定し８地点で基準を
達成
・振動
　９地点で測定し全地点で昼夜
ともに要請限度以下

騒音・振動関係工場・事業場の規
制指導
（環境政策部環境管理課）

・騒音・振動規制法に基づき、特定施設の設置・変更に伴
う届出の受理と規制基準の遵守等を事前指導
・特定建設作業実施届出書の受理と騒音・振動防止等の
指導
・特定工場等に対する立入検査及び公害苦情調査

・特定施設の設置・変更に伴う届
出
　届出受理件数：騒音28件、振
動15件
・特定建設作業実施届出書
　届出受理件数：騒音161件、振
動75件
・立入検査及び公害苦情調査
　実施件数：38件

深夜飲食店等深夜営業騒音の規
制指導
（環境政策部環境管理課）

騒音苦情の発生した深夜飲食店等に対して、関係機関と
連携して夜間パトロールを実施し、規制基準の遵守等を指
導

指導件数：４件

悪臭発生工場・事業場調査
（環境政策部環境管理課）

悪臭防止法に基づく調査 令和２年度測定調査なし（測定
を伴う苦情等の発生なし）

工場・事業場悪臭防止指導
（環境政策部環境管理課）

・県条例に基づく許可申請時に、悪臭の規制基準の遵守
を指導
・悪臭公害苦情に際して、事業者に指導を実施

・県条例に基づく許可申請
　申請件数（悪臭関係施設）：設
置１件、変更６件
・悪臭公害苦情
　指導件数：21件

オ　先人から引き継いだ文化財を将来へと受け継ぎ、市民の文化の向上に役立つよう、史跡地の保護・整備や文化財の調査の推
進、また、文化財の保全修理事業や管理に対する補助を行い、文化財の総合的な保存施策の推進

エ　地域の歴史を掘り起こすとともに、特色ある郷土の歴史を理解し、市民の誇りとして将来に向けた継承

カ　地域のシンボルとして、史跡や歴史的街並みや原風景を保存し、地域住民の郷土意識を高め、生活環境の質的向上や地域
活性化の推進

計画の体系：２－（１）－⑤その他の生活環境の保全・改善

ア　道路騒音・振動などについて調査し、道路および沿道状況の把握

イ　特定建設作業の実施者および工場等に対して騒音・振動規制基準の遵守等についての指導

ウ　深夜営業飲食店等へパトロールによる営業騒音の防止

エ　工場などの悪臭に関する調査、適正な規制指導
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

空き地の環境保全
（消防局予防課）

空き地、空き家対策では、継続的な調査、適正な管理（雑
草の草刈りなど）の指導

・調査件数：217件
・指導対象数：73件
・指導結果
　　刈り取り完了（予定）：26件
　　未完了：47件（所有者不明含
む）

空き地への雑草刈り取り指導
（環境政策部環境管理課）

空き地の雑草に関する苦情が発生した際に、土地所有者
に通知し、雑草の刈り取りを指導

・苦情受付件数：62件
・指導件数：43件

広報紙による空き地適正管理の啓
発
（環境政策部環境管理課）

空き地の適正管理（雑草の刈り取り）に関する啓発記事を
「広報よこすか」に掲載

光害周知啓発事業
（環境政策部環境管理課）

生活環境や景観に配慮した照明環境をめざし、光害対策
に関する啓発記事を「広報よこすか」に掲載

環境アセスメント調査指導等業務
（環境政策部環境管理課）

環境アセスメントに係る事務

酸性雨調査
（環境政策部環境管理課）

平成24年度で調査終了

オ　空き地および空き家の適正管理について、広報紙により啓発を行うとともに、必要に応じて雑草繁茂状況の調査および刈り取
りの指導

カ　光害について、適正な照明環境への配慮を行うよう、周知・啓発

キ　環境アセスメントおよび公有水面埋立に係る法令等に基づき、環境影響評価の事務の的確な実施

ク　酸性雨のモニタリング調査を継続実施し、酸性雨の実態を把握します
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

低炭素で持続可能なよこすか戦略
プラン（2011～2021）の推進
（環境政策部環境企画課）

・横須賀市地球温暖化対策地域協議会との協力・連携によ
る、市域における温暖化対策の取組を推進
・ＹＥＳに基づき市施設、各課等において省エネルギー対策
を推進

・市域からの温室効果ガス排出
量：約1,776千トン（基準年度比
31.0％削減（令和元年度））
・市の事務事業からの温室効果
ガス排出量：59,355トン（基準年
度比：9.8％削減）

横須賀市ゼロカーボンシティの宣言
（環境政策部環境企画課）

2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「横須
賀市ゼロカーボンシティ」を宣言

ブルーカーボン事業の検討
（環境政策部環境企画課）

温室効果ガスの吸収源として海藻類が吸収する二酸化炭
素を排出量と相殺するブルーカーボンの検討

横須賀市環境マネジメントシステム
（ＹＥＳ）の運用管理
（環境政策部環境企画課）

横須賀市独自の環境マネジメントシステムであるＹＥＳの運
用・管理

・内部環境監査（７月～10月）
・ホームページ等による情報公開
（通年）

「庁内環境活動実績報告書」の作
成・配付
（環境政策部環境企画課）

本市独自の環境マネジメントシステム（ＹＥＳ）の運用状況や
グリーン購入の推進など環境活動に関する「庁内環境活動
実績報告書」を作成し、行政センター等に配架

低公害車の情報提供
（環境政策部環境企画課）

関係団体から提供される低公害車の情報を庁内関係機関
に通知

令和２年度実績なし

ごみ収集車購入事業
（資源循環部資源循環総務課）

ごみ収集車の更新時に低公害車を導入 導入台数：８台

市公用車の低公害車導入状況
（環境政策部環境企画課）

全庁における低公害車の導入状況を把握 低公害車導入率（全部局）：
83.7％

公用車の低公害車導入
（総務部総務課）

「横須賀市グリーン購入基本方針」によるリース車両を新規
導入

導入台数
・軽自動車：６台
・普通乗用車：２台

公用車の低公害車導入
（上下水道局経営部総務課）

公用車の更新時に「横須賀市グリーン購入基本方針」に基
づき低公害車を導入

導入台数：７台

グリーン購入の推進
（環境政策部環境企画課）

「横須賀市グリーン購入調達方針」に基づき、庁内における
物品等の調達時にグリーン購入を実践し、取り組み結果を
ホームページ等で公表

・対象：22分野275品目
・集計対象：抽出指定し22分野
95品目

再生可能エネルギー導入の推進
（環境政策部環境企画課）

国や県、県内市町村による地球温暖化対策の連絡調整会
議などに参加

歩車道整備事業（道路沿道の緑化
等）
（土木部道路建設課）

平成30年度で事業完了

公共施設緑化ガイドラインに関する
業務
（環境政策部自然環境共生課）

ガイドラインの適正な運用に向け、庁内掲示板により広く周
知

報告件数：15課から21件（新規
植栽９件、伐木20件）

地区計画の決定等
（都市部都市計画課）

湘南国際村地区地区計画の変更

地区計画の決定・緑地協定の締結
（環境政策部自然環境共生課）

市街地の良好なみどり環境を確保するため、住民間で締結
する緑地の保全・緑化に関する緑地協定の指導、認可を実
施

令和２年度実績なし

「適正な土地利用の調整に関する
条例」による緑化指導
（環境政策部自然環境共生課）

「適正な土地利用の調整に関する条例」による開発行為等
に対する緑化の指導

指導件数：33件

計画の体系：３－（１）－①温室効果ガスの削減および吸収源の増加

ア　「 低炭素で持続可能なよこすか 戦略プラン（2011～2021）」に基づく取り組みの実施、計画の推進

イ　YES（横須賀市環境マネジメントシステム）の運用・管理による市役所全体での環境配慮の取り組みの推進、環境施策の効
果的な実施

ウ　市自らが率先した自動車使用の自粛や低公害車の導入など

エ　環境負荷の少ない商品に関する情報提供によるグリーン購入の普及

オ　国、神奈川県、他の自治体と協力した広域的な施策の展開

カ　道路整備に伴う緑化など環境に配慮したみどりゆたかな道路空間の整備の推進

キ　公共施設における緑化を推進するために、指針などに基づく積極的な緑化の推進

ク　市街化区域の開発事業地での地区計画の導入や緑地協定を締結するなど緑化の推進
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

民有地緑化支援制度
（環境政策部自然環境共生課）

民有地（住宅・事業所等）における道路面緑化、駐車場緑
化、屋上緑化、壁面緑化等の緑化行為に対し、補助金を交
付

補助件数等：15件、497.5㎡、
753千円（道路面緑化：15件、
484.2㎡、駐車場緑化：１件（道路
面緑化と併用）、13.3㎡)

緑化施設整備計画認定制度
（環境政策部自然環境共生課）

平成29年度で事業廃止
（平成29年６月の都市緑地法の改正により制度廃止）

緑化地域制度
（環境政策部自然環境共生課）

【未実施】みどりの基本条例やみどりの基本計画に位置付
けた施策を推進する中で今後検討

令和２年度実績なし

雨水排水設備の整備
（上下水道局技術部計画課）

降雨時の浸水を防止するため、雨水排水施設の整備を推
進

雨水整備面積率：62.6％

雨水浸透桝の設置指導
（上下水道局技術部給排水課）

排水設備の計画確認申請時に浸水被害軽減を目的とした
雨水浸透桝の設置を促進

透水性舗装整備の推進
（環境政策部公園建設課）

透水性舗装 平和中央公園：2,599.66㎡

透水性舗装整備の推進
（土木部道路建設課）

透水性舗装 よこすか海岸通り歩道改良舗装
その他工事：974㎡（透水性イン
ターロッキングブロック舗装）
14㎡（透水性溶接スラグ舗装）

透水性舗装整備の推進
（土木部道路補修課）

透水性舗装 令和２年度実績なし

透水性舗装整備の推進
（上下水道局技術部水道管路課）

透水性舗装 令和２年度実績なし

透水性舗装整備の推進
（上下水道局技術部下水道管渠課）

透水性舗装 令和２年度実績なし

透水性舗装整備の推進
（上下水道局技術部水道施設課）

透水性舗装 令和２年度実績なし

雨水利用
（健康部健康総務課）

ウェルシティ市民プラザにおいて雨水を貯水槽に集水し、
濾過器を通しトイレや散水などの雑用水に利用

水節約量：1,954ｍ３

下水処理水の再利用
（上下水道局技術部水再生課）

下水汚泥を脱水する際に使用する凝集剤溶解水や機器の
冷却水等に下水処理水を再利用

再利用量：7,317,899m3/年
（４浄化センター分）

緑のカーテンの取り組みの周知啓
発
（環境政策部環境企画課）

横須賀市地球温暖化対策地域協議会で「緑のカーテンコン
テスト」を実施
■中止
緑のカーテン作り方講習会

緑のカーテンコンテスト応募数：
17件

民有地緑化支援制度
（環境政策部自然環境共生課）

民有地（住宅・事業所等）における道路面緑化、駐車場緑
化、屋上緑化、壁面緑化等の緑化行為に対し、補助金を交
付

補助件数等：15件、497.5㎡、
753千円（道路面緑化：15件、
484.2㎡、駐車場緑化：１件（道路
面緑化と併用）、13.3㎡)

クールビズ・ウォームビズの推進
（総務部人事課）

クールビズ・ウォームビズともに庁内イントラに内容を掲示し
取り組みを周知

熱中症予防啓発
（健康部保健所健康づくり課）

・広報よこすかに啓発記事を掲載、全戸配布
・市ホームページに過去５年の発生件数、搬送件数、チラ
シ、ポスターを掲載
・庁内外にポスター掲示及びチラシ配布（私立保育園、認
定こども園、私立幼稚園、学童クラブ、医師会・歯科医師
会・薬剤師会会員等）

イ　雨水や再生水の利用の検討・推進

ケ　民有地における緑化を推進するための制度などを検討し、運用を図ることで市民・事業者などの緑化の支援

計画の体系：３－（１）－②地球温暖化適応策の推進

ア　浸水対策を図るとともに、雨水浸透施設の普及・指導

ウ　猛暑日などにおける不快感の解消を図るため、ヒートアイランド対策の検討・推進

エ　熱中症および蚊が媒介するデング熱等の感染症の情報提供と予防対策の推進
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

熱中症予防対策
（消防局救急課）

・リーフレットの作成
・熱中症予防に関する市民への広報活動
　救急講習での広報
　予防救急講習会の開催
　防災訓練や各種イベントでの広報
　ホームページやツイッターを活用した広報
　　熱中症予防に関する講習形態の動画を公開
・神奈川県へ熱中症発生件数を随時情報提供
・救急車両等に予防啓発ステッカーを掲示

感染症媒介蚊サーベイランス事業
（健康部保健所健康づくり課）

・感染症媒介蚊サーベイランスを実施し、調査結果を始め、
蚊媒介感染症の情報を市HPに掲載
・ポスターを保健所内に掲示し、市民への情報提供
・蚊媒介感染症のウイルスが検出されなかったこと等の情報
提供

港湾海岸高潮対策事業
（大津海岸）
（みなと振興部港湾整備課）

海岸高潮対策として、護岸ブロック及び上部工を整備 ・護岸ブロック延長：38.1m
・上部工延長：433.4m

港湾海岸侵食対策事業
（野比海岸）
（みなと振興部港湾整備課）

海岸侵食対策として、離岸堤を整備 離岸堤延長：116ｍ

漁港海岸侵食対策事業
（北下浦海岸）
（みなと振興部水産振興課）

漁港海岸侵食対策として、離岸堤を整備 離岸堤延長：108ｍ

災害予防対策事業
（市民部危機管理課）

・神奈川県が指定した土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の
崩壊）に基づき、対象区域の土砂災害ハザードマップを新
たに作成・公表し、市民に配布
・神奈川県が指定した洪水浸水想定区域（想定最大規模）
に基づき、対象区域の洪水ハザードマップを新たに作成・
公表し、市民に配布

・土砂災害ハザードマップ：
25,000部作成
・洪水ハザードマップ：40,000部
作成

内水による浸水ハザードマップ
（上下水道局技術部計画課）

浸水の危険性が高い地区（５地区）について、横須賀市上
下水道局が独自にハザードマップを作製し、横須賀市上下
水道局ホームページにおいて公表

ノンステップバス導入補助
（都市部都市計画課）

高齢者をはじめ誰もが安全で利用しやすいノンステップバス
の普及促進のため、バス事業者が購入するノンステップバス
に対し、車両購入費の一部を補助

令和２年度補助（導入）実績なし

道路整備の推進
（土木部道路建設課）

渋滞の軽減及び円滑な交通流確保のため、「快適な暮らし
を支える生活基盤整備」として市内環状線の整備を推進

整備：１路線

交通問題対策部会の運営
（土木部土木計画課）

交通事故や渋滞対策などの交通の諸問題に対応するた
め、道路の交通安全施設や改善に関する事項について、
関係機関と情報共有・連絡調整するための会議を開催

書面による会議：２回

広域幹線道路整備促進事業
（土木部土木計画課）

広域連絡機能を強化し、都市の活力を維持発展させるた
め、都市間や地域間相互を連絡する圏央道、三浦半島中
央道路などの早期整備のための要望活動

国県道整備事業調整事務
（土木部土木計画課）

三浦縦貫道路Ⅱ期北側区間の供用開始や(都）安浦下浦
線などの広域幹線道路について、事業主体や関係機関と
の調整

供用開始：1.9㎞

地域公共交通検討事業
（都市部都市計画課）

・地域公共交通会議の開催
・コミュニティバスの本格運行における車両購入費の補助、
バス停留所の整備

会議開催：年１回

国道357号整備促進事業
（土木部土木計画課）
（都市部都市計画課）
（経営企画部まちづくり政策課）

・国道357号（八景島～夏島）の工事着工
・国道357号（夏島以南）の延伸ルート案の検討
・引き続き、国道357号（八景島～夏島）早期供用と南下延
伸ルートの都市計画決定に向け、事業主体や関係機関との
調整

オ　高潮、波浪などによる被害防止のため、護岸などの整備による越波や浸水の防止

カ　集中豪雨などによる浸水被害および土砂災害被害を軽減するため、ハザードマップの作成・公表

計画の体系：３－（１）－③都市交通に係る環境負荷の低減

ア　環境負荷の抑制につながる新たな地域交通の導入や有害物質の排出量増大につながる交通渋滞を緩和させる施策の推進
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

国道357号整備促進事業
（経営企画部まちづくり政策課）

国道357号（八景島～夏島）早期供用と南下延伸ルートの
都市計画決定に向け、事業主体や関係機関との調整

季節大気汚染対策
（環境政策部環境管理課）

ボイラー使用の適正管理、暖房温度の適正化、アイドリング
ストップなどについてポスターにより啓発

歩車道整備事業（道路沿道の緑化
等）
（土木部道路建設課）

平成30年度で事業完了

低公害車の情報提供
（環境政策部環境企画課）

関係団体から提供される低公害車の情報を庁内関係機関
に通知

令和２年度実績なし

ごみ収集車購入事業
（資源循環部資源循環総務課）

ごみ収集車の更新時に低公害車を導入 導入台数：８台

市公用車の低公害車導入状況
（環境政策部環境企画課）

全庁における低公害車の導入状況を把握 低公害車導入率（全部局）：
83.7％

公用車の低公害車導入
（総務部総務課）

「横須賀市グリーン購入基本方針」によるリース車両を新規
導入

導入台数
・軽自動車：６台
・普通乗用車：２台

公用車の低公害車導入
（上下水道局経営部総務課）

公用車の更新時に「横須賀市グリーン購入基本方針」に基
づき低公害車を導入

導入台数：７台

ＥＶ普及事業の実施
（環境政策部環境企画課）

・家庭用電気自動車導入者奨励金
・住宅用ＰＣＳ（電気自動車充給電設備）導入者奨励金

奨励金交付件数
　電気自動車：21件
　住宅用ＰＣＳ：１件

電気自動車普及促進事業
（経済部企業誘致・工業振興課）

・民間事業者への充電器補助
・民間事業者へのEV導入費補助
・次世代自動車を活用した先進的な取り組みを行う事業者
等の認定
・共同住宅と事業所（通勤車両・事業用車両）のEV充電器
設置に向けて重点的にPR

・充電器補助件数：４件、７基
・EV導入費補助件数：４件、４台
・事業者等認定件数：２件

アイドリング・ストップの推進
（環境政策部環境管理課）

・啓発ポスターを指定事業所、駐車場管理者、安全運転管
理者会加入事業所、市内タクシー業界等に配布
・環境管理課カウンターにおいてパンフレットを配架

地産地消の推進
（経済部農業振興課）

関係団体と連携し、よこすか野菜の販売促進・ＰＲ

地産地消の推進
（みなと振興部水産振興課）

地場産水産物等の魅力や良さを市内直売所やイベントでＰ
Ｒ

イベント回数：１回

ＥＶ普及事業の実施
（環境政策部環境企画課）

・家庭用電気自動車導入者奨励金
・住宅用ＰＣＳ（電気自動車充給電設備）導入者奨励金

奨励金交付件数
　電気自動車：21件
　住宅用ＰＣＳ：１件

電気自動車普及促進事業
（経済部企業誘致・工業振興課）

・民間事業者への充電器補助
・民間事業者へのEV導入費補助
・次世代自動車を活用した先進的な取り組みを行う事業者
等の認定
・共同住宅と事業所（通勤車両・事業用車両）のEV充電器
設置に向けて重点的にPR

・充電器補助件数：４件、７基
・EV導入費補助件数：４件、４台
・事業者等認定件数：２件

計画の体系：３－（２）－①省エネルギー対策の推進

イ　冬期における大気汚染物質などの低減に向けた取り組みの推進

ウ　道路整備に伴う緑化など環境に配慮したみどりゆたかな道路空間の整備の推進

エ　市自らが率先した自動車使用の自粛や低公害車の導入など

オ　「横須賀EV創生project」に基づくさまざまな取り組みを検討・展開し、EV（電気自動車）をはじめとする次世代自動車の普及
促進

カ　マイカー利用の抑制や、エコドライブの周知など、市民や事業者に対する啓発の推進

キ　地産地消の推進

ア　「横須賀EV創生project」に基づくさまざまな取り組みを検討・展開し、EV(電気自動車）をはじめとする次世代自動車の普及促
進
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

エネルギーの効率利用
（都市部公共建築課）
（環境政策部公園建設課）

・高効率機器の採用
　よこすか近代遺産ミュージアム ティボディエ邸その他施設
・ＬＥＤ照明の採用
　横須賀スタジアムナイター設備その他施設
・トップランナー変圧器の採用
　よこすか近代遺産ミュージアム ティボディエ邸
・インバーター制御エレベータの採用
　大津中学校その他施設

・高効率機器：９件
・ＬＥＤ照明：44件
　（横須賀スタジアム：４基）
・トップランナー変圧器：１件
・インバーター制御エレベータ：８
件

エネルギー管理に関する現地調査
の実施
（環境政策部環境企画課）

施設更新等のあった施設、新規施設について管理標準の
作成

省エネルギー機器の導入
（上下水道局技術部浄水課）

・逸見総合管理センター地下駐車場の照明を蛍光灯から
LEDランプへ交換
・有馬浄水場の外灯を蛍光灯からLEDランプへ交換

大規模土地利用行為における再生
可能エネルギー・省エネルギー設備
の導入促進
（環境政策部環境企画課）

大規模土地利用行為連絡調整会議に該当する案件が生じ
た場合、設備導入の意見を提出

令和２年度実績なし（該当案件
なし）

横須賀市地球温暖化対策地域協議
会事務局の運営
（環境政策部環境企画課）

・「横須賀市地球温暖化対策地域協議会」において温室効
果ガス削減に向けた活動を推進
・節電啓発事業の実施、広報活動などへの支援
■一部中止
相互交流を生かした人材育成、プロジェクトチーム事業

総会・理事会等の開催：５回

家庭で取り組む省エネについての
情報提供
（環境政策部環境企画課）

「広報よこすか」や市のホームページで、節電をはじめ、省
エネの取り組みなどの情報を提供

横須賀市環境マネジメントシステム
（ＹＥＳ）の運用管理
（環境政策部環境企画課）

横須賀市独自の環境マネジメントシステムであるＹＥＳの運
用・管理

・内部環境監査（７月～10月）
・ホームページ等による情報公開
（通年）

クールビズ・ウォームビズの推進
（総務部人事課）

クールビズ・ウォームビズともに庁内イントラに内容を掲示し
取り組みを周知

職員研修の実施
（総務部人事課）

令和元年度で事業終了

環境配慮指針（日常生活編・事業活
動編）の活用
（環境政策部環境企画課）

横須賀市環境配慮指針「開発行為等事業編」、環境にやさ
しい市民・事業者の行動・配慮指針の配布とともに、市ホー
ムページへの掲載などにより周知・活用の促進

ごみ焼却による廃熱利用
（資源循環部広域処理センター）

ごみ焼却による発生廃熱を発電に利用 発電電力量：43,287,230kWh

市街地再開発事業
（経営企画部まちづくり政策課）

市街地再開発事業の事業化を目指す権利者組織等の支
援

電動自転車導入モデル事業
（環境政策部環境企画課）

地球温暖化対策及び職員への啓発を目的に導入した電動
アシスト自転車２台を公用自転車として利用

・利用回数：延べ127回
・稼働率：9.8％（２台合計）
・ガソリン代節減軽費：7,788円
・ＣＯ２排出削減量：139.0ｋｇ

自転車利用のための環境整備
（文化スポーツ観光部観光課）

令和３年３月からハローサイクル（シェアサイクル事業）のス
テーション増設

・増設：６か所→11か所
・利用状況：延べ1,836台

カ　ごみ焼却施設で発生する廃熱を発電や温水利用などへの有効利用

イ　市自らが率先した公共施設における省エネルギー手法を取り入れた施設整備

ウ　市民および事業者における省エネルギー設備などの普及啓発の推進

エ　市職員への省エネルギー意識の啓発を行い、配慮行動の実践

オ　「環境にやさしい市民および事業者の行動・配慮指針」の活用を周知し、省エネルギー型ライフスタイルへの転換の促進

キ　市街地再開発事業などにおける効率的なエネルギー利用の推進

ク　自転車の利用促進を図りことによる自動車利用の削減
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

商店街共同施設整備・補修・撤去事
業補助金（省エネ電球への交換）
（文化スポーツ観光部商業振興課）

１団体１事業において街路灯照明を省エネ電灯（LED電灯）
に交換

交換台数：46基

ナトリウムイオン電池の運用
（上下水道局技術部水再生課）

NaS電池を運用した夜間電力の有効利用

住宅用スマートエネルギー設備設
置費補助事業等
（環境政策部環境企画課）

・ＰＣＳ（電気自動車充給電設備）奨励金
・太陽光発電システムのよこすかエコポイントへの交付

・奨励金交付件数：１件
・エコポイントへの交付
　申請件数：57件
　交付件数：36件

環境配慮指針（日常生活編・事業活
動編）の活用
（環境政策部環境企画課）

横須賀市環境配慮指針、環境にやさしい市民・事業者の行
動・配慮指針の配布のほか、市ホームページへの掲載など
による周知及び活用の促進

よこすかエコポイント事業
（環境政策部環境企画課）

太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム、定置用リ
チウムイオン蓄電システム、ＨＥＭＳ、各種高効率給湯機、
電動バイクの新規設置・購入した市民に市内協力事業者の
商品券等と交換できるエコポイントを交付

よこすかエコポイント
　申請件数：929件
　交付件数：600件

環境総合政策会議温暖化対策推進
部会
（環境政策部環境企画課）

庁内会議「環境総合政策会議温暖化対策推進部会」にお
いて、再生可能エネルギー利用設備の積極的導入を共有

会議開催：２回

雨水利用
（健康部健康総務課）

ウェルシティ市民プラザにおいて雨水を貯水槽に集水し、
濾過器を通しトイレや散水などの雑用水に利用

水節約量：1,954ｍ３

コージェネレーション設備の稼働
（健康部健康総務課）

ウェルシティ市民プラザのコージェネレーション設備の稼働
により、受給電力の一部を削減するとともに、発電時の発生
熱エネルギーをプール室等の給湯に有効活用

学校施設における新エネルギー設
備等の導入および活用
（教育総務部学校管理課）

学校において太陽光発電等の新エネルギー設備を導入
し、施設内の電力として使用するとともに、環境学習に利用
　導入した学校
　　横須賀総合高等学校（平成14年度）
　　大塚台小学校（平成14年度）
　　大矢部小学校（平成19年度）
　　諏訪小学校（平成24年度）

太陽光発電等の利用
（環境政策部公園建設課）

太陽光発電時計等の設置 大津１丁目公園ほか２公園

下水処理水の再利用
（上下水道局技術部水再生課）

下水汚泥を脱水する際に使用する凝集剤溶解水や機器の
冷却水等に下水処理水を再利用

再利用量：7,317,899m3/年
（４浄化センター分）

横須賀ごみ処理施設（焼却施設）に
おける廃熱により発電した電気の利
用
（資源循環部広域処理センター）

横須賀ごみ処理施設（エコミル）におけるごみ焼却時に発生
する廃熱により発電した電気の施設内利用

・ごみ焼却量：94,455トン
・発電電力量：43,287,230kWh

住宅用スマートエネルギー設備設
置費補助事業等
（環境政策部環境企画課）

・ＰＣＳ（電気自動車充給電設備）奨励金
・太陽光発電システムのよこすかエコポイントへの交付

・奨励金交付件数：１件
・エコポイントへの交付
　申請件数：57件
　交付件数：36件

太陽光発電事業に係る市施設の屋
根貸し事業
（環境政策部環境企画課）

事業者と協定を締結し、目的外使用許可を行い発電事業を
継続中

ケ　省エネ電球など、環境にやさしい設備の普及に向けた支援

コ　夜間電力を有効利用した昼間電力のピークカット

サ　低炭素なまちづくりを目指し、二酸化炭素排出の低減のための技術や設備などを積極的に活用した住宅の普及

計画の体系：３－（２）－②再生可能エネルギーの利用

ア　公共施設における再生可能エネルギー利用設備の導入・利用

イ　市民および事業者における再生可能エネルギー設備などの普及啓発の推進

60



事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

大規模土地利用行為における再生
可能エネルギー・省エネルギー設備
の導入促進
（環境政策部環境企画課）

大規模土地利用行為連絡調整会議において開発事業者
に設備導入を要請

令和２年度実績なし（該当案件
なし）

よこすかエコポイント事業
（環境政策部環境企画課）

太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム、定置用リ
チウムイオン蓄電システム、ＨＥＭＳ、各種高効率給湯機、
電動バイクの新規設置・購入した市民に市内協力事業者の
商品券等と交換できるエコポイントを交付

よこすかエコポイント
　申請件数：929件
　交付件数：600件

太陽光発電、太陽熱利用システム、
高効率給湯器などの効果や機器に
ついての情報提供
（環境政策部環境企画課）

「広報よこすか」や市のホームページで支援事業に関する
情報提供

令和２年度実績なし

住宅用スマートエネルギー設備設
置費補助事業等
（環境政策部環境企画課）

・ＰＣＳ（電気自動車充給電設備）奨励金
・太陽光発電システムのよこすかエコポイントへの交付

・奨励金交付件数：１件
・エコポイントへの交付
　申請件数：57件
　交付件数：36件

環境配慮指針（日常生活編・事業活
動編）の活用
（環境政策部環境企画課）

横須賀市環境配慮指針、環境にやさしい市民・事業者の行
動・配慮指針の配布のほか、市ホームページへの掲載など
による周知及び活用の促進

よこすかエコポイント事業
（環境政策部環境企画課）

太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム、定置用リ
チウムイオン蓄電システム、ＨＥＭＳ、各種高効率給湯機、
電動バイクの新規設置・購入した市民に市内協力事業者の
商品券等と交換できるエコポイントを交付

よこすかエコポイント
　申請件数：929件
　交付件数：600件

ウ　低炭素なまちづくりを目指し、二酸化炭素排出の低減のための技術や設備などを積極的に活用した住宅の普及
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

循環型都市推進事業
（資源循環部資源循環総務課）

・現行ごみ処理基本計画の進行管理
・新ごみ処理基本計画の策定
・ごみ処理実施計画の策定

ごみの有料化に関する調査
（資源循環部資源循環総務課）

全国自治体における家庭ごみ有料化の実施状況を調査

生ごみ減量化推進事業
（資源循環部資源循環推進課）

家庭用生ごみ等減量化処理機器を購入した市民に補助金
を交付

・交付件数：160基
・金額：2,521,000円

アイクル・マイスター活動
（資源循環部リサイクルプラザ）

平成27年度で活動終了

ごみの減量化・資源化啓発事業
（資源循環部資源循環推進課）

・広報よこすかなどに、ごみの減量化・資源化、適正処理に
ついての啓発記事を掲載
・市民を対象としたごみ処理施設の見学、小中学生・高校生
を対象としたごみ処理を中心とした環境問題の学習会
■中止
・町内会、自治会等を対象としたごみの減量化・資源化啓発
事業に関するごみトーク
・ごみ問題学習会

子どもごみ教室
　開催回数：44回
　参加者：延べ2,060人

「環境にやさしい買い物キャンペー
ン」の普及・啓発の実施
（環境政策部環境企画課）

市のホームページ等により普及・啓発を実施

ごみダイエット推進員活動
（資源循環部資源循環推進課）

■中止
ごみダイエット推進員を対象としたごみ処理施設の見学会及
び研修会

簡易包装の促進
（資源循環部資源循環推進課）

小中学生・高校生を対象とした子どもごみ教室等において
簡易包装推進の呼びかけ
■中止
町内会、自治会等を対象としたごみトーク

レジ袋削減対策
（資源循環部資源循環推進課）

令和２年７月から始まったレジ袋の有料化について、県内自
治体の取り組み状況を参考とし、マイバッグの持参等、市民
への周知を行い、レジ袋削減を推進

クリーンよこすか推進事業
（資源循環部資源循環推進課）

クリーンよこすか市民の会委員による、まちの清掃美化活動
の実践と啓発
■中止
　クリーンよこすか市民のつどい開催
　中央会議開催
　小中学生ポスター・標語の募集・展示
■縮小
　ポイ捨て防止街頭キャンペーン

ポイ捨て防止街頭キャンペーン：
全７日、参加者82人

事業系ごみ排出指導事業
（資源循環部廃棄物対策課）

・事業系ごみ排出事業者に対する適正排出の指導、啓発
・市内225事業者から事業系一般廃棄物減量化等計画書兼
実績書を受領

計画の体系：４－（１）－①ごみの減量化の推進

ア　ごみの減量化策を推進するとともに、新たな施策の検討

イ　さまざまな方法により、ごみの減量化について普及啓発活動の実施

ウ　ごみの発生を抑制するために、市民・事業者の活動の支援

エ　市民団体等によるまちの美化活動の支援

オ　事業系ごみの排出指導の実施
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

リサイクルプラザ再資源化推進
（資源循環部リサイクルプラザ）

分別収集した資源ごみをリサイクルプラザで圧縮・梱包し、
再資源化を推進（リサイクルプラザ搬出実績）

・スチール缶：612トン
・アルミ缶：816トン
・無色のびん：887トン
・茶色のびん：658トン
・その他の色のびん：482トン
・ペットボトル：1,571トン
・段ボール：3,949トン
・紙パック：70トン
・その他の紙：840トン
・容器包装プラスチック：7,180トン

使用済み乾電池収集処理事業
（資源循環部資源循環推進課）
（資源循環部資源循環久里浜事務
所）

市内371か所に使用済み乾電池の回収箱を設置し、収集し
た乾電池を委託によりリサイクル処理

設置場所
　小売店等：285店
　町内会館等：39施設
　市施設：42施設
　県施設：５施設

下水汚泥焼却灰等の再資源化
（上下水道局技術部水再生課）

下水処理の過程で発生した汚泥を焼却し、できた焼却灰等
をセメント等の原料とする再資源化を検討、実施

・発生汚泥焼却灰等：数量：
1,373.50トン
・セメント化等再資源化：981.20ト
ン

ミックスペーパー等回収事業
（資源循環部資源循環推進課）

市庁舎等から排出される古紙などを回収し、資源化を促進 ・ミックスペーパー：165,350㎏
・廃蛍光管：2,872㎏

ミックスペーパー等回収事業
（総務部会計課）

市庁舎等から排出される古紙などを回収し、資源化を促進 ・新聞：7,300㎏
・段ボール：16,020㎏

公文書廃棄事業
（総務部総務課）

保存年限が経過したことにより廃棄する公文書などを回収
し、資源化を促進

公文書廃棄量：96,120kg

焼却灰溶融固化等処理事業
（資源循環部広域処理センター）

横須賀ごみ処理施設で発生した焼却灰を埋め立て処分で
はなく、溶融固化等により再資源化を推進

溶融固化等量：7,843トン

再生家具の提供
（資源循環部リサイクルプラザ）

■中止
再生家具の提供

放置自転車リサイクル事業
（土木部土木計画課）

駅周辺等から移動した放置自転車のうち、返還されなかった
ものを売却

放置自転車の売却：799台

循環型都市推進事業
（資源循環部資源循環総務課）

・現行ごみ処理基本計画の進行管理
・新ごみ処理基本計画の策定
・ごみ処理実施計画の策定

使用済小型家電再資源化事業
（資源循環部資源循環総務課）

公共施設等16か所に設置したボックス及び直接搬入された
粗大ごみからピックアップ回収

処理量：55トン

小型充電式電池資源化回収
(資源循環部資源循環推進課）

市施設３か所に小型充電式電池の回収箱を設置し、広域認
定事業者によりリサイクル処理

回収箱の設置場所
　市役所本庁舎、リサイクルプラ
ザ、横須賀ごみ処理施設

ごみの有料化に関する調査
（資源循環部資源循環総務課）

全国自治体における家庭ごみ有料化の実施状況を調査

アイクル施設見学
（資源循環部リサイクルプラザ）

■縮小
リサイクルプラザ「アイクル」の見学により、ごみの資源化を普
及啓発

１団体、34人実施

アイクルフェアの開催
（資源循環部リサイクルプラザ）

■中止
ごみの減量化・資源化の推進を目的として「アイクルフェア」
（年３回）を開催

リサイクル体験教室
（資源循環部リサイクルプラザ）

■縮小
古布などの廃棄物を利用した作品づくり等のリサイクル体験
教室を開催

開催回数：２回、延べ19人

アイクル・マイスター活動
（資源循環部リサイクルプラザ）

平成27年度で活動終了

計画の体系：４－（１）－②ごみの資源化の推進

ア　ごみの資源化策を推進するとともに、新たな施策の検討

イ　さまざまな方法により、ごみの資源化について普及啓発活動の実施
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

ごみの減量化・資源化啓発事業
（資源循環部資源循環推進課）

・広報よこすかなどに、ごみの減量化・資源化、適正処理に
ついての啓発記事を掲載
・市民を対象としたごみ処理施設の見学、小中学生・高校生
を対象としたごみ処理を中心とした環境問題の学習会
■中止
・町内会、自治会等を対象としたごみの減量化・資源化啓発
事業に関するごみトーク
・ごみ問題学習会

子どもごみ教室
　開催回数：44回
　参加者：延べ2,060人

ごみダイエット推進員活動
（資源循環部資源循環推進課）

■中止
ごみダイエット推進員を対象としたごみ処理施設の見学会及
び研修会

ごみ収納ボックス・カラス除けネット配
付事業
（資源循環部資源循環推進課）
（資源循環部資源循環久里浜事務
所）

・市民等に対する一般廃棄物の分別排出の指導を実施
・データ（集積所の位置）の管理

町内会へ配付
　ごみ収納ボックス：368基
　カラス除けネット：2,382枚

集団資源回収推進事業
（資源循環部資源循環推進課）

町内会などの団体と資源回収業者との協力によって実施さ
れる集団資源回収の推進のため、回収量に応じた奨励金を
交付するなど側面からの支援

・実施団体：499団体
・実施回数：13,170回
・回収量：19,347トン

建設リサイクル法関連事業
（都市部建築指導課）

・建設リサイクル法対象建設工事の届出を審査し、必要に応
じた分別解体の実施に関する助言や勧告、立入検査
・建設リサイクル法対象建設工事現場のパトロール

・届出件数：726件
・通知件数：253件
・パトロール実施件数：28件

建設リサイクル法関連事業
（資源循環部廃棄物対策課）

特定建設資材の分別解体および適正処理を確認する建設
工事現場パトロール

実施件数：８件

事業系ごみ排出指導事業
（資源循環部廃棄物対策課）

・事業系ごみ排出事業者に対する適正排出の指導、啓発
・市内225事業者から事業系一般廃棄物減量化等計画書兼
実績書を受領

使用済小型家電再資源化事業
（資源循環部資源循環総務課）

公共施設等16か所に設置したボックス及び直接搬入された
粗大ごみからピックアップ回収

処理量：55トン

廃棄物広域処理施設建設事業
（資源循環部資源循環総務課）
（資源循環部資源循環施設課）

・環境影響評価事後調査及び届出の実施
・会議等の開催
　横須賀市三浦市ごみ処理広域化連絡会議

会議開催：２回

循環型都市推進事業
（資源循環部資源循環総務課）

・現行ごみ処理基本計画の進行管理
・新ごみ処理基本計画の策定
・ごみ処理実施計画の策定

南処理工場の施設整備の推進
（資源循環部広域処理センター）

令和元年度で事業終了
（令和２年度新規事業に移行）

粗大ごみ処理施設における適正処
理の推進
（資源循環部広域処理センター）

令和元年度で事業終了
（令和２年度新規事業に移行）

ごみ最終処分事業
（資源循環部広域処理センター）

不燃ごみ等選別施設において、破砕選別後の不燃性残さを
適正に処理（最終処分）

搬出量： 731トン

横須賀ごみ処理施設（焼却施設）に
おける適正処理の推進
（資源循環部広域処理センター）

収集したごみを適正に処理するために、焼却施設において
適正な焼却処理

・ごみ焼却量：94,455トン
・発電電力量：43,287,230kWh

横須賀ごみ処理施設（不燃ごみ等選
別施設）における適正処理の推進
（資源循環部広域処理センター）

粗大ごみ及び不燃ごみの破砕処理前に金属類、破砕不適
物の分別を実施

・粗大ごみ等処理量：5,585トン
・金属類等再資源：921トン
・破砕不適物等処理：141トン

カ　使用済み小型家電の資源化の推進

ウ　資源化の円滑な推進を図るため、分別・排出ルールの徹底を周知するとともに、集団資源回収の実施団体などの支援

エ　建築物などに係る分別解体および再資源化等の監視・指導の実施

オ　事業系ごみについて、事業者自身が再資源化を行うように指導の実施や、多量の排出業者などに対する減量化、資源化の指
導の推進

計画の体系：４－（１）－③ごみの適正処理の推進

ア　ごみ処理の広域化を推進し、効率的なごみ処理システムの構築

イ　現行のごみ処理施設について、設備の更新、改造および補修工事などの整備によるごみの適正処理
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

ポイ捨て防止対策事業
（資源循環部資源循環推進課）
（資源循環部資源循環久里浜事務
所）

・ポイ捨て防止条例の周知、ごみの持ち帰りの徹底、路上禁
煙地区の周知啓発等（路上喫煙巡回指導）を図るため、「広
報よこすか」や啓発ポスターなどによる各種啓発活動等
・クリーンよこすか市民の会、クリーン清掃応援隊と協力し、
ごみゼロ啓発キャンペーン、年末ポイ捨て防止啓発街頭
キャンペーン等
・路上禁煙啓発ポスターを作成、京急バス車内へ掲出
・パッカー車を利用したポイ捨て防止啓発放送
・路上禁煙地区の路上サイン張替、清掃
・継続した定点（７か所）でのポイ捨てごみ散乱状況実態調
査

・路上禁煙啓発ポスター：400枚
作成
・ポイ捨てごみ散乱状況実態調
査：年４回

不法投棄防止事業
（資源循環部資源循環推進課）
（資源循環部資源循環久里浜事務
所）

・不法投棄防止のための啓発事業
・移動式監視カメラの設置

・啓発事業
　パネル展：令和２年９月～12月
（本庁舎・各行政センター10か
所）
　市内３警察署との合同パトロー
ル：８回
　市民からの不法投棄の通報件
数：286件
・移動式監視カメラ設置台数：９
台

産業廃棄物の処理実態の把握、事
業者、処理業者への指導の推進
（資源循環部廃棄物対策課）

産業廃棄物排出事業者、処理事業者、処理施設に対する
監視・指導

・監視・指導
　排出事業者：31件
　処理業者：61件
　産業廃棄物処理施設：31件
・産業廃棄物処分場排水処理施
設放流水の分析検査：12件

エ　産業廃棄物の適正処理を図るため、処理実態の把握に努めるとともに、排出事業者や処理事業者に対する指導の推進

ウ　ポイ捨ておよび不法投棄の防止について、市民・事業者などへの普及啓発を図り、防止対策の推進
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

冊子「よこすかのかんきょう」の配布
（環境政策部環境企画課）

環境学習冊子「よこすかのかんきょう平成30年度作成版」を
希望校に配付

配付数：230冊

教育情報のデータベース活用
（学校教育部教育研究所）

教育情報センターと連携し、環境教育推進のためデータ
ベース活用を推進（インターネット、教育イントラネット上に
情報を公開 イントラネット上の情報を整備）
　　データベース化されている教育情報
　　理科なび、三浦半島の地層・地質、
　　三浦半島の野鳥、三浦半島の植物

ホームページ「よこすかの環境保全
活動」の活用
（環境政策部環境企画課）

ホームページ「よこすかの環境保全活動」で、市民団体等
の環境活動を紹介

掲載団体数：12団体（市民団体
８、事業者３、学校１）

環境教育・環境学習関連ホーム
ページの運営
（環境政策部環境企画課）

ホームページ「よこすかの環境教育・環境学習」で、環境教
育・環境学習関連情報を紹介

よこすかＥＣＯ通信の発行
（環境政策部環境企画課）

市内の環境情報の一元化、情報発信を目的とした「よこす
かＥＣＯ通信」を市関連施設で配架するとともに、市内学校
等に配布

・配布回数：年４回
・作成部数：各3,500部

学校施設における新エネルギー設
備等の導入および活用
（教育総務部学校管理課）

学校において太陽光発電等の新エネルギー設備を導入
し、施設内の電力として使用するとともに、環境学習に利用
　導入した学校
　　横須賀総合高等学校（平成14年度）
　　大塚台小学校（平成14年度）
　　大矢部小学校（平成19年度）
　　諏訪小学校（平成24年度）

動植物観察地を環境教育の場とし
て活用
（環境政策部公園管理課）

光の丘水辺公園において指定管理者及びボランティア団
体（水辺公園友の会）による里山の維持・管理を実施及び
自然観察会等を開催
　活動内容：
　　除草、田んぼの管理、池の水の管理、植物管理、
　　湿地管理、カブトムシ・ホタル・サンショウウオの
　　生息環境の整備と生態観察、早朝探鳥会、自然
　　観察会、植物観察会等

・開催回数：13回
・参加者：延べ254人

天神島臨海自然教育および馬堀自
然教育園の管理事業
（教育総務部博物館運営課）

・天神島臨海自然教育園及び馬堀自然教育園の保全管理
・開園日に１日２～３回の巡回・清掃作業
・園内動植物の昼夜観測によるモニタリング
・台風による被害対応並びに海岸地形変化の調査
・園内樹木の適正な生育環境の創造を目的とした伐採事業

理科基礎技術研修講座
（学校教育部教育研究所）

野外活動や環境教育を推進する指導者としての知識や技
術を深めることを目的に、教職員を対象に理科基礎技術講
座を全３回開催
　生物教材の飼育（昆虫の飼育）
■中止
　生物教材の飼育（カイコ）
　自然観察会（学校周辺の植物）
　自然観察会（天神島の生き物）

環境教育に係る指導者等の派遣
（環境政策部環境企画課）

・国が認定した環境カウンセラー等をはじめ、市民活動団
体・市内企業等を環境教育指導者として登録し、希望する
市立保育園や学校に派遣
・前年度の派遣授業の実績をまとめた事例集を作成し、市
内小中学校に配布

・派遣回数：小学校７回（５校）
・派遣人数：延べ15人
・受講人数：延べ424人
・授業内容：
　身近な自然、廃棄物などで、教
室内による講座形式のほか、自
然体験学習など

計画の体系：５－（１）－①環境教育・環境学習の推進のための体制づくり

ア　環境教育・環境学習の支援に関する情報の提供

イ　環境教育・環境学習の拠点となる施設・設備の整備・活用

ウ　環境教育・環境学習に係る指導者の登用および活用の拡大の推進
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

環境教育・環境学習ネットワーク会
議の開催
（環境政策部環境企画課）

市民、事業者、学校、行政等で構成する「環境教育・環境
学習ネットワーク会議」を開催し、「相互交流を生かした人
材育成講座」などの実施を検討

会議開催：２回

省エネ・節電の周知啓発
（環境政策部環境企画課）

■中止
「節電コンクール」を実施

職員研修の実施
（総務部人事課）

令和元年度で事業終了

相互交流を活かした人材育成講座
の実施
（環境政策部環境企画課）

■中止
市内環境活動者向け講座及び教員向け講座を開催

学校教育における環境学習への協
力
（教育総務部博物館運営課）

・小中学校への出前授業による三浦半島の自然に関する
授業
・小学校団体見学の際の学芸員による三浦半島の自然に
関する展示解説
・横須賀高等学校ＳＳＨにおける研究指導

天神島臨海自然教育および馬堀自
然教育園の管理事業
（教育総務部博物館運営課）

・天神島臨海自然教育園及び馬堀自然教育園の保全管理
・開園日に1日２～３回の巡回・清掃作業
・園内動植物の昼夜観測によるモニタリング
・台風による被害対応並びに海岸地形変化の調査
・園内樹木の適正な生育環境の創造を目的とした伐採事業

アイクル施設見学
（資源循環部リサイクルプラザ）

■縮小
リサイクルプラザ「アイクル」の見学により、ごみの資源化を
普及啓発

見学者：１団体、34人

アイクルを環境教育の場として活用
（学校教育部教育指導課）

■中止
市立小学校全46校がアイクルを見学

市民協働モデル事業「学区の自然
を再発見、小学校向けの環境体験
事業」の実施
（環境政策部環境企画課）

令和元年度で終了
（令和２年度から「学区の自然環境体験」として事業化）

「学区の自然環境体験」の実施
（環境政策部自然環境共生課）

希望する小学校を対象に学区ごとの環境体験プログラムを
実施（平成29年度～令和元年度に市民協働モデル事業で
実施してきた「小学校向け環境体験事業」の事業化）

・参加校：５校
・実施回数：延べ19回
・受講者数：延べ1,024人

市民協働モデル事業「外来生物バ
スターズモデル事業」の実施
（環境政策部自然環境共生課）

・外来生物の駆除活動
・駆除マニュアルの作成

・駆除活動
　18回、11か所（駆除対象12種）
　24か所で展示解説（小学校含
む）
・駆除マニュアルの作成
　10種

こどもエコクラブの推進
（環境政策部環境企画課）

日本環境協会が実施する「こどもエコクラブ事業」への登録
及び事務局事務

登録数：２クラブ（参加こども数７
人、サポーター４人）

エコ育集会
（こども育成部保育課）

地球温暖化、節電・節水、ごみの減量化・資源化について
絵本や手作り紙芝居などを用いて学ぶ「エコ育集会」を保
育園で実施するとともに、保育の中に利用

実施回数：各園年４回

夏休みエコチャレンジポイント事業
（環境政策部環境企画課）

平成29年度で事業完了

オ　環境教育に係る人材育成のための制度の検討

エ　市民、事業者、市など各主体が情報共有を行い、環境活動の連携した推進

カ　既存の環境関連施設などを有効活用し、環境への意識を高めるための場としての提供

キ　市民、事業者、市の連携および協働による環境教育・環境学習の取り組みの実践の推進

計画の体系：５－（１）－②環境教育・環境学習の機会の充実

ア　環境教育・環境学習に関する各種学習会、イベントなどを市が主催して開催
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

猿島自然観察会
（環境政策部環境企画課）

■縮小
猿島での自然観察会

・11月６日：諏訪小学校５年生
（児童53人、先生４人）
・11月13日：諏訪小学校３年生
（児童53人、先生４人）

「横須賀かんきょうフォーラム」の開
催
（環境政策部環境企画課）

■中止
市民を対象とした環境イベント「横須賀かんきょうフォーラ
ム」

自然環境に関する講座を開催
（教育総務部博物館運営課）

■縮小
・自然観察会及び夏休み企画の野外観察会
・博物館教室及び夏休み企画の講座

・自然観察会及び野外観察会
　 22回（予定）→野外観察会１回
（実績）
・博物館教室及び講座
　７講座（予定）→４講座（実績）

自然環境講演会
（環境政策部自然環境共生課）

■中止
博物館運営課と共催で自然環境講演会「三浦半島のホタ
ル」を開催（博物館運営課主催の「理科フェスティバル」との
連携）

自然環境に関するイベントを開催
（教育総務部博物館運営課）

■中止
・学校（小・中・高・大）及び市民参加による研究発表会と
ワークショップ「みんなの理科フェスティバル」
・学芸員による展示解説「ミュージアムトーク」（４回）
・米海軍横須賀基地の「アースデー」に「おでかけ博物館」

生涯学習センター事業「市民大学」
への協力
（教育総務部博物館運営課）

■中止
市民大学へ学芸員を講師として派遣

コミュニティセンターにおける環境教
育関連講座の開催
（市民部地域コミュニティ支援課、各
行政センター）

・田浦コミセン講座「地球温暖化と気候変動について」
・衣笠コミセン講座「気象災害から身を守る」
・北下浦コミセン講座「自然史から考える環境問題」

・田浦
　10月16日実施　19人参加
・衣笠
　12月16日実施　19人参加
・北下浦
　10月31日、11月７日、14日　延
べ36人参加

市民大学事業（生涯学習センター
指定管理事業）
（教育総務部生涯学習課）

「サステイナブルな生活のデザイン」 ・開催回数：全６回
・受講者数：14人

巡回環境パネル展
（環境政策部環境企画課）

■縮小
環境学習用のパネルを公共施設に展示

・展示場所：市役所展示コー
ナー
・展示期間：６月８日～６月12日

「出前授業」（上下水道局）の実施
（上下水道局経営部総務課）

市内小学校において、水循環の概念や水の大切さ、水環
境保全の必要性について理解を深めてもらうための出前授
業

実施：12校

横須賀いいね★エコ活動賞
（環境政策部環境企画課）

市内で環境活動を行う市民団体や学校等を表彰 ・受賞団体等
　　学校短期活動の部：１団体
　　功労賞：３団体
・表彰式：12月４日

環境月間啓発イベント
（環境政策部環境企画課）

■中止
市民が環境への興味を持つきっかけとなる「環境月間」啓
発イベント

観音崎ウォークラリー
（環境政策部環境企画課）

令和元年度で事業終了

公園出前授業
（環境政策部公園建設課）

望洋小学校２年生を対象に実施 ・実施日：令和３年２月18、19日
・形式 ：電話での質疑応答
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

博物館共催・協力事業
（教育総務部博物館運営課）

・自然環境共生課との共催事業「横須賀しぜん散歩」を開
催
・公園管理課、生涯学習課の協力のもと、企画展示「中央
公園ものがたりー砲台山から中央公園、そして平和中央公
園へー」を開催
・市民団体16ミリ試写室の「映像とお話し」への講師派遣協
力

横浜横須賀道路横須賀パーキング
を利用した環境学習
（土木部土木計画課）

■中止
横須賀パーキングでの環境学習会
（実施主体は東日本高速道路株式会社）

環境学習プログラムの活用
（環境政策部環境企画課）

環境学習に取り組むための「横須賀市環境学習プログラ
ム」をホームページで周知

環境配慮指針　開発行為等事業編
および環境ナビゲーションシステム
の活用
（環境政策部環境企画課）

環境配慮指針開発行為等事業編について、パソコンによる
検索が可能な「環境ナビゲーションシステム」を開発業者と
の協議の際に配付（配付は環境企画課、環境管理課）し、
環境配慮の実践を促進

令和２年度実績なし（大規模開
発なし）

中小企業制度融資におけるＩＳＯ取
得支援メニューの設定
（経済部経済企画課）

・中小企業制度融資において、ＩＳＯの認証取得に対する融
資をメニューの１つとして設定(補助対象は中小企業者や協
同組合等）
・金融機関にチラシを配布し制度を周知

融資実績なし

横須賀市ＩＳＯ等認証取得促進補助
事業
（経済部経済企画課）

・ＩＳＯ等の認証を認証取得に要する費用を補助（補助対象
は中小企業者または個人事業主）
・市内事業協同組合へチラシを配布し補助制度を周知

補助実績：２件

事業者へのＩＳＯ等取得相談事業
（商工相談　Ｈ28年度から（公財）横
須賀市産業振興財団で事業実施）
（経済部経済企画課）

（公財）横須賀市産業振興財団がＩＳＯ等の認証取得を検
討している事業者に対し、商工相談員による相談を実施

相談件数なし

EV普及事業の実施
（環境政策部環境企画課）

・家庭用電気自動車導入者奨励金
・住宅用ＰＣＳ（電気自動車充給電設備）導入者奨励金

奨励金交付件数
　家庭用電気自動車：21件
　住宅用ＰＣＳ：１件

電気自動車普及促進事業
（経済部企業誘致・工業振興課）

・民間事業者への充電器補助
・民間事業者へのEV導入費補助
・次世代自動車を活用した先進的な取り組みを行う事業者
等認定
・共同住宅と事業所（通勤車両・事業用車両）のEV充電器
設置に向けて重点的にPR

・充電器補助件数：４件、７基
・EV導入費補助件数：４件、４台
・事業者等認定件数：２件

商店街共同施設整備・補修・撤去事
業補助金（省エネ電球への交換）
（文化スポーツ観光部商業振興課）

１団体１事業において街路灯照明を省エネ電灯（LED）に交換 交換台数：46基

フェアトレードの啓発・推進
（市長室国際交流課）

■中止
市主催の国際式典レセプションにおいて、フェアトレード
コーヒーを提供

地産地消の推進
（経済部農業振興課）

関係団体と連携し、よこすか野菜の販売促進・ＰＲ

オ　フェアトレード製品の普及啓発の実施

イ　市民、事業者、市が協働し、環境教育・環境学習に関する各種イベントなどの開催

ウ　「横須賀市環境学習プログラム」などの活用の促進

計画の体系：５－（２）－①環境と調和した経済活動の推進

ア　「横須賀市環境配慮指針　開発行為等事業編」および「環境ナビゲーションシステム」を開発事業者などに配付し、環境配慮
の実践の促進

イ　ISOやエコアクション21の認証取得を検討している事業者に対し、補助や取得の相談などの実施

ウ　「横須賀EV創生project」に基づくさまざまな取り組みを検討・展開し、EV(電気自動車)をはじめとする次世代自動車の普及促
進

エ　商店街における省エネルギー設備などの導入の推進

カ　地産地消の推進
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

地産地消の推進
（みなと振興部水産振興課）

地場産水産物等の魅力や良さを市内直売所やイベントでＰ
Ｒ

イベント回数：１回

横須賀市地域水質保全協議会への
参加
（環境政策部環境管理課）

・横須賀市域の河川、沿岸海域等の水質浄化を推進してい
る横須賀市地域水質保全協議会に補助金を交付し、水質
環境調査に参加
・協議会のホームページを作成
・協議会による追浜中学校科学部への助成

よこすか海の市民会議への後援
（みなと振興部港湾企画課）

深浦漁港において実施された「わかめの養殖体験」への後
援

横須賀いいね★エコ活動賞
（環境政策部環境企画課）

市内で環境活動を行う市民団体や学校等を表彰 ・受賞団体等
　　学校短期活動の部：１団体
　　功労賞：３団体
・表彰式：12月４日

国際化推進、都市間交流
（市長室国際交流課）

■中止
本市を訪れる姉妹都市交換学生や海外の研修生等に本市
の自然や環境について理解を深めてもらう市内見学

市民協働型まちづくり推進事業
（市民部市民生活課）

・市民協働推進補助制度（環境系）として、特定非営利活
動法人神奈川フードバンク・プラスに補助
・市民協働モデル事業（環境系）としての「外来生物バス
ターズモデル事業」

市役所前公園花壇花いっぱい推進
（環境政策部公園管理課）

市役所前公園花壇：85㎡に花のボランティアがしょうぶ園で
種から育てた四季折々の花苗を植え付け、維持管理

・活動日：通年
・参加人数：90人

海浜地清掃事業
（資源循環部資源循環推進課）

公益財団法人かながわ海岸美化財団と連携し、東京湾側８
海岸、相模湾側６海岸の清掃

清掃実績 ：361回、105,315kg

クリーンアップ大作戦inはしりみず
（みなと振興部港湾企画課）

■中止
例年、 近隣小中学生を中心としたボランティアが海浜地
（走水伊勢町海岸）の清掃

砂浜美化ボランティア活動の推進
（みなと振興部港湾管理課）

里親ボランティアが各地の海浜地の清掃を実施 清掃実施：８回

地域の花いっぱい推進
（環境政策部公園管理課）

・〔追浜地域〕 追浜中学校前400㎡、 夏島貝塚通り沿い300
㎡をボランティアで活動
・〔久里浜地域〕花壇面積：941㎡、区画数71区画のうち、80
㎡・８区画をボランティアで活動
・しょうぶ園で指定管理者の自主事業として花づくり講習会
を開催

〔追浜地域〕
　ボランティア延べ30人
〔久里浜地域〕
　ボランティア12人
　講習会：９月～12月の９日間開
　催、延べ30人参加

市民協働モデル事業「学区の自然
を再発見、小学校向けの環境体験
事業」の実施
（環境政策部環境企画課）

令和元年度で終了
（令和２年度からは「学区の自然環境体験」として事業化）

「学区の自然環境体験」の実施
（環境政策部自然環境共生課）

希望する小学校を対象に学区ごとの環境体験プログラムを
実施（平成29年度～令和元年度に市民協働モデル事業で
実施してきた「小学校向け環境体験事業」の事業化）

・参加校：５校
・実施回数：延べ19回
・受講者数：延べ1,024人

市民協働モデル事業「外来生物バ
スターズモデル事業」の実施
（環境政策部自然環境共生課）

・外来生物の駆除活動を実施
・駆除マニュアルの作成

・駆除活動
　18回、11か所（駆除対象は12
種）
　24か所で展示解説（小学校含
む）
・駆除マニュアルの作成
　10種

横須賀いいね★エコ活動賞
（環境政策部環境企画課）

市内で環境活動を行う市民団体や学校等を表彰 ・受賞団体等
　　学校短期活動の部：１団体
　　功労賞：３団体
・表彰式：12月４日

計画の体系：５－（２）－②環境と調和した社会活動の推進

ア　環境活動を行っている団体などに対する支援

イ　国際貢献の一環として、人材育成のための研究生の受入などに努めまるとともに、国際交流ボランティアなどの活用により、民間
レベルでの国際協力の積極的な支援

ウ　市民、事業者、市の協働による環境に配慮したまちづくりの推進
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事業名 令和２年度事業実績 令和２年度関連データ

フェアトレードの啓発・推進
（市長室国際交流課）

■中止
市主催の国際式典レセプションにおいて、フェアトレード
コーヒーを提供

環境ポスターコンクール
（環境政策部環境企画課）

■中止
市内の小中学生から環境ポスターを募集し、入選作品につ
いては「横須賀かんきょうフォーラム」で表彰

オ　事業者のＣＳＲ（企業の社会的責任）活動の促進

エ　国際的な環境保全の視点から、フェアトレードの普及促進
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